
lSSN 0285-2314 

THE JAPANESE JOURNAL OF 

HISTORY OF PHARMACY 

VoI.19， No.2. 1984 

一目 次一

原報

日本薬局方に見られたアヘンアノレカロイド製剤・塩酸モルヒネの変遷…………山田 光男・…ー37

日本薬局方に見られた強心配糖体製剤・ジギタリスの変遷・ H ・H ・..………………山田 光男……46

岡山の薬学教育史(第3報〉岡山薬学夜学会および岡山県私立女子薬学校……小山 鷹二……54

岡山の薬学教育史(第4報)私立岡山薬学校(第二次)……・・……....・H ・-……小山 鷹二…ー60

『今井三右衛門文書』について・・・・ ........…………・ー…………...・ H ・....…安江 政一…...69

『長井長義伝』を批判する ・………"...・ a・......・ H ・-…...・H ・..…・…・ー ・・H ・H ・H ・H ・-安江 政一…75

『諸国産物令』について-…...................…….....・ H ・....・H ・....・ H ・-……・…・安江政一…...85

完全医薬分業ができなかった史的考究(その1)…-一… -一・…......・H ・..中室嘉袷・…・ 92

雑録

理不尽な宗田氏の駁論一日本の近代薬学の特質ー・…・・ー・…....・ H ・-…....・ H ・-・・根本曽代子… 100

訂正 ・予告…・・・ H ・H ・...・ H ・-…....・H ・....・H ・-…・……...・ H ・.....・H ・-・・・…・一・......・ H ・..…...・H ・..105 

THE JAPANESE SOCIETY OF HISTORY OF PHARMACY 

薬史 学 誌

Japan. J. His. Pharm 

Nihon University， Pharmaceutical Institute， 

Kanda-Surugadai， Chiyoda-ku， Tokyo， ]apan 

日本薬史学会



THE JAPANESE JOURNAL OF HISTORY 

OF PHARMACY， Vol. 19， No.2 (1984) 

CONTENTS 

Originals 

Mitsuo YAMADA: The transition of morphine hydrochloride preparations 

as opium alkaloid in Japanese pharmacopoeia between 1886 0. P. 1) 

and 1981 0. P. X) ...・ H ・.....・ H ・..…………………………・…...・ H ・H ・H ・..………...・ H ・..……37

Mitsuo YAMADA: The transition of digitalis preparations as cardiac 

glycoside in Japanese pharmacopoeia between 1886 0. P. 1) and 
1981 0. P. X)… ・…・・…………………………… ・ 一・………...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・.....・ H ・H ・H ・..46

Takaji区OYAMA:A history of pharmaceutical education in Okayama (III) 

Okayama Pharmaceutical Night School Assembly and Private 

Pharmaceutical Girl's School of Okayama Prefecture ... ・・…・・・・・・…・・・・・・…・・・・・・…・・・-…・・54

Takaji KOYAMA: A history of pharmaceutical education in Okayama (IV) 

Private Okayama Pharmaceutical School (secondary)…………………...・ H ・.....・H ・H ・H ・..60

Masaiti YASUE: On the ancient manuscript named “San'emon IMAI's 

Application" ・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・… ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・…...69

Masaiti YASUE: Discrepancy in the “Biography of N. NAGAI" written by 

S.KANAO ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・ ・・ .....一.....................................................・・・・75

Masaiti YASUE:“Shokokusanbutsurei" a writ of an inquisition about 

the domestic products.......一..・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…......................................・・・・・・……......85

Kasuke NAKAMURO: Historical research study on why there can be no 

~eparation between pharmacy and medicine in Japan (1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…… ・・・・・・・・・92

Miscellaneous 

Soyoko NEMOTO: Dr. SODA's unreasonable refutation 

-The peculiarity of modern pharmacy in Japan- ・・・ぃ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……・・・・・・・・・・・・・・・1∞ 
Erratum and Announcement .................................................一一・・・・…・・・・・・・・・…・・・・・・105 

入会申込み方 法

下記あてに薬害または電話で入会申込用紙を請求し，それに記入し，年会費をそえて，

再び下記あてに郵送して下さい.

干101東京都千代田区神田駿河台 1-8 

日本大学理工学部薬学科生薬学教室

滝戸道夫

電話 03-293-3201(代)



雑誌

(1984) F
D
 

duτ 

学

~巧

i
qtυ 

薬史

19(2) ， 

日本薬局方に見られたアヘンアル力口イド製剤・

塩酸モルヒネの変遷

男*1光回

The transition of morphine hydrochloride preparations 

as opium alkaloid in Japanese pharmacopoeia between 

1886 (J.P.I) and 1981 (J.P.X) 

山

Mitsuo YAMADA*1 

の研究を大きく促進して，その後の30年間に

ストリキニーネ，キニーネ，アトロピンなど

約30種の有効成分が単離された.これらの植

物中の塩基性物質は1818年(文政 1)， ドイツ

の薬剤師K.F. W. Meissnerがアルカロイド

alkaloidと命名した的.

アヘンに含まれるアルカロイドは現在まで

に25種が確認されており 5) その主要なもの

はつぎのとおりである.
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筆者はさきに明治期以降のわが国医薬品発

展の一面をわが国の公定書である日本薬局方

(J. P と略)を通して見る目的で， J. P. 1 (1 

は改正版数を示す.以下同じ)から J.P.X

まで継続収載されている 128品目の医薬品か

ら，化学洋薬ともいうべきサリチル酸をとり

あげて，その変遷1，へおよび欧米薬局方との

比較3)について検索し報告した.

今回はこの 128品目中から， 19世紀初めに

世界で初めて植物体内の有効成分として結晶

化され，近代薬学発展の端緒をつくったアヘ

ンアルカロイド製剤 ・塩酸モルヒネをとりあ

げ，そのJ.P. 1 (明治19年・ 1886)から J.P.

X (昭和56年 ・1981)までの変遷について検

索した.

はじめに (Preface)I. 

化学構造
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タリプトピンフーロトピン，プロトピン系アヘンアルカロイド (Opiumalka-

loid) 

11. 

モルヒネ，コデインは植物体内ではメコン

酸または硫酸エステルとして存在する.上記

のようにアヘンアルカロイドはイソキノリ γ

を基本骨格とし，モノレフィン系アルカロイ ド

は鎮痛，鎮静作用，パパベリン系およびナル

コチン系アルカロイドは鎮座作用を示すもの

ヒドロコタノレニンテトラヒドロ ・
キノリン系

1805年(文化 2)，わが国で紀州の外科医華

岡青洲が麻沸散(マ γ ダラ葉製剤)を乳がんの

手術に初めて麻酔剤として使用した同じ年に，

ドイツの薬剤師 FriedrichWilhelm Adam 

Sertunerがアヘン (opium)からその有効成

分として純粋な結晶を単離することに成功し

た.この成功が薬用植物からの有効成分抽出

( 37 ) 

*1日本薬史学会



が多い.

III. J.P.収載アへンアルカロイド 製剤

(Opium alkaloid preparations in-

cluding in Japanese pharmaco-

poeia) 

薬物としてのアへンの歴史はきわめて古く ，

紀元 1世紀にギリシャの軍医 Dioscordesが

著わした薬用植物学の書“DeMateria Medica" 

のなかですでに，Papaver somn砕rum(ケ

シ)の鎮痛，催眠，消化促進について触れて

おりへ小泉町 は「阿片ハ太古既ニ薬用ニ供

シ中古ニ至リ其ノ麻酔薬タルコトヲ知リ」と

述べている.清オtによれば「和薬種六ヵ燦」 ・

享保7年 (1722)に「和阿片(ケシのやに)J

という言葉があることへまた幕府老中の松

平定信 (1758~1829)の編書にオランダから

の輸入品目を掲け'たものがあり ，その薬品の

なかに Theriaca(テリヤアカ ・芳香阿片砥

剤)があったこと 9)などから，鎖国時代のわ

が国にアヘンが蘭方洋薬と して輸入されてい

たと思われると している.

安政4年 (1857)，幕府はアヘンに関する

対外条約をオランダをはじめと して アメ リ

カ， ロシアと順次結んだが，幕府は天保13年

(1842)アヘン戦争でイギリスに破れて香港を

割譲した中国のアヘン吸煙の弊害を十分に承

知していたといえよう.明治政府は幕府の阿

片禁煙政策を継承し， 海外からのアヘン輸入

に厳重な規制を設けると ともに医薬品と して

の国産アヘンの栽培を奨励し，モルヒネの含

量を定めてその品質の確保につとめた.

明治10年(1877)，内務省長奥専斎衛生局長

から J.P.草案作成の内命を受けて， 横浜司

薬場監督のオランダ人教師 A.J. C. Geerts 

は， 604品目を掲げ るオランダ語の J.P.草

案を完成した10) このなかにアヘンおよび関

連製剤と して，Acetas Morphini (酢酸モル

ヒネ)，Codeinum (コデイン)， Emplastrum 

Opiatum (阿片硬膏)，Extracum Opii (阿

片エキス)，Hydrochlora巴 Apomorphini(塩

酸アポモルヒネ)，Hydrochloras Morphini 

(塩酸モルヒネ)， Morphinum (モルヒネ)，

( 38 ) 

Opium (阿片)，Pulvis Opii (阿片末)，Pul-

vis Opii Compositus (複方向片散 ・ドーフル

散)， Sulphas Morphini (硫酸モルヒネ)， 

Vinum Opii (阿片酒)， Vinum Opii aroma-

ticum (芳香阿片酒)の 13品目ものアヘンア

ルカロイド製剤が採用された.J. P. 1 (明治

19年 ・1886)にはこのなかから 9品目が収載

された.

J. P. 1から J.P.X まで継続収載されてい

る主要医薬品は，はじめに述べたように 128

品目にすぎない.アヘンアルカロイド製剤は

4品目が継続して収載され，重要医薬品とし

て一世紀にわたってわが国の医療に大きな役

割を果たしている.この 4品目はつぎのとお

りである.なお( )内は収載名の変選を示

す.

1) アヘン末 (].P. I~IV 阿片， J. P. V 

阿片末，J. P. VIから現在名)

2) アヘンチンキ(].P. I~IV 阿片丁幾，

J. P. V 阿片チンキ， J. P. VIから現在

名)

3) アヘン トコン散(].P. I~VI ドーフル

散，J. P. VIIから現在名)

4) 塩酸モルヒネ(].P. I~II，塩酸莫児比

浬，J. P. IIIから現在名)

J.P.X 収載のアヘンアルカ ロイド製剤は

第 1部 16品目，第 2部11品目であり ，J. P. 1 

公布以降 J.P.または国民医薬品集に収載後，

削除されたのは24品目である.この変遷を第

1表に示す.また比較参考のために， U.S.P. 

XIII(1947) llJ， U. S. P. XX(1981) 12九英国薬

局方 ・B.P. (1973) 13に J.P. Xl4Jの収載品目

の比較を第 2表に示した.

なおアヘンアルカロイド製剤はすぐれた鎮

痛 ・鎮静作用をもっと同時に，強い中毒作用

を示すのでわが国はむろんのこと世界各国は

これを麻薬に指定して輸出入，製造，服売な

どについて法規により厳しく管理している.

IV. 塩酸モルヒネ・化学式の変遷(Transi-

tion of chemical formula of mor-

phine hydrochloride) 

J. P.の医薬品各条に化学式が掲げられた



No 薬

1 阿片 ・阿片末 ・アへン末

2 阿片丁幾 ・阿片チンキ ・アヘンチンキ

3 阿片硬膏

4 阿片坐剤

5 阿片舎利別

6 阿片樟脳丁幾

7 阿片安息香丁幾 ・阿片安息香チンキ

8 阿片越幾斯 ・阿片エキス

9 芳香阿片酒

10 吐根阿片散 ・柁r!JYc散 ・ドーフノレ散・アへントコン散

11 阿片吐根錠 ・ドーフノレ錠

12 阿片散

13 塩酸)アヘンアノレカロイド・(硫酸)アトロピン注射液

14 塩酸アヘンアノレカロイド散

15 アヘンアノレカロイド ・アトロピン ・パパペリン注射液

16 塩酸)アヘンアノレカロイド(臭化水素酸)スコポラミン注射液

17 塩酸アヘンアノレカロイド注射液

18 弱アヘンアルカロイド ・スコポラミン注射液

19 塩酸アヘンアノレカロイド

20 塩酸アヘンアルカロ イ ド注射液

21 塩酸アポモノレヒネ

22 塩酸エチノレモノレヒネ

23 塩酸オキシコドン

24 塩酸ヂアセチノレモルヒネ(塩酸ヘロイン)

25 塩酸ノスカピン ・塩酸チノレコチン

26 塩酸パパベリン

27 塩酸パパペリン注射液

28 塩酸ヒドロオキシコデイノン

29 塩酸莫児比浬 ・塩酸モノレヒネ

30 塩酸モノレヒネ注射液

31 塩酸モノレヒネ錠

32 アトロピン ・モノレヒネ注射液

33 古淫乙浬(コデイネ〕

34 コデイン散

35 臭化水素酸デキストロメトノレファン

36 パパペリン ・クロノレフェニラミン ・アタリノ ーノレ

37 複方オキシコドン注射液

38 複方オキシコドン ・アトロピン注射液

39 複方クロロホノレム ・モルヒネ丁幾

40 燐酸コデイン・リン酸コデイン

41 リン酸コデイン錠

42 リン酸コデイン10倍散

43 リン酸コデイン100倍散

44 リン酸ジヒドロコデイン

45 リン酸ジヒドロコデイン10倍散

46 リン酸ジヒドロコデイン100倍散

47 リン酸ヒドロコデイン

48 リン酸ヒドロコデイン散

49 硫酸コデイン

50 硫酸モルヒネ

51 ロートエキス ・パパペリン ・アネスタミン散

注(1)J. P.版名はアラピア数字を用いた.

(2)数字の[ Jは第 2部収載，国の (

示す.

アヘンアルカロイド製剤の変遷
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第 2表

Morphine and related preparations 

1 Apomorphine hydrochloride 

2 Apomorphine hydrochloride in;ection 

3 Apomorphine hydrochloride tablets 

4 Apomorphine in;ection 

5 Codeine 

6 Codeine phosphate 

7 Codeine phosphate injection 

8 Codeine phosphate tablets 

9 Codeine sulphate 

10 Codeine sulphate tablets 

11 Codeine+ Aspirin + Phenacetin tablets 

12 Codeine+soluble ASpirin+Phenacetin tab. 

13 Codeine and terpin hydrate elixir 

14 Dextromethorphan hydrobromide 

15 Dex仕'omethorphantablets 

16 Dextromethorphan and terpin hydrate elixir 

17 Dextromethorphan hydrobromide syrup 

18 Dihydrocodeine injection 

19 Dihydrocodeine tablets 

20 Dihydrocodeine tartrate 

21 Dihydromorphinone hydrochloride 

22 Dihydromorphinone hydrochloride tablets 

23 Hydrocodone bitartrate 

24 Hydrocodone bitartrate tablets 

25 Levallorphan tartrate 

2浴 Levallorphantartrate injection 

27 Morphine injection 

28 Morphine sulphate 

29 Morphine sulphat主 injection

30 孔10rphinesulphate tablets 

31 乱10rphinehydrochloride 

32 恥10rphinehydrochloride injection 

33 Nalorphine hydrochloride 

34 Nalorphine hydrochloride injection 

35 Nalorphine hydrobromide 

36 Nalorphine hydrobromide injection 

37 Naloxone hydrochloride 

38 Naloxone hydrochloride injection 

39 Opium 

40 Opium powdered 

41 Opium tinctu陀

42 Opium camphorated tincture 

43 Opium granulated 

44 Oxymorphone hydrochloride 

45 Oxymorphone hydrochloride suppositories 

46 Oxymorphone hydrochloride in;ection 

47 Papaverine hydrochloride 

48 Papaverine hydrochloride injection 

49 Papaverine hydrochloride tablets 
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No. 



のは J.P. III (明治 39・1906)15)からで，示

性式は J.P. V (昭和7・1932)16に構造式は

J. P. VI (昭和26・1951)17)から記載された.

塩酸モルヒネの化学式収載もこれに従って

J. P. IIIから収載された.

化学式

C17H19N03・HC1+3H20

分子量 375. 75 

モルヒネの構造式は複雑だったので，その

構造研究は世界各国の多くの研究者の興味を

ひいたが，1925年(大正14)，J. M. Gulland， 

R. Robinsonらが提案した構造式が合成的証

明のないまま第2次大戦後まで一般に認めら

れてきて， u. S.P など各国薬局方はじめ

J. P. VI (昭和26・1951)にも掲げられた.

構造式 .CH3.HCI・3H，O
H H/I 
.C一C CH，.. 

~I \I ~〆H

J 、/口、
Hc; とーCー.-JH，CH 
、C=c/L-J
61¥/T T 
H H O H H 

1956年(昭和31)，M. Gates， G. Tschudi 

らによってモルヒネの全合成が成功し18) こ

こに結晶単離 (1805)後，一世紀半を経過し

てその構造が確定した.その後立体構造の

研究も進められ，J.P.X には u.S.P.XX 

(1981)と 同様のつぎの構造式が掲げられた.

構造式 yH3 

H l'l唱

/セ刀、HCI'3H，O

HO ¥0'- 'OH 

v. 塩酸モルヒネ・試験法の変遷 (Transi-

tion of tes!-methods of morphine 

hydrochloride in J. P. ) 

J. P.X 医薬品各条の塩酸 モルヒネの項を

見るとその収載内容は，化学式，含量規格，

性状，旋光度，確認試験，純度試験，乾燥滅

量，強熱残分，定量法，貯法，極量に分類し

て記載されている.以下この項目順に従って

その試験法の変遷について述べる.
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1. 旋光度 (Opticalrotation) 

塩酸モルヒネが光学的に旋光性をもつこと

は早くから知られており，旋光度が各条に記

載されたのは J.P. VII (昭和36年 ・1961)1引

からであるが，明治23年(1890)，内務省、衛生

局から発行された J.P.註解加でその旋光性

に触れており， I塩酸莫児比浬ノ水溶液ハ [aJ

j=98.41(ρ=2) ノ旋光力ヲ有ス」と解説 し

ている. J. P. VII~J. P. X での記載は，

[α]20;約 -980 (0.5 g，水 25ml， 100 mm) 

であり，旋光度は塩酸モルヒネ唯一の示性値

ともいえる.

2. 確認試験法 (Identification)

J. P.各条収載の試験法についてはその重

複の繁雑さを避けるために， J. P. Vから 「一

般試験法」を分離して別項に移すとともに，

これに含まれない試験法を分けて試験目的に

従って J.P. VIから 「確認試験J，I純度試

験」と して記載することとなった山.J. P. X 

に掲げられている確認試験法を基準として，

その変遷をつぎに示す.

確認試験法

1)ホノレマリン ・硫酸試液
法 (Marquiss法)

2)亙セレン酸 ・硫酸試液
法 (Mecke法)

3) a-ユトロソ-sナフト
ーノレ試液・クロロホノレ
ム法

4)塩化物定性反応

収載 J.P. 

NVV!VJlvilllXX 

VIVJlVllllXX 

VIlllXX 

IlllITNVVIVJlVllllXX 

これらの試験法のなかで 1)法から 3)法

まではアヘンアルカロイドに特有の呈色反応

である.

1) Marquiss反応と呼ばれる試験法で，

試薬滴下直後は赤紫色を示すが 1 ~ 3 分後に

紫色となり 5分後には紫青色に変わる.感

度 0.05μg.

2) Mecke試液法と して 知られ，モルヒ

ネよりもむしろコデインの確認試験に用いら

れる.試液滴下後，ただちに濃オ リーブ緑色

を呈するが，モルヒネの場合には Marquiss

試液法より感度はやや落ちる.



3) 最初 Mlodeckaが 0-，n~- ， と共存す

る p-クレゾールの定量法と して報告した方

法の変法で，アヘンアルカロイド中のモルヒ

ネだけが，他のアルカロイドに妨害されるこ

となく，感度よく検出される.本法は定量に

も利用される.確認限界 5μg/ml.

4) 塩化物の定性反応で， J. P. 1から J.P. 

Xまで継続収載されている.モルヒ ネ水溶液

に硝酸銀を滴下すると希硝酸に不溶の白色沈

殴を生ずる反応で，はじめ各条に掲げられた

がJ.P. VIから一般試験法 ・定性反応、の項に

移された.簡易適確な試験法といえる.

3. 純度試験法 (Puritytest) 

J. P.Xに掲げられている純度試験法を基

準として，その変遷をつぎに示す.

純度試験法 収載J.P. 

1)遊ウ離ム酸中和(水法酸)化ナトリ VIVlIVlIllXX 

2)アンモニウム塩 VIVlIVlIllXX 

3)硫法酸)塩(塩化パリウム IImIVVVIVlIVlIllXX 

4)アポモノレヒネ VVIVlIVlIllXX 
5) メコン酸 VIVlIVlIllXX 
6)その他のアノレカロイド 羽羽田lXX

7)硫酸塁色物 IIImIVVVIVlIVlIllXX 

これらの試験法のなかで1)法， 2)法，

5)法，6)法の 4法はJ.P. VIから新しく収

載された純度試験法で、ある.

1) 塩酸塩としての対応量以上に存在する

遊離酸の許容限度試験である，水酸化ナトリ

ウム液の中和消費量を O.50ml以下と規定

している.

2) アンモニウム塩は水酸化ナトリウムの

ような強塩基と加温すると，アンモニアを発

生するので潤した赤色リトマス紙を青変する.

5) 希塩酸と塩化第二鉄試液を加えるとメ

コン酸はメコン酸鉄を生成して赤色を呈する

反応を応用した試験法で、ある.

6) 定量法によるクロロホルム液を用いて

他のアルカロイドを試験するもので，滴定さ

れるのは主と してコデイ ンである.

以上の 4試験法はu.S. P. XIII (1947)に

収載されており，これをJ.P. VIが新しく
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純度試験法として採用 したものともいえる.

3) 塩化バリウム試液を加えると硫酸塩は

白色の硫酸パリウムを生じて白渇する.J. P. 
V までは硝酸バリウム試液を用いた.

4) アポモルヒネ水溶液は特異な呈色変化

を示し， アルカリ性て、エーテル層に移行して

赤紫色を呈する.

7) 硫酸呈色物試験法は，混在が予想され

るテパイン(赤褐色)，ナルセイン(茶褐色)， 

ナノレコチン(赤色)の呈色反応を利用した試

験法でJ.P. 1からJ.P.Xまで継続収載され

ている簡易だが確実な試験といえよう .

4. J.P.から削除された試験法 (Test-

methods eliminated from J.P.) 

従来公布されたJ.P. のいずれかに収載さ

れた後に削除された試験法は次のとおりで，

すべて確認試験法といえる.

試験法

1)塩化第二鉄(青色呈色)

2) フェリシアン化カリウム ・
塩化第二鉄(液 ・濃青色，
ついで沈殿)

3)硫酸・ モリブデン酸 (紫→
青)

4)硝酸(燈赤色→黄色)

5)冷飽和水溶液 ・塩酸(→結
品析出)

6)硝酸銀(希硝酸不溶の白色
沈殿)

7)硫酸5滴加温後硝酸(血赤
色)

8)白糖 ・硫酸(赤色，ブロム
水で著明)

9)炭酸カリ溶液(純白色結晶
沈殿)

10)アンモニア水(純白色結晶
沈殿)

11)硫酸 ・次硝酸蒼鉛(暗褐色)

12)カリ溶液の過剰に溶解する
白色沈殿

収載J.P. 

IIImIVVVIVlI 

VIVlI 

VI 

III VI 

mIVV 

IIImrvv 

mrvv 

][IVV 

][1V 

III][1V 

E 

III 

5. 乾燥減量試験法 (Losson drying-

water test) 

塩酸モルヒネが 3分子の結晶水を含んでい

るので，完全に除かれると計算上からは 14.4

%の減量となる. J. P. 1からJ.P. X までの

範囲規定は次のように変遺した.



J.P. 

J. P. 1， J. P. II 

J. P. III， J. P. IV 

J. P. V 

J. P. VI 

J. P. VII~J. P. X 

乾燥減量の範囲

大約14.5分ノ;水ヲ失フ

14.4分以上ノ重量ヲ滅失ス可
カラス

0.2gニテ 0.0叩 g以上ノ重
量ヲ滅失スヘカラス

200mgの乾燥で減量は 30mg
以下でなければ不可

13.0~15.0% 

]. P. I~]. P. V までは 100。で乾燥したが，

]. P. VIからは 1050 に変更された.

6. 強熱残分試験法 (Residueon igni-

tion) 

J. P. 1から ].P. X まで継続収載されてい

る無機物の試験法である.]. P. 1の記載は，

白金板上ニ熱灼スレハ先 ツ熔融シ次ニ炭化

シ終ニ固性物ヲ遺サスシテ燃化スヘシ

と規定され， ]. P. IVで初めて 0.1% 以上の

固性物を残留すべからずと数量的に規定され

た.また].P. VIで「灰分」とL、う試験項目

が初めて掲げられ， ]. P. VIII9lから現在のよ

うに

強熱残分 0.1% 以下 (0.5g) 

の簡潔な記載になった.

7. 定量法 (Assay)

定量法は ].P. VIIから初めて収載され，

これに伴って塩酸モルヒネの含量規定も].

P. VIIから掲げられるようになった.

定量法の詳細は誌面の都合上ここには述べ

ないが].P. VII収載の定量法が現在まで引

き続いている.なお].P. VIIから一般試験

法に新たに赤外奴収スベクトル測定法が追加

規定されたのに伴って， ]. P. vnの塩酸モル

ヒネの解説欄にそのスベ クトル図が掲げられ，

]. P. VIIIからは測定条件の詳細も解説と し

て記載 されたが， J. P. X でも各条には まだ

掲げられていない. またJ.P. VIII (昭和46

年 ・1971)加の塩酸モルヒネの定量法の解説

として，その他の定量法

1) 非水滴定法

2) 比色定量法

αーニトロソイ ナフトール試液法

Folin Ciocalteu試液法

が記述されているが，これら 2法も].P. 
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X 各条にまだ掲げられていない.

VI. 米英薬局方との比較 (Comparison

between U.S.P.，B.P. and J.P.) 

u. S. P.， B. P.， ]. P. の現行の薬局方で比

較したアヘン関連製剤の収載状況は，さきに

第 III項の第 2表で示したとおりである.収

載品目数は，u. S. P. 31品目 ，B. P. 26品目，

]. P. 27品目とそれほど差はないが，品 目内容

は大きく異なり，米 ・英薬局方の品目は比較

的類似するが， ]. P.は第 1表を参照しても大

きく異なっていることがわかる.

]. P. X に収載 されている 塩酸 モルヒ ネは

u. S. P. XXには収載されていないので， U. 

S.P.に収載されている硫酸モルヒネの確認

試験 (Identification)法を見ると

1) 赤外線吸収スベクトル測定法

2) ホルマリン ・硫酸試液法

3) 塩化第二鉄試液法

4) 硫酸塩試験法

純度試験法と しては，

5) 塩化物試験

6) アンモニウム塩試験

7) 他のアルカロイド試験

が記述されており， 1)を除いて， u. S.P.と

]. P.の試験法は類似しているといえる.

B. P. (1973)には塩酸モル ヒネおよび硫酸

モルヒ ネがともに収載されており，確認試験

法として

1) 吸収スベクトル測定法

2) ホルマリン ・硫酸試液法

3) フェリシアン化カリウム ・塩化第二鉄

法

4) 硫酸塩試験法

が掲げられ，1)吸収スベク トル法に重点が

おかれているように思われた.純度試験法と

しては

5) 遊離酸

6) 他のアルカロイト

7) 硫酸盈色物

の3法が収載され， B.P.とu.S. P.は類似

しているといえよ う.



VII. 考察 (Consideration) 

医薬品の目覚ま しい発展と多数のすぐれた

合成麻薬の登場を見た今日でも，アヘンアル

カロイド製剤は有効で優れた鎮痛 ・鎮静剤で

あり，わが国および全世界で広く使用されて

いる.明治19年(1886)，J. P. 1制定の際はこ

の優れた作用を背景として12品目ものアヘン

アルカ ロイド製剤が収載された.

しかしアヘンアルカロイド製剤は一方で強

い有害作用をもつことが早くから知られてい

たので，政府はその国内生産と輸入について

厳しい取締りを行い，昭和5年 (1930)に公

用語として 「麻薬」という呼称を制定し山，

麻薬取締規則を公布した.したがって第二次

世界大戦までのわが国医薬品の発展期に，他

の医薬品には見られなかった厳しい法規制が

あったことが，第 2表に見るように米国など

とアヘンアルカロイド製剤領域での収載品目

の差をもたらしたともいえるのではなかろう

か.昭和26年 (1951)，前回の改正から19年

ぶりに J.P.の改正が行われ，u. S. P. XIII 

(1947)を大幅にとり入れてJ.P. VIが公布

され，わが国製薬産業の戦後の復興と家庭麻

薬の法規改正などもあって， J. P. VII (昭和

36年 ・1961)にはリン酸ジヒドロコデインな

ど10品目の製剤が新収載された.いずれにし

ても当製剤群と法規制の関連は他の局方薬剤

にはないものがあるといえよう.

塩酸モルヒネの試験法の変遷を見ると ，J.

P.Iから J.P. V までにアヘンアルカロイド

の多数の呈色反応あるいは沈股反応が収載さ

れ，そして削除された. J. P. 1からJ.P. X 

まで継続しているのは塩化物定性反応(確認

試験法)と硫酸呈色物(純度試験法)の二試

験法だけである.明治初期， J. P.編纂の動機

は輸入洋薬の真j百鑑別にあったので，当時入

手容易な試薬を利用して塩酸モルヒネの簡易

でありながら現在まで継続する有用なこれら

二試験法を J.P. 1に採用し た先人の先見性

に敬意を表するものである.

第二次大戦後の大改正で J.P. VIから試験

法はその目的を掲げて明確に分類収載される
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ことになった.塩酸モルヒネにおいても，確

認試験における Mecke法あるいは純度試験

における遊離酸，アンモニウム塩，メコン酸，

その他のアルカロイドなど 5種の試験法が

新しく収載された.これは明らかにu.S. P. 

XIII(1946)の記載内容を大き く取り入れた

一つの証左と もいえよう.

また J.P. X， U. S. P. XX， B. P. (1973)の

モルヒネ確認試験法を比較すると， u. S. P 

およびB.P.ではその官頭に赤外吸収スベク

トル測定法あるいは紫外線吸収スベ クトル測

定法が掲げてあるが，J. P 各条には未収載

で，解説欄に参考記述されるに留まっている.

これは多数の合成麻薬が開発されて機器分析

が広く取り入れられている米国と， J. P.の

制定本来の目的である薬品の真贋純雑をなる

べく簡易確実な試験法で実施可能とするよう

にしたわが国との国情の違いによるのであろ

うか.

なおわが国では厚生科学研究費で麻薬試験

法の研究が行われ，また国際連合の麻薬部所

属試験室でアヘンアルカロイドの産地鑑別法

の研究が行われるなどは，この製剤が麻薬と

して特殊な法律的規制の下におかれているこ

とを物語るものといえる.

VIII. 結語 (Closingremark) 

日本薬局方 (].P. 1からJ.P. X)を中心に

アヘンアルカロイド製剤収載品目および塩酸

モルヒネ規格 ・試験法の変遷について検索し

た. 19世紀はじめにその有効成分が発見され

た本剤はすぐ、れた鎮痛 ・鎮静あるいは鎮咳な

どの諸効能によって，多くの合成麻薬の開発

が予想される今後も医薬品として揺ぎない重

要な位置を占め，また機器分析の応用によっ

てその試験法も大きく進歩すると思われる.
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Summary 

1n 180:5， pharmacist F. W. A. Sertuner 

found the crystal of morphine in opium 

which had already been used as medicine 

since about 300 BC. Morphine is the most 

eHective component of opium. 

1 have studied about the transition of 

opium alkaloid and of th巴 test-methodsof 

morphine hydrochloride between 1886 0. P. 

1) and 1981 0. P. X). Between J. P. 1 and 

J. P. X， 57 types of opium alkaloid related 

medicines have appeared and 27 types of 

them appear in J. P. X at present. Many 

test-methods for identifying in morphine hy-

drochloride and examining its purity wer巴

applied during the previous ten decades. 

After the W or1d War II， J. P. has got-

ten great influence by U. S. P. XIII (1947) 

and therefore， the test-methods of the mor-

phine hydrochloride have made r巴markable

progr巴ssin J. P. VI and J. P. VII. The test-

methods of the morphine hydrochloride in 

J. P. X are almost the same as those in J. 

P. VII. Infrared-spectrophotometry and ultra-

spectrophotometry were used as identifica-

tion-test in U. S. P. XX (1981) and B. P. 

(1973)， but not yet used regularly in J. P. 

X. 

1n future， the test-methods in J. P. will 

show the greater progress according to the 

advance in science and the improvement 

of chemical instrument. 
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日本薬局方に見られた強心配糖体製剤・

ジギタリスの変遷

山田光男*1

The transition of digitalis preparations as 

cardiac glycoside in Japanese pharmacopoeia 

between 1886 (J.P.I) and 1981 (J.P.X) 

1. はじめに (Preface)

さきに筆者は明治中期以降のわが国医薬品

の変選の一面を日本薬局方(以下J.P.と略)

を通して見る目的で， J. P. 1 (明治19年.1886)

からJ.P. X (昭和56年 ・1981)までのおよそ

100年間， J. P.に継続収載されている 128品

目の医薬品のなかから，合成医薬品としてサ

リチル酸，また植物抽出医薬品としてアヘン

アルカロイド製剤 ・塩酸モルヒネをとりあげ，

それぞれの品目，規格，試験法などの変選に

ついて検索し，報告した1-4)

今回は上述の 128品目の医薬品のなかから，

J. P.公布直前の明治初期に輸入洋薬と して

日本の和漢薬市場に紹介され，現在も医療領

域で、重要な役割を果たしている強心配糖体製

剤・ジギタリス をとりあげて， J. P. 1 (賀支

答里斯)からJ.P. X (ジギタ リス)までの変

遷について検索したので報告する.

II. 強心配糖体 (Cardiacglycosides) 

強心配糖体とは， 直接心筋に作用して心

機能を促進するとともに共通のステロイド

(cyclopentanophenthrene)型の化学構造をも

っ一連の配糖体の 総称で，コマノハグサ科

(Scrophulariaceae) ，キョウチク トウ科(Apo-

cynaceae) ，ユリ科 (Liliacea巴)などの植物に

*1 日本薬史学会

( 46 ) 

Mitsuo YAMADA *1 

広く分布し，医薬品として重要な物質で強心

剤および利尿剤として使用されるものが多い.

その共通する一般構造としては，アグリコ

ンまたはゲニンの非糖部分と，糖部分からな

っている.

O 

fl)f-O 

カノレデノ リッド型

非糖部分は，カルデノリッド型 (Cardeno-

lide)とブフェジエノリド型 (Bufadienolide)

に大別され，いずれもステロイド核の17位の

側鎖部に戸配向の不飽和五員環ラクトンをも

っている.また通常のステロイドとは異なり，

B/C環はトランス， C/D環は Pーシスの立体

配置をもち，これが活性発現の必須条件とさ

れる.糖部分はラムノース，グルコースなど

の通常の糖のほかにジギトキソ ース，シマロ

ースなどのデオキシ糖がある 5)

この有効成分，薬理作用などについては，

世界中の化学，薬学，薬理学，臨床医学など

の各領域で数多くの研究がたゆみなく行われ

ている.この強心性は主として非糖部分にあ

って，その構造と薬理作用の聞には次のよう



な関係が知られている白.

1. ラクトン環を開環するか，二重結合を

還元すると薬理作用は消失する.

2. 14位の水酸基を強酸を用いて脱水する

と薬理作用を失う.

3. ステロイド部の置換基の相違により薬

理作用において，作用時間，排世速度，

体内分布などの差異を生ずる. ただし，

すべて 3位の水酸基に結合する糖部分と

密接な関係をもっと考えられる.

強心配糖体は，その化学構造が複雑で-また

精製が困難なために研究が遅れたが， 1930年

代に入ってステロイド化学の進歩に並行して

その研究は急速な発展をとけγこ7l

III. ジギタリス製剤.J(Digitalis prepa-

rations) 

米国の NationalPrescription Audit(1973) 

によると，同年に全米で発行された処方築15

億3200万枚の25.2%は高等植物成分 1種類以

上を含むものであり，抗生物質など微生物代

謝産物を成分とするもの13.3%，動物起源成

分2.7% とされ8にこの数字は 1959年の統計

とほぼ同傾向の数字だったので信頼できるも

のであろうという .この高等植物成分の処方

筆中で純粋な化合物と して用いられた医薬品

の%として掲げられているなかで，ジコ司キシ

ン0.73%，ジギトキシン0.33%，粗エキスと

して用いられたジギタリスO.16%とされてお

り，米国で、の医薬品としてのジギタリス製剤

の占める重要性をこの数字が物語っている.

ジギタリスの医薬品と しての来歴について

触れると， 16世紀の著名な植物学者 Leohard

Fuchs (1501 ~66) は ， ヨ ー ロッパ野生のキツ

ネノテブクロ (foxglove) をその植物図鑑に

初めて収載 しジギタリス (digitalis) と命名

したがその臨床効果が明らかでなくへ 1650

年(慶安 3)には London薬局方に収載され

たが10にその後閑却 された. 1775年(安永

4)，イギリス Berminghamの医師 William

Withering (1741~99) は ， ジギタ リ ス葉が強

い利尿作用をもつこ とを発見し， ついで強心

作用がある ことおよびジギタリスの花の満開
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期に採集した葉が最も強し、薬効のあることを

知り ，その用量，服用間隔，服用期間などに

ついて研究し，その臨床応用が広まった.

わが国は安政5年(1858)， 日米通商条約を

はじめとして各国と順次条約を締結し，これ

を契機として欧米からの洋薬輸入が急増し

た.これらの真偽純雑の試験のためにわが国

で初めての薬品試験専門書 『贋薬竪法』 が石

黒忠忠によって明治 2年 (1869)に著わされ

た11) このなかには16種の洋薬試験法が記述

され，さきに筆者が報告12)したアヘンアルカ

ロイド製剤モルヒネは，その塩酸塩，硫酸塩，

酢酸塩の 3品目も収められていたが，ジギタ

リス製剤は記載されなかった.また明治 7年

(1874)，政府はj医薬 ・毒薬取締りを東京，大

阪，京都に通達したが，このなかにもジギタ

リス製剤は掲げられていなかった.

明治 8年 (1875)，政府は服薬取締りの目

的で司薬場試験心得として 「日本薬局方試験

法」を制定したが，翌年(明治 9・1876) ジ

ギタリスが追加記載された山.明治 10年

(1877)，当時の横浜司薬場監督であった A.

J. C. Geertsが「日本薬局方蘭文草案」を起

草したが，このなかにジギタリス製剤と して，

Acetum Digitalis (ジ ギタ リス酢)， Folia 

Digitalis(ジギタリス葉)，Extractum Dig-

italis (ジギタリスエキス)， Tinctura Dig-

italis (ジギタリスチンキ)

の4品目が記載されたω. なお強心配糖体と

してはカイソウ(海葱)製剤4品目も掲げら

れた.これらのこ とから見て， ジギタリス製

剤がわが国でも明治10年 (1877)前後にはし

だいに使用されるようになったと思われる.

IV. J.P.Xに収載のジギタリス製剤(Dig・

italis preparations in J. P. X) 

J. P. X (昭和56年 ・1981)15)に収載されてい

るジギタ リス製剤は次のとおり である.

1) ジギタリス (Digitalis)

2) ジギタ リス末 (DigitalisPowdered) 

3) ジギ トキシン (Digitoxin)

4) ジギ トキシン錠 (DigitoxinTablets) 

5) ジゴキシン (Digoxin)



6) ジゴキシン錠 (DigoxinTablets) 

7) ジゴキシン注 (DigoxinInjection) 

8) ラナトシドC(Lanatoside C) 

9) ラナトシドC錠 (LanatosideC T ab-

lets) 

強心配糖体としてはキョウチクトウ科のG

ストロファンチン (G-Strophantin)およびそ

の注射液 (G-StrophantinInjection)も収載

されている.ジギタリス製剤各品目の変遷の

概要をつぎに略記する.

1) ジギタ リス (Digitalis)

ジギタ リス (Digitalispurpurea LINNE) 

葉を乾燥し葉柄と主脈を除いて細切したもの

で， J. P. 1からJ.P. X まで継続収載されて

いる唯一のジギタリス製剤であり，その名称

の変遷は以下のとおりである.

J. P. p6> 賀支答利斯 (Digitalis)

J. P. IIl7)賀支答里斯葉 (FoliaDigitalis) 

J. P. III18> III. (Folia 
J. P. IV山 !ヂギタ IV. Digita¥is) 

j リス葉 V (Folium 
J. P. V20

> 
1 ・ Digita¥is)

J. P. VFl) i 

J. P. VII22) I 
J. P. VIII23) ¥ジギタリス (Digitalis)

J. P. IX24> 

J. P. X 

ジギタ リス末 (DigitalisPowdered)は J.

P. VIから収載された.

2) ジギ トキシン (Digitoxin)，錠(Tablets)

ジギタ リス (DigitalispUJアureaLINNEお

よび Digitalislanata EHRHART)葉中に含有

される強心作用をもっ主成分でJ.P. VII (昭

和36年 ・1961)から収載された.その注射液

はJ.P. VIIに収載されたが J.P. VIII (昭和

46年 .1971)から削除された.

欧米薬局方では u.S. P. XIII (1947・昭和

22) 25>および B.P. IX (1958・昭和33)26>から

初めて Digitoxinおよびその錠， 注が収載さ

れた.

3) ジゴキシン (Digoxin)，錠 (Digoxin

Tablets) ，注 (DigoxinInjection) 

Digitalis lanata EHRHART葉から得られ

る強心配糖体で， J. P. VII (昭和36年 ・1961)

( 48 ) 

から収載された. u. S. P. XIII (1947・昭和

22)， B. P. IX (1958・昭和33) でも同じく 3

品目が収載され，現在に至っている.

4) ラナトシ ドC (Lanatoside C)， 錠

(Lanatoside C Tablets) 

Digitalis lanata EHRHART葉から得られ

る強心配糖体で， J. P. VIII (昭和46年 ・1971)

から収載され，錠剤はJ.P. IX (昭和51年 ・

1976)から収載され現在に至っている. 本品

と錠，注はu.S. P. XIII (1947・昭22)から

収載されたが， u. S. P. XVI (1960・昭35)27) 

から 3品目とも削除された.B. P.には本品

は収載されていない.

以上のJ.P.におけるジギタリス製剤の変

遷について次項で記述の上，表示する.

V. J.P.収載の強心配糖体ジギタリス製

剤の変遷 (Transitionof digitalis 

preparations and other cardiac gly-

cosides between J.P.I and J.P.X) 

J. P. 1からJ.P.X までに収載されたジギ

タリ ス製剤およ び強心配糖体のカイソウ(海

葱 ・ユリ科)製剤，ストロファンチン(キョ

ウチク トウ科)製剤の変遷を第 1表に示す.

VI. 各国薬局方収載のジギタリス製剤

(Digitalis preparations including 

in U.S.P.， B.P. etc.) 

J. P. X (昭和56年 .1981)およびu.S. P. 

XX (1980・昭和 55)28に B. P. XI (1973・昭

48) 29に G.P. VII (1968・昭和43)30九国際薬

局方1.P. III (1981・昭和56)31にヨーロッパ

薬局方 E.P. II (1983・昭和58)32>に収載され

ている ジギタ リス製剤の品目比較を検索した

ので，これを第 2表に示す.

なお第 1表で見るように J.P.においては

J. P. VIIからジギタリス製剤の収裁が急増し

たが，第二次大戦後の J.P.大改正に当たっ

てはu.S. P. xm (1947・昭和22)を参考に

した面が多かった仰ので，第2表に加えた.

また強心配糖体として G-ストロファ ンチン

製剤も参考までに掲げた.
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J. P.収載の強心配糖体ジギタリス製剤の変遷

名 J.P.版

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

a
o
c
o
c
o
 

国叫> 6 

国 6

5 

第 1表

No. 製

1 ジギタリス葉

2 ジギタリス丁幾

3 ジギタ リス末

4 ジギトキシ ン

5 ジギ トキシン錠

6 ジギトキシン注射液

7 ジゴキシン

8 ジゴキシン錠

9 ジゴキシン注射液

10 ラナトシドC

11 ラナトシドC錠

12 G-ストロファンチン

13 Gーストロファンチン注射液

14 海葱(カイソウ 1 2 3 

15 海葱 丁 幾 2 3 

16 海葱酢 1 3 

17 海葱酢蜜 3 

18 Kストロ ファンチン註射液率引 国

19 ストロファンツス 2 3 4  5 

20 ストロファンツスチンキ 2 3 4 5 

*日数字は J.P.の改正版名を示し， [ Jは第 2部収載を示す.

州 国 は第二改正国民医薬品集を示す.

*3> Kストロファンチンr1:1土， 第一版国民医薬品集に収載された.

4 

斉IJ

各国薬局方収載のジギタリス製剤

U.S.P. 

第 2表

E.P. 

II 

O 

O 

O 

I. P. 

III 

O 

O 

O 

G.P. 

VII 

O 

O 

O 

O 

B.P 

XI 

0

0

0

 

0

0

0

0

 

O 
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J. P. 

O 
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0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0
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名

l ジギタリス

2 ジギタリス末

3 ジギタ リス錠

4 ジギタ リス注射液

5 ジギタリスカプセノレ

6 ジギタリスチンキ

7 ジギトキシン

8 ジギトキシン錠

9 ジギトキシン注射液

10 ジゴキシン

11 ジゴキシンエ リキシール

12 ジゴキシン錠

13 ジゴキシン注射液

14 ラナトシドC

15 ラナトシドC錠

16 ラナトシドC注射液

17 G-スト ロファンチン

18 Gーストロファンチγ注射液

弗l製No 



VII. ジギタリス製剤の規格 ・試験法の変

遷 (Transitionsof the standard 

and the test-methods of digi-

tali自 preparations)

ジギタリス製剤は天然、植物から入手した医

薬品であって，その構造，作用などについて

は合成医薬品と異なり，まだ不明の点も少な

くない.またその薬効の判定についても，さ

きに報告したサリチル酸，塩酸モルヒネなど

と異なり，生物を用いる力価判定法が古くか

ら定量法として行われてきた.つぎに含量規

格，確認あるいは純度試験法，効力試験(定

量法)などの変遷について述べる.

1) 含量規定 (Regulationof content) 

J. P. X 各条のジギタ リスの項で 「本品は

定量するとき， 1 g について 8 ~15 ジギタリ

ス単位を含む」と定めてある.これは本品が

主と してジギタリス末の製造原料として使用

されるので規定された単位で， J. P. VIから

掲げられた.

定量(効力試験)法の変遺については別項

で述べるが， J. P. VI (大正 9年 ・1920)に初

めてジギタリス単位が掲げられ， J. P. VIIか

ら試験動物が変わった.

2) 性状 (Nature)

J. P. 1 (明治19年 ・1886)，J. P. 11 (明治23

年・ 1890)での性状は簡潔に記述されており，

J. P. III (明治39年 ・1906)からやや詳細にな

っTこ.

J. P. 1から J.P. IV (大正 9年 ・1920)まで

は，本品の採集に当たっては花時の初期にす

ることを規定していたが， J. P. V (昭和7年 ・

1932)からはこの採集時期の記載がなくなっ

た.当時のドイツ薬局方においては，野生の

ジギタリスから花時に収採したものでなけれ

ば十分の効果がないという理由で，それ以外

のものの医薬への応応、用を許さなかつたが3拘4的》

J. P.にはそこまでの規定はなかったので栽

培ジギタリス葉の応用も可能であった.

J. P. III (明治39年 ・1906)で「穆酸塩結晶

ハ葉体ノ組織中ニ快如ス」との記述が初めて

掲げられ， J. P. IV (大正 9年 ・1920)からは
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「組織中に穆酸カルシウムの結晶は認めない」

と変わり現在に至っている.本品の名称は

J. P. 11 (明治23年 ・1890)からJ.P. V (昭和

7年 ・1932)までは「賀支答里斯葉，チ‘ギタ

リス葉，ジギタ リス葉」と記載され，その葉

の鑑別法の記述はだんだんと詳細になって

J. P. X (昭和56年 ・1981)に至っている.

3) 確認試験法 (Identification)

J. P. X に収載のジギタリス製剤確認試験

法は Keller-Kiliani反応を応用したもので，

ジギタリス配糖体の digitoxoseの存在を利

用した著明な試験法で， J. P. IV (大正 9年・

1920)に初めて収載された.本法の概要は，

強心配糖体を70%メタノールで、抽出し他の配

糖体を除いた後，塩化第二鉄の氷酢酸溶液を

加え，これに硫酸をおだやかに加えて二層に

すると，接界面に特異の呈色反応を示す. 本

試験法は収載されてから順次改良され， B.P. 

を参考とするなどの経過を経てJ.P. X にい

たっている.またこの反応は，ジギトキシン

錠，ジゴキシン，ラナトシドの確認試験，あ

るいはジギトキシンの純度試験， ジゴキシン

錠，注射液の定量などにも利用できる 35)

J. P. 1 (明治19年・ 1886)，J. P. II (明治23

年 .1890)には確認試験法の記載はない. J. 

P. III (明治39年 ・1906)で初めて 「タンニン

酸溶液ヲ滴下スルニ彩シク沈重ヲ生シ其沈堂

ハ過剰ノタンニン酸ニ徐々ニ溶解セサル可カ

ラス」と確認試験法が掲げられたが， J. P. 

IV (大正 9年・ 1920)では削除され，現行の

Keller-Kiliani反応がこれに代わった.

4) 純度試験法 (Purity-test)

J. P. 1 (明治19年・ 1886)から J.P. V (昭

和7年 ・1932)までは純度試験に関する記載

はなく， J. P. VI (昭和26年 ・1951)で初めて

設けられ「本品は褐色葉，ワラ，砂または他

の異物を 2%以上混有Lてはならない」と規

定された.

J. P. VIII (昭和46年 ・1971)から「ワラ，

砂」が削除されて「葉柄，主脈」に変わり，

J. P.XにいTこっている.

5) 定量(効力試験)法 (Assay)

含量規定の項 (VIIの 1)で述べたように



ジギタリス製剤の効力試験に当たっては，本

品の効力が毒力と並行するという前提のもと

に， トノサマガエルを使用する Focl王e法が，

生物学的力価判定法として J.P. IV (大正 9

年 .1920)に初めて収載された.そのときの

単位は 14単位乃至6単位ヲ有セサルヘカ ラ

ス」とされた. Focl王e法はカエルを用いてジ

ギタ リス投与によりその心収縮が停止するの

を応用したもので，そのほか犬，猫，家兎，

モルモットなどを用いる方法もあった拙.

1923年(大正12)，ジギタリス製剤の検定

に関して猫法と数種のカエル法について，そ

の試験精確度の比較研究することが英国 Ed-

ingburghで開催された InternationalCon-

ference on Biological Assayで決議された37人

わが国で J.P. IV (大正 9年 ・1920)に収載

された Focke法はこれらの 国際会議の動向

を参考として改良され， J. P. VI (昭和26年・

1947)からは従来の10分法から 4時間法に変

わり，体重 15~30g の雄トノサマガエルを

用いることになり，単位規定も 18~15単位

を有しなければいけない」と変わった.

J. P. VII (昭和36年・ 1961)からは健康な

ハトを用いて効力を検定すること となり，従

来の「効力試験」の名称も「定量法」に変わ

っTこ.

U.S.P.では X版 (1916年・大正 5)38)，XI 

版 (1926年・大正15)39)，XII版 (1936年・ 昭

和11)40)までは Frog法を用い， XIII版 (1947

年 ・昭和22)では猫静脈内注射法に変わり ，

XIV版 (1950年・昭和25)からハト法に切

り替わって現行 xx版 (1980年・昭和55)に

いたっている.B.P.では1932年(昭和7)

版4句通ら Frog法を採用 したが， 1958年(昭

和33)版42)から guinea-pigを用いるように

なった.

6) 標準品 (Referencestandard) 

以上のようにジギタリス製剤の効力判定に

は生物学的力価判定法が用いられているので，

このためには一定の純度または一定の生物学

的作用をもつように調製されたジギタリスの

標準品が必要となる.

1922年(大正11)，国際連盟衛生部 (League
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第3表 ジギタリス標準品

標 準品制定年 6荷 考

1 ジギタリ 昭和26年) 定量用， 1単位5li.5 
(1961) mg 

2 ジギトキシン 昭(和361年) 定量用，本品および
196 錠，注

3 ジゴキシン 昭(和36l年) 確認試験，定量用，
196 本品および錠，f:l: 

4 ギトキシン 昭(和36年) 純度試験用，ジゴキ
1961 シンおよび錠，注

of Nations Health Organization)が生物学的

製剤設定委員会を設けて，国際標準品 (Inter-

national Biological Standard)の制定を行い，

1926年(大正15)にはジギタリスも加えられ

た43人 第二次大戦後は各国薬局方にそれぞれ

の標準品が収載されるよ うにな り，わが国で

も昭和26年 (1951)，ジギタリスの J.P 標準

品が規定された. 参考までにJ.P. VIIに収

載されたジギタリス製剤の標準品を第 3表に

示す州.

7) 乾燥滅量，灰分， (Water-， ash.test etc.) 

乾燥減量，灰分についてはJ.P. V (昭和7

年 ・1932)，酸不溶性灰分は J.P. VII (昭和

36年 ・1961)から収載された.u. S.P.には

この規定があるが， B.P.にはない.

8) 貯法 (Storage)

J. P. 1 (明治19年 ・1886)からJ.P. IV (大

正 9年 ・1920)までは 1年以上の貯蔵を禁

じ， J. P. V (昭和7年・ 1932)では「密栓し

てパラフィンを塗布すること」という規定ま

で、設けた.現在では「しゃ光した気密容器」

と簡潔に規定されている.

9) 生薬総則 (General rule of crude 

drug) 

J. P. VIIから生薬総則が新たに規定され45に

ジギタ リスとジギタリス末が掲げられたが，

誌面の都合上別の機会に述べる.

VIII. 考察 (Consideration) 

古代，人はその発生以来，種属保持のため

に疾病を治療する方法として，その長い経験

から自然界の動植物または鉱物など天然物質



のなかから役立つものを選択して，薬剤とし

て使用してきた.近世に入り自然、科学の発達

とともにこれらの解明がすすみ， 19世紀には

その有効成分の本体が化学的に明ちかとなっ

て，その化学合成品が天然物質と同じ作用を

もち医薬品と して有用なものが多数登場し

た.筆者が先に報告したサリチル酸などその

好例であり，紀元前後より柳の皮が鋲痛用に

用いられていて， 19世紀初頭にその有効成分

はサリチル酸で、あることがわかってその化学

合成の成功が，医薬品として大量生産・安定

供給の道を聞いた.製薬工業勃興の契機とな

ったのもこの例によるものがほとんどであっ

Tこ.

このなかにあってジギタリス剤は従来の自

然界から発見された生薬の登場とはやや異な

っていた.たとえばその発見も17世紀後期で

あり，植物図鑑あるいは London薬局方に

収載されながら長い間医薬品として用いられ

なかった.先に報告したアヘンアノレカロイド

剤と比較してもその相違がわかる.欧米での

ジギタリスの臨床応用がこのように遅れてい

たので，日本への洋薬と しての登場も当然の

ことであるが遅かった.これはジギタリスの

化学構造が複雑なこと，またその強い薬効

(そして毒作用)から臨床応用が慎重であっ

たことによると思われる.

日本では長い間，漢方医学が行われ和漢薬

に馴染んでいたのでジギタリスの受け入れに

も慎重であったと思われる.明治期の和漢薬

についての著書にジギタリスの収載を欠くも

のがあるが46川これなども欧米渡来のジギ

タリスがまだわが国に馴染んでいなかった一

つの証左とも考えられる.

1900年代に入ってジギタリスについての詳

細が欧米で解明され，国際連盟の委員会で生

物学的効力判定法あるいはその標準品につい

て国際的取り決めができると，わが国もただ

ちにこれに対応したがジギタリスの強い薬効

とその毒性を考える とき，これを J.P.に採

用しているわが国としては当然のことといえ

よう.

第二次大戦後，J. P.の改正に当たって，
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u. S. P. XIII (1947・昭和22)を範としたこ

とはすでに触れたが，ジギタリス剤の例でこ

れを見るときわめて明らかである.第 1表お

よび第2表で見るように J.P. VII (昭和36

年 ・1961)から多数のジギタ リス製剤が収載

され， u. S. P.の影響が大きかったことがわ

かる. 一方，生物学的効力判定法において，

J. P.は初めトノサマカ'エル法 を採用してい

たが， u. S. P. XIV (1950・昭和25)がハト法

に切り替えるとわが国でもこれにならって

J. P. VII (昭和36年 ・1961)から定量法には

ハト法を採用した. これなどは J.P.改正に

当たってu.S. P.の内容を参考にすること

が非常に大きかったことを証するものといえ

よう .

いまやわが国の疾病構造は欧米に近似し，

循環器系疾患，心疾患が増加しジギタリス製

剤の薬剤としての重要性の増大が予想される.

また薬学，化学，薬理学，臨床医学などの急

速な進歩，発展から，ジギタリス製剤の各方

面からの解明も急速にすすむものと思われる.
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Summary 

Digitalis preparations are very important 

medicines， having diuretic and cardiac ac-

tions. In 1775， Dr. William Withering 

(1741-1799) found the strong actions of 

them. Since then， digitalis has become to 

be used gradually in the medical field. In 

Japan， digitalis preparations were introduced 

from Europe as the “Yoyaku (in Japanese)" 

at the first stage of Meiji era and have been 

used by degrees. 

At pres巴nttime， J. P. X (1981) has reg-

istered the following 9 kinds of digitalis pre-

parat!Ons， 

Digitalis， Digitalis Powdered， Digitoxin， 

Digitoxin Tablets， Digoxin， Digoxin Tab-

lets， Digoxin Injection， Lanatoside C， 

Lanatoside C Tablets. 

1 have studied the transitions of biolog-

ical assay test， purity test and identification 

test of digitalis between 1886 0. P. 1) and 

1981 0. P. X). 
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A history of pharmaceutical education in Okayama (111) 

Okayama Pharmaceutical Night School Assembly and Private 

Pharmaceutical Girl's School of Okayama prefecture 

1. 薬律改正問題

明治22年(1889)3月15日法律第10号で「薬

品営業娃薬品取扱規則J(一般には「薬律」と

呼ばれた)が公布され，翌23年 3月1日から

施行された. この法律で最初から問題となっ

たのは，附則第43条「医師は自ら診療する患

者の処方に限り自宅に於て薬剤を調合し版貰

授与することを得」の医師に対する例外規定

であった. これでは医薬分業は形霞化すると

して，この条文に「当分」を冠し 「但し内務

大臣に於て適当と認むる地に就き来る明治27

年 1月1日より逐次医師の調剤を禁止す」と

改正するように円薬剤師側としては総力を

結集して議会運動を続けてきた.しかし相継

ぐ議会運動も奏効せず，薬剤師の意気消沈は

大きかった.

薬律改正問題はまったく意外のところから

起こった.明治31年 (1898)池口慶三は東京

府薬品巡視員を嘱託せられ，本町の薬種商を

巡視中に某庖で多量の枇素を含有した塩酸を

発見して告発したが， r塩酸は劇薬であって

薬律により薬種商は封織したものをそのまま

売り渡したもので薬種商に罪は無い」と して

無罪の判決が言い渡されたお.その後は同様

の事件が発生して告発しても検事は起訴しな
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い状況となった.すなわち薬種商はどんな不

良薬品を貯蔵 ・陳列・販売・授与しても法律

上の制裁を受けないという不備が判明した.

これは由々しい大問題であるというので警視

総監は薬律の改正を内務大臣に建議した.改

正の要点は

1. 法人組織の製薬業 ・薬種商の会社にも

違反行為に制裁規定を設ける.

2. 不正不良薬品の廃棄処分規定を設ける.

3. 工業用毒劇性薬品の取締規則を設ける.

4. 不良薬品を販売授与の目的で貯蔵する

ことにも制裁規定を設ける.

5. 薬剤師または薬剤師を使用する薬種商

以外は取り扱いえない医薬品を指定する(指

定医薬品制度). 

6. 薬種商の不良医薬品販売に対して知識

なき者のためにとかまたは庖員の行為である

とのゆえに庖主が罪を免れることのないよう

にする.

明治34年(1901) 3月4日，この改正案に

対し参事官会議が聞かれ 3月7日大臣決裁

を得たが，第15議会(明治33年12月22日~明

治34年 3月25日)では会期の余裕なく提案す

るに至らず，第16議会(明治34年12月7日~

明治35年 3月10日)に提出されたが握り 潰し

の運命となった.この法案が可決されたのは

*1第2報小山鷹二，薬史学雑誌，19， 11 (1984). 
叫岡山県立短期大学 Okayama Prefectural Junior College. 3-1-1， Ishima.cho， Okayama 700. 
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第23議会(明治39年12月1日~明治40年3月

27日)においてであり，明治40年 (1907)4 

月9日法律第35号として公布され 4月13日

内務省令第7号で指定薬品71品目が制定され，

明治41年 (1908) 1月1日より施行された.

医師の調剤に対する例外規定を訂正するこ

とはできなかったが，薬剤師でなければ取り

扱いえない指定薬品制度のため，明治34年

(1901)以後各地に薬剤師養成のための教育機

闘が開設される傾向となった.

2. 岡山薬学夜学会

岡山県では明治27年(1894)9月第三高等学

校医学部に薬学科が廃止されて以来薬学教育

機関皆無の状態、が続いたが，明治34年(1901)

冬頃から薬業者の子弟のために夜間の薬学教

育機関の開設が望まれたが，容易に実現の運

びとならなかった.しかし薬律改正問題がお

こり薬剤師でなければ取り扱いえない指定医

薬品が制度化されるというので，薬種商の間

でも夜間の薬学教育希望者が多くなった.

そこで明治35年 (1902) 3月ごろから，佐

藤直 ・藤原吉二 ・小川列三郎 ・赤木勘三郎 ・

瀬野隆 ・友野乙吉 ・一井理太郎 ・岩田竹三 ・

三宅英一郎 ・原牧三郎等が発起人となって岡

山薬学夜学会の設立を企画した3) この会は

薬剤師志望者に必要な学科を教授することを

目的とし修業期聞を 2カ年とした.また薬業

者自身の研鏡のために夜学会の中に別に薬制

研究会を設けた.

岡山薬学夜学会の職員と しては3)

会頭佐藤直

主計赤木勘三郎

庶務胤草初市

講師 藤原吉二・小川列三郎・胤草初市(以

上岡山県病院調剤部)・友野乙吉 ・原

牧三郎 (以上岡山県庁職員)(交代し

て授業する)

準備完了して明治35年 (1902)5月5日岡

山市内山下の養忠学校で、始業式を行った. 当

日までに入会した者は夜学会24名薬制研究会

11名計35名であったが，入会者は漸増して始

業式後40日では夜学会38名薬制研究会13名計
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51名となった.また夜学会会員は新たに薬業

をもって身を立てようとする者が多く，従来

の薬業家の子弟は予想、に反して比較的少数で

あった.短期間にこのように多数の希望者の

あることは薬剤師に対する社会的要望の高い

ことを示すものとして， 設立関係者は会の拡

張を計画していた町.

その後の岡山薬学夜学会の記録はまったく

見られない.おそらく第一回生の卒業をも見

ないで間もなく解散したものであろう.解散

の原因は明らかではないが次の二点は考えら

れることである.第ーは養忠学校の移転であ

る(岡山普通学校を明治32年 (1899)に岡

山市内山下外下馬(桜馬場)に新築移転して

私立養忠学校と改称したが，明治36年(1903)

9月岡山県御津郡金川に移し翌年1月より金

川中学校とした削.この移転により岡山薬学

夜学会は校舎の問題があったのかもしれない.

第二は会頭佐藤直の問題である.佐藤は岡山

医学専門学校教授で岡山県病院調剤部長を兼

務し岡山薬剤師会頭をつとめ岡山薬界の重鎮

であった.明治37年 (1904)岡山県私立衛生

会で調剤専修科を開設するのに反対し，つい

に明治38年(1905)8月いっさいの公職を辞し

て郷里愛知県に帰った.会頭の離岡が夜学会

に影響するのは当然であろう.なお庶務員で、

あり講師であった胤草初市は明治35年(1902)

12月21日肺疾患のため逝去した日.このこと

も夜学会には大きな影響を与えたことであろ

う.

始業当時はかなり活発な活動を見せた岡山

薬学夜学会は，その後の発展を見ることもな

くやがて消滅した.その時期を明らかにする

記録はない.

3. 岡山県私立女子薬学校

明治37年 (1904) 2月4日の御前会議で対

露交渉打ち切りを決定し 6日ロシア政府に

交渉断絶を通告し，10日対露宣戦布告し未曽

有の困難に突入した.

岡山県病院でも，薬剤師で応召する者が相

続き業務の遂行がしだいに困難となってきた.

病院長菅之芳は岡山県私立衛生会(会長は菅



院長)内の産婆看護婦養成所に調剤専修科を

設置し就学期聞を 1カ年とする調剤婦を養成

して急場に対処することと した臼.これに対

して非薬剤師である調剤婦が病院調剤部で業

務を行えば薬剤師助手である としても不法行

為であり衛生上も重大な問題でありひいては

薬剤師軽視につながるとして猛烈に反対した

のは佐藤直であった.菅は佐藤の意見を無視

して調剤専修科を発足させ，佐藤の下で岡山

県病院調剤司であった小川列三郎に講師を担

当させた.明治38年 (1905) 8月7日調剤専

修科第 1期生9名が卒業し，そのうち村田竹

代 ・安藤ユキ ・雪吉定 ・戸田かのへの 4名を

岡山県病院調剤部に採用した白.そこで病院

長菅之芳と調剤部長佐藤直との関係は険悪化

し， 遂に佐藤は病気と称して 8月15日付で教

授を辞し 8月17日調剤部長の任を解かれ愛

知県に帰郷した7J

佐藤離岡後 9月5日に日露講和条約は調

印せられ，応召中の薬剤師もしだいに復員す

ることとなった.姫路予備陸軍病院勤務陸軍

三等薬剤官藤波愛次郎が除隊して，明治39年

(1906) 5月岡山県病院調剤司を命ぜられ調剤

専修科は小川列三郎 ・藤波愛次郎の 2人で主

として担当したむ.

明治39年 (1906)6月30日岡山県私立衛生

会では評議員会を聞き従来の養成所制度を廃

し岡山県私立産婆看護婦学校および岡山県私

立女子薬学校を設立することを満場一致で決

議し 7月2日設立願書を岡山県に進達し，

8月9日付で認可せられた白.この日が岡山

県私立女子薬学校の生誕の日であり ，校舎と

しては岡山県病院内にある衛生会の建物の一

部(岡山市内山下24番地)を使用し，修学年

限を 2カ年とし，すでに 3月5日に調剤専修

生として入学していた12名はそのまま第 1学

年生として引き継ぎ6)薬剤師として必要な課

目を授業することとなった.

日露戦後に応召して大連 ・奉天 ・放順等各

地兵姑病院に勤務し続いて守備隊付となりさ

らに第一関東病院瓦房庖分院に勤務していた

陸軍三等薬剤官藤原吉二(第三高等中学校医

学部薬学科第 l回卒業生)は明治39年(1906)
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7月下旬大連出発帰還除隊後 9月佐藤辞職

後永らく空席となっていた岡山県病院調剤部

長に発令せられへ女子薬学校の講師を兼務

することとなった.

明治40年 (1907)6月岡山県私立衛生会発

行の 「岡山県私立女子薬学校規則J10
) によれ

ば， r女子に薬学を教授し薬剤師を養成する

の目的を以て岡山県私立女子薬学校を岡山県

私立産婆看護婦学校に併置す」とあり，この

学校が薬剤師養成を目的と して産婆看護婦学

校に併置されたものであり ，修業年限は 2カ

年で5J1jに補習科 1年を設けている.

授業課目は外国語 ・植物学 ・鉱物学 ・物理

学 ・化学 ・分析学 ・生薬学 ・調剤学・薬化学 ・

薬品鑑定 ・衛生化学 ・医化学の12課目で，授

業時聞は第 1学年は週28時間，第2学年は週

35時間であった10)

担当職員としては山

校長 岡山医学専門学校長，岡山県病院長

医学博士 菅之芳

学監岡山県病院内科医員

医学得業土 三瀬茂彦

嘱託講師

岡山県病院調剤部長，陸軍三等薬剤官

薬学得業土 藤原吉二

(兼) 広瀬耕一

岡山県病院調剤司

薬学得業土 堀林太郎

同，陸軍三等薬剤官

薬剤師 藤被愛次郎

同， 薬剤師 平尾孟

嘱託助講師

岡山県病院調剤司補 服部瀬平

校長 ・学監は産婆看護婦学校に併置のため

両校同一人である.また講師の中に小川列三

郎の名が見えない.小川は佐藤直の意に反し

て調剤専修科を担当したため岡山在住の薬

剤師から非難されていたが，遂に明治39年

(1906)12月20日岡山県病院調剤司を辞任して

林源十郎商庖岡山支庖員となり 11九後任に岡

山監獄薬剤師堀林太郎 (第三高等中学校医学

部薬学科第2回卒業生)が調剤司に任命せら

れ女子薬学校講師を嘱託せられたためであ



る12) なお藤波愛次郎は明治44年 (1901)岡

山県病院調剤司を辞任し病院の近くで開局し

Tこ13)

岡山県私立女子薬学校では明治40年(1907)

2月から 3月にかけて 4月新学期より 始業

すべき第 2期生15名を限り生徒募集した凶.

同年12月初旬第 1年級第2年級生徒は藤原

講師引率のもとに吉備中山に植物採集および

野外活動に出かけた15)

明治41年 (1908) 3月第 1期生が初めて卒

業した.卒業生中西島ミサオ外5名はただち

に岡山県病院調剤可補に採用せられた16) 西

島は同年4月実施の学説試験10月の実地試験

1 に合格し，岡山県私立女子薬学校出身者とし

て最初の薬剤師となった17) その後西島は島

根県美濃部高津町の薬種商安野金作の庖員に

招特せられたが山，発病して郷里大分県字佐

郡竜王村で静養，快癒したので岡山市内の坂

田快太郎外科病院に調剤主任として招聴せら

れた山.坂田快太郎は岡山医学専門学校教授

であったが明治43年 (1910)6月30日退官し

て開業した.また明治42年 (1909)第 2回薬

剤師実地試験で第 1期卒業生宮城小松(岡山

市小橋町出身)が合格して薬剤師となった20)

以上のほかには岡山県私立女子薬学校の記

録が見当たらないので詳細は不明であるが，

おそらく第 2期生をもって廃校となったもの

であろう .廃校の原因およびその年月は審ら

かでない.

4. 佐藤直

明治時代中期において岡山の医学薬学教育

および薬業界の重鎮であった佐藤直について

述べる必要があろう .

佐藤直7) は安政5年 (1858) 2月2日尾張

藩土の家(本籍地は名古屋市中区根津町20番

地)に生まれた.明治 7年 (1874) 3月12日

第一大学区開成学校製作学教場に入学した.

この製作学教場についていま少し詳しく述

べる 21)明治 6年 (1873) 4月10日第一大学

区第一番中学を専門学校とし第一大学区間成

学校と改称した.明治 7年 (1874) 2月23日

文部省布達第6号で，ここに製作学教場が開
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設せられた.この教場は外人教師から直接指

導を受けるのでは外国語学習に長期間を必要

とするので邦語で教育することを本則とし，

物品製造技術を習練し作業現場で技術水準を

向上させうる中級技術指導者を短期に養成す

る目的で‘聞かれたもので，開成学校のドイツ

人雇教師ワグネル G.¥Yagnerの建言に基づ

くものといわれている. この教場は製煉学 ・

工作学の 2科とし，化学 ・物理学 ・数学は製

作学の基礎として予科で学習し，予科を修了

すると本科に進む.最初は予科 2年本科2年

計 4年の修学期間であったが，同年11月教則

改正して予科 1年半本科 2年半の 4年課程と

した.

製作学教場開設が布達せられると，開成学

校内製作学教場の名で 「今般製作学教場を設

け左の教則に因て年齢18歳以上30歳迄の生徒

50名を|浪り 筆士族平民を論ぜず入学するを許

す. 有志の者は来る 3月5日迄に保証人差副

へ当教場へ可申出候也.追て入学手続は申込

の節詳細説示すベし.Jと告示した.

佐藤はこれに応募した.応募者は94名で3

月5日より 7日まで入学試験を行い，製練科

31名， 工作科19名計51名を入学させた.この

とき佐藤は告示にいう 18歳以上には達しない

がおそらく試験成績良好で製煉科に入学を許

可されたのであろう .

明治 7年 (1874) 5月7日第一大学区間成

学校 ・医学校は大学区から独立して東京開成

学校 ・東京医学校と改称した.やがて明治10

年 (1877)4月12日この両校を合併して東京

大学を創設し法 ・理 ・文 ・医の四学部を置き，

東京開成学校は法・理 ・文 ・三学部に改組せ

られた.

開設後の製作学教場は，製煉科 ・工作科と

もに予科は第3級より第 l級に至る 3級で，

各級を半カ年とし毎級の終りに試験を行い，

その成績により登級させるが成績不良者(評

点 100点満点で20点未満の者)は退学させる

ことになっていた.明治7年 3月入学の第 1

期生は順調に進めば予科第 3級 ・第2級 ・第

1級を経て明治 8年 (1875)後半には本科に

進む者があってもよいはずであるが，本科開



設を見ないまま， 明治9年(1876)11月には

閉鎖され，明治10年 (1877)2月22日廃止さ

れた.この間生徒募集もわずか 2回行ったの

みであった21)

廃止の理由と しては，第ーに開成学校本校

の化工本科の生徒の学業進歩が著しく技術者

の速成教育が必ずしも必要でなくなったこ と，

第二に東京開成学校を大学と して整備するた

めには新たに諸種の専門学科を増設する必要

があるがそれには多額の経費を必要とするこ

と，第三に製作学教場ではもっばら実地習練

をするため薬品の消耗がはなはだしく生徒が

本科に進めば消耗はさらにはなはだしくその

経費は莫大となること等が挙げられよう 21)

製作学教場廃止のため佐藤は明治 9年

(1876)11月2日退学したが，明治10年(1877)

1月13日より東京大学医学部製薬学教場雇を

命せ.られた.ここに勤務すること 4カ年有余

で明治14年(1881)4月19日依願退職し 4

月29日より福岡医学校助教兼薬局監となった.

明治15年(1882) 5月30日福岡医学校一等助

教諭， 17年 (1884) 8月28日福岡薬学校二等

教諭兼任 9月3日福岡病院薬局長を兼務し

た.明治20年 (1887)5月17日官制改正で福

岡医学校助教諭兼福岡薬学校教諭の発令があ

ったが7) 同年10月1日勅令第46号で明治21

年度以降府県立医学校の費用を地方税で支弁

することが禁止され福岡医学校は明治21年

(1888) 3月31日をもって廃校となり ，佐藤は

4月1日より福岡病院薬局長専任となった.

しかし佐藤は翌22年 (1889) 9月4日依願

退職し 9月20日第三高等中学校教諭(高等

官八等)に任ぜられ，医学部勤務を命ぜられ

岡山に移住した. 10月14日よりは岡山県病院

事務取扱を嘱託せられ，12月7日薬舗開業免

許を受けた7) これは同年 3月16日法律第10

号をもって薬律が公布され翌年3月l臼から

施行されたが，その第44条に 「此規則施行以

前に於て内務省より薬舗開業免状を受けたる

者は薬剤師たるの効を有す」とあるのに対応

した処置であったのであろう .

明治23年(1890)10月15日勅令第 230号で

文部省直轄学校官制が改正され，これに伴っ
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て佐藤は第三高等中学校教授に任ぜられ医学

部勤務を命ぜられた.

明治27年 (1894)6月25日勅令第75号をも

って高等学校令が公布せられ 9月11日より

第三高等中学校医学部は第三高等学校医学部

となり薬学科は廃止されたが，佐藤はそのま

ま医学部教授と して残り， 12月5日岡山県病

院調剤局長(後の調剤部長)を嘱託せられた.

明治34年 (1901) 3月31日勅令第24号によ

り第三高等学校医学部は独立して岡山医学専

門学校となったが，佐藤はそのま ま同校教授

となり，県病院調剤部長を嘱託せられていた.

しかし岡山県産婆看護婦養成所の調剤専修科

終了生が病院調剤部に配当されると， 病気と

称して一切の公I識を辞するこ とと し，明治38

年(1905)8月15日依願免本官となり 8月17

日病院調剤部長の職を解かれた.

岡山在住の16年間，佐藤は7)

明治 28年 (1895)9月27日 高等官七等

31年 (1898)3月4日 高等官六等

33年 (1900)3月20日 高等官五等

35年 (1902)6月2日 高等官四等

37年 (1904)8月3日 高等官=等

また 24年 (1891)12月21日 正八位

28年 (1895)11月20日 従七位

31年 (1898)4月30日 正七位

33年 (1900)5月30日 従六位

35年 (1902)12月10日 正六位

37年 (1904)10月21日 従五位

また 34年 (1901)6月27日 勲、六等瑞宝章

38年 (1905)6月24日 勲五等瑞宝章

を授けられた.

第三高等学校の薬学科廃止後は，佐藤は岡

山薬剤師会の会頭を歴任し薬業界の進展に尽

力したことも忘れてはならない.

退任後の佐藤は大阪薬学校から招聴があっ

たのを断わり ，郷里名古屋に隠棲していたが，

明治39年 (1906) 9月より私立東京薬学校に

専任教員と して勤務し定量分析 ・薬品鑑定の

講義を毎週20時間担当した22)

私立東京薬学校は大正6年 (1917) 3月27

日専門学校令により認可せられ東京薬学専門

学校となり ，さらに大正 9年 (1920)5月に



は卒業生が無試験で薬剤師資格を与えられる

指定専門学校となり 5月22日上野精養軒で

祝賀会を聞いた.

佐藤は引き続いて私立東京薬学専門学校専

任教員として定量分析学およびその実習・薬

局方 ・薬品鑑定の諸課目を担当してきたが22九

大正13年 (1924) 3月退任した.後任は第一

高等中学校出身の薬学得業土瀬川林次郎であ

った.

佐藤直は昭和 5年 (1930)11月 6日腎萎縮

のため東京で逝去した. 享年74歳 (72年 9カ

月). 11月 9日東京芝区愛宕下の 青松寺で葬

儀が行われ多数の会葬者があった23>

謝辞
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Summary 

After the revision of the Law for the Sale 

and Handling of Medicines (Law No. 10， 

1899)， no person other than a pharmacist 

was permitted to handle the medicines spe-

cially designated. Then at every place in 

Japan was appeared a strong tendency to 

train pharmacists from 1901. 

In Okayama， Okayama Pharmaceutical 

Night School Assembly started in May， 1902， 

and the private Sanitary Association of Oka-

yama prefecture founded a special course 

of dispensing in addition with its school of 

maternity and sick nursing from 1904. This 

course was elevated to the Private Pharma-

ceutical Girl's School of Okayama prefecture 

which was to train the pupils as pharma-

cists. 

Though both pharmaceutical schools were 

closed after several years， the reason and 

the tim巴 ofthe closing of these two schools 

remain unknown. 

Lastly the life history of S. Satoh， who 

contributed to the world of pharmacy at 

Okayama in the Meiji era， is added. 
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1. 私立岡山薬学校の創設

私立関西中学校長大塚香は薬学校設立を企

画し， 明治39年 (1906) 3月岡山市五番町 1

番地に私立岡山薬学校設立認可を得てただち

に生徒募集を始めたり.関西中学校は明治2却O 

年 (18部87η)8月設立の私立岡山薬学校(第一

次)

成を目下の急急、務と考え私立岡山薬学校(第二

次)の創設を考えたのも当然でで、あつTたこ.

設立趣意書3)によれば

1. 不良薬品は全国に横行して世の中に害

毒を流しているが，その真Jf~精粗を鑑別し得

る人は少ない.

2. 現行の薬品営業誼薬品取扱規則は不備

の点が多くその改正は必至であり ，改正され

れば薬剤師でなければ取扱い得ない指定薬品

が定められる.

3. 従って薬業者の子弟は薬学を修めなけ

れば，家業を継ぐことが出来なくなる.

4. 全国の私立薬学校はその数が少なく ，

無数の薬学希望者を収容する余地がない.

このために「余輩の自ら図らず起ちて薬学

校の設立を企画せし所以Jと述べている.

私立岡山薬学校(第二次)では課程を予科

と本科とに分け!)予科には 16歳未満で高等

小学校を卒業していない者を入学させて 1年

Takaji KOYAMA叫

程度の教育後修了者を本科に進ませる.本幸|

には16歳以上で高等小学校を卒業した者，ま

たはこれと同等以上の学力を有する者を入学

させ 2年半程度の教育をして薬剤師試験を受

験させるというもので，薬学校通員IJ4)の乙種

薬学校に該当するものであった.

4月15日より開講の予定で 3月末日を申込

み期限と して予科30名本科70名の生徒募集を

行ったが1) この薬学校は関西中学校の特設

に係るもので講師は当分間中学校教員をもっ

てあてる方針であった.開校当初の教員組織

として報道臼されたものは，次のごとくであ

った.

校長 関西中学校長 大塚呑

学監兼教師 化学 ・植物学 ・鉱物学受持

帝国大学医学部製薬学科通学生制度卒業

稲岡登

教師 地理学 ・歴史学受持

東京帝国大学文科大学史学科卒業

藤野三郎

教師 独逸語受持

東京帝国大学文科大学独逸文学科卒業

脇田慧

教師 物理学 ・数学受持

第一高等学校 ・東京帝国大学理科大学 ・

京都帝国大学理工科大学にて 3年間物理

学専攻 佐藤公平

*1第3報小山鷹二，薬史学雑誌，19， 54 (1984). 
*2 岡山県立短期大学 Okayama Prefectural Junior College. 3-1-1， Ishima.cho， Okayama 700. 
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このうち学監として開校に全責任をもって

尽力した稲岡登は，その後まもなく発病し，

辞職して岡山市難波町の自宅で静養したが，

6月24日逝去した.

稲岡登白は岡山県津山の人で明治14年

(1881) 7月東京大学医学部製薬学科通学生制

度を卒業し，翌年4月千葉県医学校助教授兼

薬局長となり ，17年 (1884) 8月山口県岩国

病院薬局長に転じ， 20年 (1887) 2月薬舗開

業免状を受け，23年 (1890) 4月第三高等中

学校医学部に薬学科が付設される際助教諭を

拝命して岡山に帰り，官制改正で同校助教授

となった.しかし同薬学科廃止のため，明治

27年 (1894) 7月31日をもって非職を命ぜら

れ岡山県衛生試験所技手ならびに売薬検査員

を嘱託せられたへしかしまもなく第三高等

学校助教授で私立関西尋常中学校校長を兼務

していた片平周三郎の要請を受け入れて同尋

常中学校の専任教員となった.同校は高等学

校医科予備門の後身であり ，片平が中心とな

って28年 (1895) 1月発足したものであるが，

稲岡はよく片平を助けて同校の創設期に尽力

した. 32年 (1899) 4月同校は改称して私立

関西中学校となったが，稲岡は引き続いて専

任教員として勤務した.明治39年 (1906) 3 

月私立岡山薬学校創立に際し同校の学監を兼

務しその創設準備に全力を傾倒したが，まも

なく発病し 6月24日逝去した. 享年55歳. 6 

月初日遺醸を郷里津山に葬った6)

稲岡逝去に伴って岡山薬学校では羽生正保

を招いて学監兼教師とした.羽生は明治20年

(1887)12月帝国大学医科大学薬学科別科を卒

業した8) これが同別科最終の 卒業生であっ

た.第一高等学校医学部助教授を経て明治34

年 (1901) 4月長崎県立中学玖島学館(在大

村)教諭となりへ 38年 (1905)8月同学館

館長心得を命ぜられたが，同年12月同学館を

退職し10九翌年岡山薬学校に着任した.しか

し明治40年 (1907)10月新潟県技手となり岡

山から離れた11)

私立岡山薬学校(第二次)設立の明治39年

(1906) 4月は日本薬剤師会岡山支部の発足し

たときでもあった.すなわち 4月3日午後 2
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時から公務出張中の日本薬剤師会理事長下山

順一郎博士を迎えて岡山市東中山下山佐楼で

支部発会式を開催した山.当時県下の薬剤師

は岡山市12名郡部15名計27名であった.この

発会式に岡山薬学校校長であり岡山県会議長

であった大塚香は来賓として出席した.下山

理事長は挨拶中に岡山薬学校の成立を喜び大

塚校長の活躍を期待すると述べた.その後下

山博士は岡山薬学校顧問となり，また欧州よ

り舶載の生薬標本一式を同校に寄贈した山.

またこの年には薬剤師試験規則が改正せら

れ凶， 今後は学説試験と実地試験とを分けて

受験しでもよいこととなった.しかし学説試

験に合格しなければ実地試験は受けられなか

った.

私立岡山薬学校は4月15日開講予定であっ

たが，校舎設備の完成を待って6月から授業

を開始した15) 生徒数は30余名であった.ま

た同校では本科の他に特設科として外国語 ・

理科・歴史等の学科を教授することとした.

9月からは第 2学期となるので申込期日を 8

月末と して， 本科第 1学期および第 2学期生

ならびに科外の英語科の生徒募集を行った16)

2. 初期の私立岡山薬学校

明治40年(1907) 3月専任教員として布留

川新三郎が着任した17) 同年10月羽生正保が

新潟県に転出したので，布留川が後任の学監

となった.これより布留川は学監としてまた

後には校長として私立岡山薬学校の閉校に至

るまで同校の最高指導者であった.

布留川新三郎(1日姓穴沢)は明治5年(1872)

2月下総国高歳に生まれ17)私立東京薬学校

卒業後，明治31年 (1898) 7月千葉医学専門

学校薬学科入学， 34年 (1901)11月22日間科

を卒業して薬学得業士となり，翌35年(1902)

4月千葉県木更津中学校教諭兼舎監となった

が加，日露戦役に参加して陸軍三等薬剤官と

なり 19九復員後岡山に赴任した.

40年 (1907) 9月6日専任教員として穂披

亀三郎が着任した拘.穂波は京都の人で36年

(1903)11月21日千葉医学専門学校薬学科を卒

業して薬学得業士となり 21>愛媛県私立北予



中学校教諭で女子技芸学校の講師を兼務して

いた22) しかし穂波は在岡わずかに 2カ月余

で同年11月15日辞職して松山に帰り ，後には

徳島県技手となった.

羽生 ・穂波両教員の補充として千葉医学専

門学校薬学科卒業の山田重雄 ・大島近義(後

に池田と改姓)の両薬学得業士を招轄するこ

ととし11月着任した山 また第六高等学校に

着任の窪美温薬学士山を嘱託講師とし11月か

ら衛生化学 ・裁判化学の授業を委帰すること

としTこ23)

明治40年 (1907)4月9日法律第35号で 「薬

品営業誼薬品取扱規則中改正」が公布せられ，

薬剤師以外の者に対し指定薬品の取扱いが禁

ぜられ 4月13日内務省令第 7号で指定薬品

71品目が定められ，翌41年 (1908) 1月1日

より施行となった.

これに伴って岡山薬学校では「薬剤師の養

成」は目下の急務としてまず40年 (1907) 3 

月20日締切りで第 3学期以下の生徒を募集出

し，さらに「薬律案は議会を通過せり.薬剤

師養成は目下の急務Ji今や校舎を増築し当

分入学を許す」と薬学生募集広告をした26)

40年 (1907) 7月在校生の臨時期末試験を

実施し 7月18日終了した27) これより 夏期休

暇に入ったが，休暇中 7月20日より 8月9日

まで夏期講習会を行った.学科は理論化学・

製薬化学・物理学 ・植物学の 4科目で，同校

生徒のみならず広く一般希望者にも聴講させ

ることとなっTこ27)

10月より新学期が始まるので 9月15日締切

りで 「本校増築成り 」として第4学期以下の

生徒を募集した28)

明治41年 (1908)4月の新学期の際には「薬

学土 ・得業土を増鳴し，来る 4月新学期を開

始す」として薬学生を募集し29) 4月に入る

と「各学期当分入学を許す」と広告し拘， 10 

月の新学期の際にも 「当分の内各学期に入学

を許す」と生徒募集した3D

41年 (1908) 9月奈良県技手光富楠吉を専

任講師として迎えた41) 光富は佐賀県出身で

38年 (1905)私立熊本薬学校を首席で卒業し，

同年4月以降福岡大学医院薬剤手として勤務

( 62 ) 

していたが32に同年12月奈良県技手に転じ

た33) また40年 (1907)9月18日「陸軍管区

表改正」公布され，13ヶ師団を19ヶ師団に増

加することとなり，岡山に第17師団司令部が

置かれ，国友保民一等薬剤官(明治18年 1月

東京大学医学部製薬学別科卒業)が高級薬剤

官として着任することになったので，岡山薬

学校では講師を委嘱した33)

明治41年 (1908)11月8日午後2時より岡

山薬学校第 1回卒業証書授与式が同校で挙行

され，来賓多数を迎え盛大であった山.卒業

生は12名で，このうち北村貫吉 ・出回説の 2

名は優等賞として学校より天秤 1個を贈られ

た.また12名の卒業生中北村貫吉 ・出困難 ・

三沢静夫 ・太田隆兄の 4名は，この年10月施

行の第 2回薬剤師試験に学説・実地ともに合

格して薬剤師免状を下付せられた.当時の状

況としては学説試験合格者は受験者の約 1割，

実地試験合格者は受験者の約5割であったか

ら，岡山薬学校第 1回卒業生のこの成績は良

好というべきである.卒業生北村貫吉は卒業

と同時に母校の助手に採用された.

3. 私立岡山衛生試験所の併設

日本薬剤師会副会頭福原有信は，岡山支部

に対して衛生試験所の設立を要望した34) 支

部で、は数回にわたる臨時役員会を聞き「市内

の薬剤師を発起人として開設を」決定したが，

最終役員会では経費の面で設立を見送らざる

をえなかった.当時岡山薬学校校長大塚香は，

一面では横行する不良薬品の真贋精粗の鑑定

を目下の急務と痛感し，一面には私立薬学校

経営の補助としようとの意図もあって，薬学

校内に衛生試験所を併設することを考えてい

た.支部で、の設立計画が挫折したので，岡山

市在住の薬剤師からも多大の援助の約束を取

り付けて，岡山薬学校の付設事業と して衛生

試験所を開設した.設立計画は41年 (1908)

末迄には完了したが，愈々事業を開始したの

は翌年 (1909)初頭からであった.

同所の職務章程によれば35) 管理には所

長 ・主幹各 1名を置き，実務担当には書記若

干名を充て， 実務に携わる者として技師 ・技



手若干名を当てた.他に学識経験者を顧問と

し薬業者ならびに試験所功労者を評議員とし，

顧問および評議員には事業上の諮問をしまた

はその意見を聴取することとし，私立岡山薬

学校校長を最高責任者として一切の権限を保

有することとしている.

開所当初の職員と して内定された者は知

所長 陸軍一等薬剤官 国友保民

主幹 岡山薬学校学監 布留川新三郎

技師 第六高等学校教授

薬学士窪美温

私立天城中学校教頭 羽生正保

薬学校専任教師 大島近義

向上 吉野積三

向上 光富楢吉

技手兼書記 北村貫吉

であった.これを見ると外部者としては国

友 ・窪美 ・羽生の 3名が加わってはいるが，

この 3名には薬学校講師を委嘱してあり，布

留川 ・大島 ・吉野 ・光富 ・北村は同校専任者

であり，事業の主体は岡山薬学校専任教員に

より遂行されるべきことが予測せられる.な

お顧問としては岡山県衛生技手原牧三郎 ・木

村亥佐武の両名，評議員としては市内薬業家

数氏に委嘱する予定であるという .

職員のなかに吉野積三の名が見えるが，吉

野は岡山県の人で，明治41年 (1908)11月4

日金沢医学専門学校薬学科を卒業しているの

で36に卒業と同時に岡山薬学校専任教師に迎

えられたものであろう.なおこの年次の専門

学校卒業者からは，学校名を冠した学士称号

が与えられることとなった.また技師に天城

中学校教頭羽生正保の名が見えるが，これに

ついては私立天城中学校について一言触れる

必要がある.

明治39年(1906)3月岡山県児島郡の藤戸 ・

粒江 ・福岡 ・木見・彦崎の 5箇町村組合立天城

高等小学校の組合分離に際し，組合としては

中学校設立の希望があった.関西中学校長大

塚香は粒江村出身であったから郷里に中学校

設立を希求し組合と呼応して，同年4月藤戸
あまぎ

町大字天城の藩学静修館跡の仮校舎に私立関

西中学校天城分校を開設した38) 41年(1908)

( 63 ) 

6月これを独立させて私立天城中学校とし大

塚は校長を兼務した38) しかしこのころ大塚

はすでに糖尿病に躍り，天城中学校管理はか

なり無理であったので，最も信頼していた羽

生を新潟県から呼び戻して教頭とし管理のい

っさいを任せたものであった.42年 (1909)

3月16日大塚は関西中学校長を退職し教頭日

下部鶴太郎が校長事務取扱の認可を受けた

が39に財団理事長および岡山薬学校・天城中

学校の両校長と しては大塚がそのまま留任し

Tこ.

私立岡山衛生試験所では，開業日なお浅い

42年 (1909) 2月末までにはすでに数種の鉱

石および鉱浮より金 ・銀 ・銅 ・鉛の定量，ア

ヨワン油精製物中のチモールの定量等を受託

し職員が分担して 熱心に解明 しているとい

う仙.また 3月の薬学生募集広告には 「衛生

試験所を付設し広く分析の需めに応ず」とし

ている 37)

しかし衛生試験所のその後の記事は見当た

らないので，各地の私立薬学校に付設した試

験所 ・製薬所等と軌をーにして事業はあまり

活発ではなかったようである.

4. その後の私立岡山薬学校

明治41年 (1908) 8月布留川新三郎は薬学

校勤務のかたわら岡山市七番町で薬局を開業

した山.同年10月新学期の際の在学生徒数は

80余名， うち新入生徒は17名で，専任教員は

4名， 第六高等学校の窪美薬学土 ・国友一等

薬剤官を嘱託講師に招聴しさらに他の数名を

講師に嘱託し充実をはかつている 42)

明治42年 (1909) 4月19日第2回卒業証書

授与式を挙行し 7名が卒業した山.その結果

4月30日現在の生徒総数は63名となった39)

校友会活動もこの年はかなり活発で 2月6

日44) 7月10日45) 12月13目的の 3回開催し

て，研究成果の発表 ・所見の開陳等を行った.

また薬学校教員の地域活動も盛んで，吉備郡

教育会主催の郡下小学校の校長 ・訓導に対す

る日常衛生化学講習会に 6月以来数回にわた

り講師として布留川 ・光富両教師が高松村南

陽尋常小学校に出張したし47に 12月5日には



吉備郡南部教育会で光富教師が，12月12日に

は同郡中部教育会で布留川教師が日常化学講

演をした46) 翌年2月20日吉備売薬講習会に

も布留川・山田元文の両教師が講師として参

加した仙.

42年 (1909)10月25日第3回卒業証書授与

式が行われ 6名が卒業した. この後毎年4

月， 10月の 2固定期的に卒業証書授与式が行

われた.

11月15日より 3日間，光富 ・北村両教師は

生徒一同を引率し呉海軍鎮守府・呉海軍病院・

広島薬品試験会社 ・広島衛成病院 ・酒精製造

所等を見学し厳島に遊覧する研修放行を行っ

た46) また専任教師池田近義(旧姓大島)は

兵庫県技手に転出 し， 後任として千葉医学専

門学校薬学士山田元文が12月8日着任した.

12月16日より 学年試験が始まる予定であっ

たが，この日から生徒一同は突然同盟休講に

入った.最初は原因が明らかでなかったが，

数日を経て某専任教員の不倫な非行を理由に

あげ，かかる堕落教員により学業を修むるに

忍びずとし， 父兄もこれに同調するに至っ

た柑 このためか翌年 1月初旬専任教師光富

梱吉は辞職し，大阪市東区京橋三丁目喜多尾

化学研究所に移った拘.

明治43年 (1910)4月新学期の際の各教師 ・

講師および担当科目は次のとおりであった51)

校長 大塚香

学監兼教師 有機化学 ・生薬学 ・植物学 ・

鉱物学 ・製薬化学 ・薬品鑑定 ・生薬

実習

陸軍三等薬剤官 ・薬学得業士

布留川新三郎

教師 有機化学 ・製薬化学 ・衛生化学 ・調

剤学 ・衛生化学実習 ・調剤実習

千葉医学専門学校薬学士 山田元文

無機化学 ・有機化学 ・分析学 ・薬局

方 ・薬品製;煉 ・裁判化学実習

長崎医学専門学校薬学士玉井栄治

物理学 ・算術 ・定量分析学 ・薬品製

煉 ・定量及定性分析実習

薬剤師北村貫吉

講師 薬剤 ・衛生化学

( 64 ) 

薬学得業土 原牧三郎

独逸語

岡山医学専門学校助教授 弓削久兵衛

国語 ・漢文 脇困惑

幾何 ・代数・三角法水内七五三吉

書記 高原政行

助手定性分析及定量分析 ・調剤学実習 ・

薬物製煉 ・薬品鑑定 ・生薬実習

上塚勘五

顧問 薬学博士下山順一郎

名誉講師 製薬化学 ・裁判化学

|培軍一等薬剤官 国友保民

東京帝国大学薬学科別科卒業

羽生正保

これによ り光富綱吉の後任として長崎医学

専門学校薬学科卒業の玉井栄治を専任教師と

して招聴したことがわかる.また本校第 1回

卒業生で書記兼助手に採用されていた北村貫

吉が専任教師に昇格し， 第三回卒業の上塚勘

五が母校の助手に採用されている.

43年 (1910)4月には丹羽藤吉郎 ・長井長

義両博学博士が岡山薬学校を訪れている.す

なわち丹羽博士は熊本で開催の日本薬学会へ

出張往路4月2日突然来校して視察し，長井

博士は熊本より 帰路4月10日岡山に立寄 り11

日校内を巡視後生徒に講話をした52)

5月8日には大塚校長 ・布留川教師 ・高原

書記は生徒数名を引率して名古屋に修学校行

をし愛知薬学校を見学し共進会を観覧し帰途

京都大学病院を見学した叩. 6月山田元文は

千葉医学専門学校ならびに千葉県病院調剤司

として転出した仙. 後任と して長崎医学専門

学校薬学士横田善勝が専任教師となった55)

10月8日第5回卒業証書授与式を挙行し8

名が卒業した. このとき来賓および出席者に

学校の記念絵葉書を配布した56)

12月4日顧問下山順一郎博士は 日本薬剤師

会の要務を帯びて関西各地へ出張の途次来岡

し， 翌 5日午前8時来校して校内を巡視し生

徒に一場の講話をして広島に向かった.博士

来岡を機として， 校長大塚香は日本薬剤師会

有功会員に推薦せられた57)また兵庫県技手

池田近義は再び岡山薬学校専任教師となっ



Tこ57>

かくして明治44年(1911)となった.5月

専任教師横田善勝は，高松市内の岡田薬局で

実業見習をするため転出した加.また 7月4

日頃から第二学期生 ・第三学期生は試験が頻

繁であることを不満として同盟休講を企てた

が，大塚校長の説得により 8日から平常通り

の授業に戻った.しかしこの際，生徒側にも

数名の処分者が出た拍.

明治45年 (1912) 2月調査の私立岡山薬学

校概況は次のとおり である附.

私立岡山薬学校概況

1. 設立年月 明治39年4月

1. 教員数専任教師4人，嘱託講師5人

1. 在籍生徒数 73人

1. 卒業生数(第 7固まで) 57人

1. 薬剤師資格を得たる者 29人

1. 卒業生の成績薬局開業5人，薬舗開

業 6人，医院薬局勤務6人，朝鮮竜山

病院薬局長 1人， 京都帝国大学薬局勤

務 1人，広島税務監督局勤務 2人，大

阪市立衛生試験所勤務3人，海軍工廠

勤務2人，学校教師 1人，入学中 4人，

実業見習 6人，研究中12人，死亡 2人

計57人.

3月の生徒募集広告に「卒業生の優秀なる

は本校の特色なり J61)とあるのは卒業生57名

中薬剤師試験合格者29名で50%を超す合格率

から見て当然であろう.

2月14日顧問下山順一郎博士が逝去せられ

たので 5月馬越孝次郎薬学博士を顧問に委

嘱した印.

4月18日第 8回卒業証書授与式を行い優等

生板倉金市に岡山県知事から賞品として硯箱

1個が贈られた62) 従来は優等生に学校から

賞品と して天秤1個を贈られていたが，第何

回卒業生から知事賞が贈られるようになった

のかは明らかではないが，著者の接した限り

これが最初のようである.なおこのときの卒

業生は 8名であった.

7月30日明治天皇崩御せられ大正と改元せ

られた.

10月5日第9回卒業証書授与式を挙行し16

( 65 ) 

名が卒業し優等生牛島千代田に知事賞が授与

せられた仙.また金沢医学専門学校薬学士松

永清一 -同安藤千秋が岡山薬学校の専任教師

として着任したが，まもなく松永は和歌山県

御坊病院薬局長に転任するため10月8日岡山

を出発した.また安藤は郷里岡山県浅口郡玉

島町で薬局を開業するため退職した. 安藤の

開設した薬局では衛生試験の依頼に応ずるこ

とを特徴とした63> 教育上はきわめて不幸な

ことであるが，岡山薬学校では種々の理由は

あったと思われるが専任教員の定着性が悪く

きわめて頻繁に交替している.

大正 2年 (1913)1月27日布留川 ・池田両

教師は生徒40余名をつれて岡山衛成病院を見

学した削.

5. 薬剤師試験規則改正と私立岡山薬学校

(第二次)の終罵

大正 2年 (1913) 9月19日文部省令第29号

をもって薬剤師試験規則が改正せられた.薬

剤師の資質向上をはかるために試験科目の増

加改正はいうまでもないが，最大の問題点は

その第4条で「薬剤師試験は中学校若しくは

修業年限 4箇年以上の高等女学校の卒業者又

は之れと同等以上の学力を有する者にして修

業年限3箇年以上の薬学校を卒業したるもの

にあらざれば之れを受くることを得ず」と受

験資格を定めたことであった.これによって

岡山薬学校は従来のままでは薬剤師受験資格

を失うことになるが，改正規則の施行日が 8

年先きの大正10年 (1921)10月 1日であった

ためか，当分の聞は私立岡山薬学校には何等

の変化も見られなかった.

大正4年 (1915)11月20日午後 1時より後

楽園鶴鳴館で私立岡山薬校学創立10周年記念

祝賀会を盛大に開催した附.

大正5年 (1916) 4月9日午前10時より第

15回卒業証書授与式を行い卒業生は 8名で優

等生後呂勘右衛門に知事賞が贈られた66) 10 

月16日第16回卒業証書授与式が行われ10名が

卒業し，石原清に知事賞が与えられた.卒業

生中に現在岡山で健在の向井敬三郎氏の名が

見える.式上大塚校長の薬学校概況報告によ



れば，第15固までの卒業生は 147名でその出

身地は 2府16県に及び，そのうち薬剤師試験

に学説実地両合格者は47名，学説のみの及第

者は4名であった.また在籍生徒数は一学期

9名 ・二学期19名 ・三学期6名であった67)

大正 6年 (1917)4月16日第17回卒業証書

授与式を行い 6名が卒業68に10月15日第四回

卒業証書授与式で12名が卒業した70)

薬剤師試験規則改正は実施までに 8箇年の

猶余期聞が置かれたが，この期間中に合格ま

たは将来への方向変換処置のできえない者も

多数あり，また一方薬学校と しても専門学校

に昇格できないものもあり ，薬剤師受験生連

合会を中心として必死に改正規則の実施延期

運動を開始した.岡山薬学校としても大正 6

年 (1917) 4月からは修業年限を 1年 6ヵ月

と短縮し夏期休暇も短く して受験を目的とし

た短期促成教育をすることと した附.

すでに大正 2年 (1913)10月11日文部省令

第13号で「毎年2回薬剤師試験を行う.但し

本文の外臨時に之を行うことあるべし」とし

て試験回数を増加しうることとしたが，大正

8年 (1919) 9月17日施行期を延長し，大正

11年 (1922) 1月 1日施行と決定した.しか

しこれには二つの例外を認めた.第一は大正

3年 (1914)から大正 9年 (1920) 6月まで

に学説試験を受けたことのある者は，大正 9

年 (1920)中に文部大臣に申請し受験資格認

定を受け大正13年 (1924) まで受験すること

ができる.第二に大正13年までに学説試験だ

けに合格した者は大正16年 (1927) まで実地

試験を受験することができることにした.さ

らに大正10年 (1921)11月30日文部省令第44

号で受験資格登録者に限り及第点に達した課

目には課目合格証明書を与え，不合格課目に

ついてのみ次回から受験すればよいことと し

た71)

このような臨機の救助措置は受験資格登録

者に限定されるものであり，私立岡山薬学校

としては大正11年 (1922)以後の卒業生は受

験資格はなくなり，廃校か昇格かの二者択一

を刻々と迫られていた.

しかし残念なことに大正 7年 (1918)10月

( 66 ) 

17日午前 1時政治家であり教育者であった校

長大塚香が逝去した.数年前から糖尿病に苦

しみ腎臓炎を併発し眼疾に躍りほとんど盲目

同然で‘あったという. 10月19日岡山市磨屋町

薬師院で葬儀を行った72)

大塚香は安政4年 (1857)12月28日備中松

山藩士三浦泰一郎(仏緩と号す)の次男とし

て生まれ，明治8年 (1875)小田県師範学校

を卒業し， 12年 (1879)児島郡八軒屋村(明

治22年粒江村に合併)の大塚家に入婿して大

塚を姓とす. 16年 (1883)最年少議員として

岡山県会議員補欠選挙に当選しその後終生連

続当選し，その間35年(1902)より36年(1903)

までおよび38年 (1905) より40年 (1907) ま

での 2回にわたり県会議長を勤めた.鉄軒と

号し教育者としては児島郡教育会長をつとめ

36年 (1906)関西中学校長となり，また私立

天城中学校 ・私立岡山薬学校の創設者 ・校長

として抜群の実績を挙げてきた73)

大塚の死後布留川新三郎が岡山薬学校の校

長となった.大塚が健在であれば岡山薬学校

を専門学校に昇格することも可能で、あったか

もしれないが，大塚が舞れでは廃校を待つの

みであった.

大正10年 (1921) 3月21日私立岡山薬学校

で第24回卒業証書授与式が行われ18名が卒業

した74) これが岡山薬学校最後の卒業生であ

った.引き続いて同所で私立岡山薬学校の閉

校式を行った74) 開校以来15年，卒業生を世

に送ること24回総計 275名中園地方唯一の薬

育機関であった私立岡山薬学校はここに終幕

を告げた.閉校時まで教鞭を執ったのは布留

川新三郎校長，原牧三郎講師 ・小土井愛太郎

教師(本校第9回卒業生)および有木杢助教

師(本校第22回卒業生)の 4名であった.同

日午後1時より岡山県物産館でこの 4教師に

対する謝恩会を開催し， 各教師に感謝状及び

記念品を贈り立食の宴を開いた.出席者は

130有余名で盛会であった74)

閉校式後も薬剤師試験受験のための講習会

等は続けられたようである.このためか， 旧

制度最後の試験のためか大正10年(1921)の

みで全国の学説試験合格者は 2，738人，実地



試験合格者は 1，522人に達した.岡山薬学校

卒業生のみを見てもこの年のみで学説実地共

に合格した者は52名に及んだ75) なお前記の

移行措置のため合格者の数はさらに増し，将

来の目的を変更した者は別と して大部分の卒

業生は目的を達成したのではなし、かと思われ

る.

なお，最後まで、教壇に立たれた 4教師のう

ち原講師を除き専任教員であるが，布留川新

三郎校長 ・小土井愛太郎学監の両名は関西中

学校理科教員と して引き続き教壇に立ち，有

木杢助は東京アルカリ会社宇野工場に勤務す

ることとなった.

岡山県衛生技師原牧三郎は大正11年 (1922)

3月31日勤務中に発れ 4月 9日岡山市西大

寺町西宝寺で告別式を行った76)

謝辞

貴重な資料を提供せられた関西高等学校難

波俊成 ・多和史彦両教諭ならびに岡山薬学校

卒業の向井敬三郎薬剤師に深甚の謝意を表す.
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Summary 

To meet the tendency to train pharma-

cists at every place in Japan， Mr. K. Otsuka， 

the principal of the Kansai middle school， 

opened the Okayama Pharmaceutical School 

(secondary) at Goban-cho Okayama city 

in ApriI 1906， because the Kansai middle 

school had been developed from the Oka-

yama Pharmaceutical School (primary). 

The first graduation ceremony was held 

on November 18th 1908. After that the 

ceremonies were held every spring and 

autumn twice a year. The 10th anniversary 

of th巴foundingof this school was celebrat-

ed on November 20th 1915. 

The Law of the required examination for 

pharmacists' license was revised on Sep-

tember 19th 1918. As a result of the re-

vision the finishing of the course could not 

properly qua1ify the students for the exam-

ination after 1922， if not on the condition 

that the school should be raised to a college 

Consequently this school was closed after 

the 24th graduation ceremony on March 

21st 1921. In the meantime 275 persons 

had completed this course. 

Because Mr. K. Otsuka， the principal of 

this school， had already left this world on 

October 17th 1918， the school authorities 

did not possess enough financial power to 

develop this school into a college. 
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『今井三右衛門文書』について

安 江 政一>1<1

On the ancient manuscript named 

“San'emon IMAI'S Application" 

1. は じめに

佐渡畑野町役場から発行されている『町史

速報』第30号は，薬草についての特集号であ

る1) それによると江戸時代の畑野は，佐渡

における薬草取引の中心であり，有力な薬種

商が何軒かあって，その家系は現在まで続き，

いくつもの古記録が残され，江戸時代の薬草

栽培のことが明らかにされている.また同町

の猿八部落には，応急手当と民間療法をまと

めた古文書『薬法』が保存されている. w佐渡

巡村記~2)によると，享保12年 (1727) ，初めて

朝鮮人参の苗が佐渡にもたらされたとき，そ

れを植えた場所が，次のように記されている.

「大野村の大野山と坪野に御林があるが，そ

のいずれかにL*.粟野江の諏訪大明神の林

の中に 2本，長谷村の東光坊の境内3) に 1本，

計4本である.Jこのうち諏訪大明神と東光妨

の位置はわかるが，大野山と坪野ははっきり

とはわからない.旧大野村は現在畑野町に編

入されているから，その位置と現在の地名を

知りたし、と考え，畑野町役場に問し、合わせた

ところ，それは不明であった.そのとき，

町史編纂委員本間雅彦氏から，前記『町史速

報』とともに題記文書， w今井三右衛門文書』

(以下 『文書』 と略記する)，猿八『薬法』な

どの提示をうけた. この 『文書』には，幕末

の佐渡における公儀薬園の設置と廃止のこと，

民間の薬草取扱い者と役所とのかかわり，蒼

*1新潟薬科大学

( 69 ) 

Masaiti Y ASUE*1 

Jttの原植物ホソパオケラ引の佐渡における栽

培の記録など，従来不明で、あった各種の事柄

に関連する事項が含まれ，江戸時代の薬学史

上意義深いものがあるので，ここに全文を紹

介して若干の解説を試みる.

2. W文書』の由来

この古文書は新潟市在住の今井誠一氏5)の

所有である.今井三右衛門を襲名する家柄は

佐渡畑野町に現存し，誠一氏はその分家で，

今井三左衛門と称する.いかなる事情からか，

この古文書は以前から分家の所有となってい

た.誠一氏は昭和25年，畑野町から新潟市へ

転出したが，これがきっかけで畑野町史編纂

室へ資料として，その写しが収められること

になった.図 1(札(ゅはそのゼロックス複写

物を撮影したもので， (a)の最終行と (b)の第

1行は，脱落のないよう重ねて写しである.

今井家は，佐渡金山がまだ盛況を保ってい

たころの，寛永年聞に大阪から移ってきた.

佐渡鉱山は最盛期には，月産の金銀が30トン

を超えるほどで，世界的にみても著名な生産

を続け，京，大阪の商人たちが競って集まり，

日本海沿岸の諸港から出稼ぎ人たちが移って

きて，相川の町は十万人を超える都市となっ

て， 鉱山景気にわいていた.今井家もこのよ

うな背景の下で，佐渡に渡ったと思われ，畑

野に居を構えて，鉱山には直接関係のない薬

種商を営んでいた.幕末もいよいよ迫ったこ



り方心得罷り在り，先年

4 御薬園御取開の靭ベ

付られ，唐種子

5 蒼J¥t4，7)始め，品々作り方取iJLめ，其外自

生山薬類手入方など世

6 話いたし，年々手広に至り候様子の所，

御薬園御差止めに8)

7 相成り，それ以来百姓方作り薬種，自生

山薬売買とも向々に

8 勝手鑑擢売買に相成り候故，其為に相叶

いかね候様に罷り成り，

9 作人9) ども追々差迫り候もの出来，産業

相劣り候所，去る

10 安政度，御運上諸仰せ出され，則ち佐次

右衛門儀御請人に相加わり，

11 先代より仲間作り仕り候.三右衛門，藤

太郎とも申し合せ，年々作り方

12 出精の上，売買とも格別取弘まり候処，

又々一昨亥年

13 御請負御差止め仰付られ候より，向々勝

手売買，耀

14 合，自然、直段高直に相成り，随って品手

入方相劣り候故，

15 他邦へ差向け候ても，売捌き方相成りか

ね，恐れ乍ら終には御国

16 産の一廉，無益に相成り，是迄丹誠の詮

も相顕れ申さず，

17 何とも残念に存じ奉り候悶，何卒出格の

御賢慮を以て

18 私共へ一手売買仰せ付られ，下し置かれ

候様願い上げ奉り候.然る上は

19 野ら生えの分，手入方，作り薬種製し方

とも念入れ，御国産

20 品相増し候様いたし，御運上，御冥加10)

の儀は御下知次第

21 上納仕るべく候間，幾重にも右の段御開

済し仰ぎ奉り候.以上

22 慶応元丑年七月

小倉村
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図 1

ろ，近村の薬種商を含めて 3人連名で，佐渡

の薬種を一手専売にするよう願し、出たのがこ

の 『文書』 である.

この『文書』には捺印があって，役所へ提

出した文書そのもののようにも思われるが，

重要な文書をとりかわすときは，同時に控の

文書を作り，関係者の手元におく習慣であっ

たといわれるから 3人の連名者の 1人，三

右衛門方にも 1通が保存されていたわけであ

る. この『文書』中の三右衛門は今井三右衛

門であって，今井家の祖先に当たり，誠一氏

はその子孫の一人である.
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印

印
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印

印

佐次右衛門

三右衛門

藤太郎

吉三郎
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久太郎

勘右衛門

組頭

名主

小倉村組頭

名主

御奉行所
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『文書』の判読

図 1に示した『文書』の各行につけた番号

の順に判読し，句読点と送りがなをつけて書

きおろすと次のようになる.

1 恐れ乍ら書付を以て願い上げ奉り候.

2 小倉村佐次右衛門，畑本郷三右衛門，藤

太郎御願い申し上げ奉り候.

3 佐次右衛門，先々代医業仕り，薬種類作

3. 



この願書は，三右衛門ら 3人の薬種商が連

名で作り ，居住地小倉村と畑本郷の組頭と名

主がそれぞれ保証人となって提出されたもの

であった.

4. ~文書』 の内容

前節で書きおろした文章の順に吟味する.

第3行目に佐次右衛門の先々代，すなわち

祖父は医業をしていたとあるが 1 代を20~

25年と見積もると，この願書を出したときよ

り 40~50年前のことになる.当時の医師は薬

方書と しての本草を学習したから，薬草を見

分け，その薬用にする部分をとって生薬に仕

上げる方法を心得ていた.

4 先年御薬園御取聞は，文政7年(1824)

の鹿伏薬園の開設を指している.この部分に

述べてあることは，公儀薬園がどのように機

能したかの実例を，具体的に示しているので

興味深い.薬園開設のとき， 土地の薬種商を

呼び出して，産業振興のための指示を与えて

いる.このときの薬種商は，役所(薬園)と

薬草を栽培したり，野生の薬用植物を採集し

たりする農民との橋渡しの役を果たしている.

5 ここに述べてある唐種蒼JItはホソパオ

ケラであって， 薬方書 『古方薬品考』山など

に佐渡蒼JItとして，上等であると評価されて

いるのに，佐渡における蒼ポ栽培の記録はま

ったくなくて，太平洋戦後になって畑野，羽

茂一帯に野生状になっていたホソパオケラを

発見して驚く というありさまであった.この

願書が，佐渡における佐渡蒼JItに関する唯一

の記録である.ここに述べてある自生山薬と

は，農村で採集できる一般の薬用植物を指す

のであろう.

6 御薬園御差止めめは天保9年 (1838)

の鹿伏薬園の廃止である.この薬園は文政7

年から天保9年まで喝の，15年そこそこのはか

ない寿命であった.この薬園についての公式

記録は開設のときと，文政13年 (1830)薬園

守中川栄昌が，江戸へ薬草養方の伝達を請け

に行った12)ということだけで，その位置，規

模，活動状況，業績など，まった く記録が残

されていない.

( 71.) 

7 百姓どもが勝手気ままに売買するとあ

るが，これは奉行所から出された触書1めによ

ってそのようになったものである.この売買

勝手たる旨の触書は，鹿伏薬園発足より以前

のものであり，佐渡奉行所内薬園は有名無実

となって，薬種統制など思いもよらなくなっ

て出されたものであろう.それゆえ鹿伏薬園

は，いったん自由にした薬業が，不当競争で

衰えたので，これを再建するため開設された

との推測もできる.その効果は思わしくなし

内外の政情も険悪になったため，間もなく廃

止されたと思う.それは三右衛門らにとって

は，彼らの努力の成果があらわれ始めたと感

じたころであった.

8 薬園の廃止とともに薬種の統制も廃止

されたらしく，それ以来百姓たちは栽培した

薬種も野生のものも競売するよ うになって，

正常な取引ができなくなって，作人9) tこちの

なかには生活に逼迫する者が出るようになっ

て，薬業が衰退した.

10 安政年聞になって運上請が仰せ出され

た.これは薬種一手売買の専売権を保証して，

それに対して一定率の税(運土金)を納める

制度である.このとき，佐次右衛門は請負人

の一人になった.

11 薬種商の株仲間作りをして三右衛門，

藤太郎とも話しあって，年々薬種作りに精を

出し，売買とも格別にひろまった.

12 努力のおかげで売買のひろまったとこ

ろで，一昨年，文久3年(1863)，請負制の停

止を仰せ付られ

ー 13 以後，勝手に競売買となり，一手買上

ではないから品物は高価なほうに流れ，自然

に高値となり，集荷の量も少なくなり，佐渡

島外に出しても値段の点で売捌き方覚東なく ，

このままでは佐渡国産品まで昔のよい評判も

むだになって，これまでの努力の結果は現わ

れず，何とも残念だから

18 格別の御配慮を以て，私どもへ一手売

買1引を仰せ付下さるよ うに願い，御許可の上

』ま

19 野生薬種の集荷，栽培品の製法と も念

を入れ，国産品をふやすようにして，運上，



冥加山ともご命令次第ただちに上納すると ，

専売権を与えられれば納税すると申し出てい

る.

5. 佐渡における薬種尊売の変遷

佐渡年代記に薬種専売に関する記述の出て

くるのは，文化2年(1805)のことである 15l

佐渡国産貰連の運上が満期になるとき，後任

の請負人を公募する触を出した.これによる

と，従来の専売は貰連 1種についてのもので

あった. 1種だけでは希望者がなかったので，

黄連，半夏，細辛の 3種にひろげ，その他の

薬種も島外へ出す分はすべて扱うもの として

運上はきまったとしている.佐渡一国では生

産量が少なくて，運上を払っては商売が成立

しなかったと思われる.この専売制は， よく

は守られなかったとみえ， 文化11年 (1814)，

組合の薬種屋以外と直接取引することを禁ず

る触を出している山.この触も幕府の権威の

衰退もあって徹底できなかったら しく，文政

3年 (1820)1めには 和薬の自由売買の触を出

したことはまえに述べた.そして文久 3年

(1863)には請負による専売制を廃止して，全

薬種を自由売買とした.この後，薬業が表え

て，生活困窮者も出るような状況となった.

これを自由売買の結果と考えて，昔の専売制

を確立して薬業の回復をはかろうとするのが，

この『文書』の主旨であった.

著者はまえに「西欧における医薬分業成立

の背景J17lを考察したとき，高価で売行の よ

い東洋産生薬から，有利に税を徴収する政策

が医薬分業令を導き出したことを述べた.こ

の佐渡の専売制と，この文書の提出している

役所へ約束する条件は，封建時代の専売制は

徴税が目的であることを明らかに示している.

佐渡の専売制が進展しなかったのは，全体の

規模が小さくて，国政を左右するほどの額に

達しなかったためとみるべきであろう.西欧

においても生薬からの徴税， とく に輸出税を

徴収することのできなかったイギリス，スイ

ス，ポーランドなどでは，法律による医薬強

制分業は成立しなかったのは，この間の事情

をよく物語っている.佐渡のような，一国家

の一局部でも，シチリアのような国際的環境

下でも，中世末期の経済の動きにおいて共通

性のみられるのは興味がある.

6. むすび

佐渡金銀山は五代将軍綱吉のころ，すでに

掘りつくされ，八代将箪吉宗の享保末期の調

査によると，年々 4~5 万両の欠損になって

いた.このような金山の不況は，相川の町の

灯を消し， 佐渡一国全体を暗くしていた.薬

種作人の生活苦は，薬種の競売買の結果とい

うより ，金山の景気に左右される佐渡の運命

の反映であり，幕落体制のゆきづまりとの重

なりとみるべきであろう.この『文書』の希

望する経済政策，強力な権力による統制経済

はもはや実現不可能の段階に来ていた.この

『文書』の筆者が先々代，約50年前から述べ

た薬業についての経過記述は，当時の薬業，

薬学についての見事な歴史になっている.

( 72 ) 
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Summary 

“San'emon IMAr's Application" was sub-

mitted to Sado Magistrate 0伍ce around 

(74 ) 

the late days of Tokugawa Era. It was a 

request to monopolize the medicinal herbs 

in Sado Island. It is interesting from the 

point of the history of pharmacy that in 

this manuscript the situations in the pro-

ductions and the trades of the medicinal 

plants in Sado district at those days are 

described. 
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『長井長義伝』を批判する

安江政一*1

Discrepancy in the “Biography of N.NAGAI" 

written by S. KANAO 

1.はじめに

『長井長義伝』の放に落合英二博士は次の

ように書いている 1)

1'"この種の著述が往々にして主人公を誉め

称える絵り，偶像化する危険のある事を述べ，

伝記に対する信頼性を守るに忠実ならんことを

希望したのて、あるが・・」

と述べた文章を， i本著の完成に精力を傾け

たので、ある」と結んで，希望どおりになった

とは書いてない.版文の終りには「完成を心

から御祝い申し上げたL、」と常識的とはいい

ながら，一応の讃辞があるので，ざっと読む

と本書は信頼に足ると思わせるには十分であ

る. 日本薬学会による刊行書を非難し，恩師

の讃辞を否定するようなことは，心情におい

ては避けたいところではあるが，あまりにも

事実に背反する俗説を，そのままとりあげて

追随する本書の記述は，わが国薬学の歴史上

すてておくことはできない.筆者は，薬学の

歴史を専心研究する立場から，明治初期の学

者たちの研究業績を詳しく調査して，個人別

に業績内容と誰がより早く実行しているかな

どを表にして比較してみたところ，定説とさ

れている事柄とのくい違いがきわめて大きい

ことに驚いたのである.これは筆者でなくて

も，もっと後になってからでも，薬学の歴史

をまじめに研究する人がでてくれば，必ず解

明されることであり，早晩，明らかにされる

判新潟薬科大学
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に違いないことなのである.それにしても誤

を正すのは早いほうがよいと考え，いままで

に得た結果の一部を発表することにした.

2. コ二フェリンの構造解明2) のこと

『長井伝』第十章伯林大学時代の研究とし

て， iコニフェリン類の研究」が述べてある.

「先生の最初の研究は1875年伯林大学におけ

るチーマン助教授と協同のコニフェリンの仕事

であった.無水酢酸を以てアセチノレ化してテト

ラアセチルコェフェリンを得，酸化して糖ワニ

リン酸(1I)並にワニリン酸を得られ，加水分解

によってコニフェリノレアルコーノレとグルコーゼ

とに分れたことから構造(I)を確認したj.

(I) 

CH=CHCH，OH 

，7、、

人jLOCH3

OCH，( CHOH )" CHO 

COOH 

~\\ 

(I!) 11 
弘、.，?-OCH3

OCH，(CHOH)，CHO 

この短い要約には，一部混乱があるが，少

なくともコニフェリンの構造解明に当たって，

長井が全面的に関与協力したとの意味に受け

取ることはできる.

『長井伝~3) によると長井は，明治 10年

(1877)に卒業論文を完成し，健康を害して約

2年休養した.この休養の終わるころ，ホフ



マンから呼び出されて助手になるようすすめ

られ，1881年にドクトルの学位を得たことに

なっている.長井の卒業論文完成の年， 1877 

年までにベリヒテに発表されているコニフェ

リンに関連する論文を調べて，前記金尾氏記

載と比べると，全然異なる結果になる.

コニフェ リンは最初 Larix属植物から検

出されて laricinとよばれ，続いて Abies属

積物から得られて abietinとなり， Kube14
) 

によって針葉樹類に広く分布することが認め

られて coniferinと名を改められ，初めてグ

ルコースを結合する配糖体であることが知ら

れたが，酸による加水分解ではアグリコンは

樹脂化して単離することはできなかった.チ

ーマンはこの研究を，材料とともに Kubel

からゆずりうけ，ハールマンが実験を続行し

た5人彼らはコニフェリンをエムルシンによ

って加水分解してコニブェリルアルコールを

単離した.本品は無臭であるが，空気中に放

置するとワニリン様香気を出すようになる.

クロム酸酸化によってワニリンになるが，原

料の樹脂化を伴って収率はよくなかった.な

おハールマンはこの実験よりまえに，各地産

ワニラ中のワニリンの定量を行って品質の比

較をしている白.

次の実験協力者は，フェノーノレアルデヒド

合成法の発明7)でよく知られているライマー

であった8) コニフェリンの水溶液を過マン

ガン酸カリウムで酸化し，酸性にしてエーテ

ルでー抽出すると，少量のワニリン酸が得られ

た.この実験で反応、液を酸性にすることなく，

強く濃縮して酸性にすると，多量の白色物質

が析出する. これをエーテノレで‘洗うと少量の

ワニリン酸が得られるが，主成分はエーテノレ

不j容の新しい配糖体，グルコワニリン酸であ

った.これを酸で加水分解するとグルコース

とワニリン酸になるから，コニフェリンにお

ける糖の結合位置が判明した.前記金尾氏の

記述では，アセチル化して酸化したと書いて

あるが，このライマーの報告ではアセチノレ化

していない.水酸基はアシル化などによって

保護しておいて酸化するという，後に確立さ

れた常法によって補正してあるが，長井はア
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セチル化しただけで酸化の実験はしていない.

チーマンはこのほかに，rコニフェリ ン系

およびワニリン系化合物についてJ9)という

論文を書いて，これまでに誘導はしたが，発

表してない多数の化合物についてのデータを

単著としてまとめている.

この当時，ワニリンやコニフェリンの炭素

骨格はわかっていたが，隣接する二つの水酸

基のうち，どちらがメチル化されているのか，

まだ決定されていなかった.これは間接的な

がらライマ一反応によって解決された.ライ

マー ・チーマン反応において，アルデヒド基

は遊離水酸基のオルトまたはノミラ位に入り ，

パラオキシ安息香酸においては，アルデヒド

はカルボキシル基を追い出して置換すること

がわかった そこでワニリン酸についてライ

マー ・チーマン反応を行うとワニリンも生成

するから， カルボキ、ンノレ基のノミラ位が水酸基

であると結論した10) この論文の協力者はメ

ンデルゾーンである.

以上のようにコニフェリンの構造は長井に

は関係なくハールマン，ライマー，メンデル

ゾーンらの協力で解明され，長井の卒業論文

完成より早く ，ベリヒテに印刷，発表されて

いたのである.

さて長井のコニフェリンのア七チル化11)で

あるが，この実験はコニフェリンの構造には，

この段階では関係がなく，配糖体一般に関す

るものであった.当時は，糖の環構造はまだ

わかっていなかったから，配糖体に結合する

糖は前記 1，II式のように示されていたが，

これをアセチル化すればテトラおよびヘキサ

アセチルイ七物になるようにみえる. ところが

実際には，配糖体中のグルコ ースはアセチル

基を 4個しか結合しない.この点にいくらか

の疑義があったから，それを確認するのが長

井の任務であった.このようにア セチル化後

いくつアセチル基が入ったかをきめるのが目

的であって，アセチル化体を酸化するという

考えは初めからなかったのである

長井はコニフェリンを無水酢酸にとかして

沸騰水浴上に数時間加熱した後， 7.1¥.に加えて

白色粉末を得，アルコールにとかして，水を



加えて析出させることをくり返して，結晶性

粉末とした.このものは 900
で軟化し始め

125~1260 で融解する . 冷すと透明のまま固

体となった.この性質は純粋にならなかった

ことを示している. コニフェリンのアグリコ

ンは不安定であるから，激しいアセチル化の

条件で一部重合したり，アリール転位を起こ

すおそれがある.アルコールにとかして水で

析出させる方法では重合体は除きにくい.重

合体も転位生成物も，元素組成の計算値に変

化はないから，期待の分析値は得られたで、あ

ろう.ここまでの記録にとりたてていうほど

のことはないが，この次の説明文には重大な

疑問がある.

Die von der Verbindungen gemachten 

Kohlensto妊- und Wassersto任bestimmungen

fuhren zu dem Schluss. dass dieselbe in 

der That Tetracetoconiferin C16HlS(C2H30)40S 
ist; penta oder hoher acetylirte Verbindun-

gen werden durch die erhaltenen Zahlen 

ausgeschlossen. 

上記のような，十分純粋とは考えにくい資

料を元素分析して，結果が満足すべきもので

あったというだけでなく，得られた数値から

テトラアセタートであって，ベンタまたはそ

れ以ヒアセチル化されたものではないと判断

できたというのである.現在の常識から考え

ると，アセチル基の数を元素分析できめるよ

うなどとは思いもよらないことである.それ

を前掲文のように，とくに強調しているのは

異様である.それゆえ，元素の組成を計算し

てはたしてそうか，どうか念を押してみなく

てはならなくなる.

表 1に示すよ うに，コニフェリンではテト

ラアセタートと ベンタ アセタートの炭素の計

算値の差は0.05%で，元素分析による区別は

不可能である.クソレコワニリン酸ではその差

は0.32%. ワニリン酸とアセチノレワニリン酸

では完全に一致して差はない.チーマン・長

井のこの論文には，表 1に掲げた 3種の物質

とトリア セチルワ ニリンを加えて 4種の化合

物について報告しであるが，元素分析の実験

値は，重要性の乏しいトリアセチルワニリン

についてだけ掲げてある.現在のように，新

化合物の報告には元素分析値を必ずつける習

慣がまだ確立していない時代とはいえ，疑わ

しい発表である.

この論文において，ワニリン酸では元の酸

とそのアセタートの元素組成は一致するから，

元素分析によってアセチル化されたか否かき

めることはできないと述べながら，コニフェ

リンでは元素分析でテトラアセタ ー トと決定

できたと述べているのである.これでは意識

的に，不可能なものを，データをかくしてお

いてできたと主張しているのである. 実験結

果の控造である.

長井のコニフェリンテトラアセタートは製

法，精製法から考えても，融解点の不鋭敏さ

からみても純粋になったとは考えられず，こ

れによってコニフェリンの研究に寄与したと

はいえない.この実験が完全にできていたと

しても，それは糖の構造に関することであっ

て，コニフェリンの構造解明には，この段階

では関係のないことである.したがって長井

はコニフェリンの構造研究にはまったく関与

していないのである.それを金尾氏は，全部

長井の実験によるかのようにみせかける表現

をしているのである.

なお，チーマン・ 長井の報告には元素分析

表 1 コニフェリン関連化合物の炭素含有率の比較

物質名

コニフニリンテトラアセタート

コニフェリンベンタアセタート

グノレコワニリン酸テトラアセタート

グルコワニリン酸ベンタ アセタート

ワニリン酸

ワニリン酸アセタート

分子 式

C24H30012 

C26H32013 

C22H2S013 

C24H2SOJ( 

CSHS04 

ClOHlOOS 
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炭素含有率 同左の差

56.52 
0.05 

o. 32 
53.33 

57. 14 
0.00 



値はアセチル数の測定によっても支持された

とつけ加えてあるが，アセチル数の測定でも，

4個か5個かを区別するには，それなりの説

明と実験データを示さなくては信用するに足

りない.

3. 辞職か免職か

『長井伝t2
)には「東大辞任と再任」という

項目がある.明治18年10月，長井は国立東京

試験所と東京大学の両方から非職の辞令(今

後，出動するに及ばずとし、う命令であって，

給与も停止される)を受け，翌年 1月，前者

から免職の辞令が出たが，大学からの免職辞

令は出ていない.これについては次に説明す

る.

長井は伝記に示されるように山国立東京試

験所と東京大学の両方から，年俸 1，200円と

いう高給を受けていた.さらに大日本製薬会

社からも製薬長としての給与が出ていたはず

である.このころの国家公務員は民間事業の

要職を兼ねることができ，公務を兼ねるとき

は，どちらが本職かを特定することなく ，両

方からその職についての給与の全額が支払わ

れ℃いたことがわかる.このような二重支払

的な給与を受けていたのは長井だけではなく，

政府部内に多かったとみえ，財政緊縮のため

の行政改革を断行して，兼任を容赦なく切り

捨てたのである同.このころは本人の都合や

意向など問題にせず，政府の方針がきまれば

ただちに非職仰付となった.非職は転任につ

ながることもありえたが，多くは間もなく免

職になる運命にあった.長井の場合，東京試

験所の方は約3カ月で免ぜられたが，大学か

らはその辞令が出なかった.それは学制の改

革によって官制が変わったからである.大学

の目的を明示した有名な「帝国大学令」は，

明治19年 3月 1日付で公布された山.この日

を以て従来の東京大学は消滅して，帝国大学

として生まれ変わるのである.旧東京大学の

教職員たちは，この日までに帝国大学の職員

としての新しい辞令をうけて勤務を続けるの

であるが，もしこの新辞令をうけなければ，

東京大学とともにその地位も消滅するのであ
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る.免職辞令なしの追放になるのである.太

平洋戦争後，旧制専門学校が，新制大学に切

りかえられていたころ，レッドパージがあっ

た.このとき，ねらわれていた人たちは，わ

ざと新辞令の発給を遅らされて，免職の辞令

を出すことなく追放された実例がある29) 盆

尾氏は長井の失職を辞職という体裁のよい言

葉で表現したのは，恩師に対する配慮として

理解できるが，事実とは大きな違いである.

甘言をもって帰国を促しておきながら，わず

か 1年余で，なぜこのような冷酷な処遇をう

けるようになったのか.学闘争いにすりかえ

られていたが，それが無根と判明している現

在，解明する必要があるが，いまはふれない.

いずれにしても長井は，東京大学を辞職した

のではなく，彼の意思に反して免職または追

放されたことは確実で‘ある.これは大学だけ

でなく，国立東京試験所においても同じ処置

であったことに注意すべきである.

4. 追悼文の資料的価値

前項でとりあげた「東大辞任と再任」の記

事の始めに，長井が大学を追われた原因につ

いての想像が奮いである.意見の対立という

闘争いを担造した俗説を，何の調査もしない

でとり入れたのは軽率である.長井は化学研

究室を不燃建築にするよう主張したのは，彼

の経験から当然であって，それは採用されて

実現しているではないか.建築に関する限り

対立は持ち越されてはいないのである.問題

は工学部の応用化学科，薬学科などの化学系

をまとめることであろう.長井は異なる場所

にある四つの重要部署の主任を兼任して，不

便は身にしみたにちがいない.彼は日本のホ

フマンをもって自任していた.それは日本の

化学を指導してほしいという，帰国を促すに

当たってのお世辞を事実と信じ，ーカ所に集

めようとしたとも考えられる.しかし大学の

組織は，大学からの具申が先とはいえ，中央

政府の方針に従うものであり ，改組がくり返

されていた.w長井伝』にし、う工学部応用化学

科はこの時点ではまだ存在せず，工部省所属

の工部大学校であった.これが文部省に移管



されたのは，長井が外国旗行に出発した直後

の明治18年12月であった16) また化学を集中

するという見解は長井だけの意見ではなかっ

たようで，このころ，一時製薬学科が理学部

の所属になったことがあるが 2カ月ばかり

で、元に復したという 17)このように化学統ー

も政府上層部の暗中模索政策の一端であって，

私的な意見の対立ではなかったと思われる.

金尾氏は長井の化学をーカ所に集めるとい

う意見が用いられなかったこ とを， 長井の大

学追放の原因に据え，菊池大麓，桜井錠二の

名をあげている.このような憶測による風評

から，一時，桜井が英独学闘争L、から，長井

を大学から追ったと L、う謀略説が流れた.こ

れは桜井の人格にかかわることとして小竹は

資料を揃えて，その虚構性を明らかにした18)

小竹はしかし，この話の続きにある 「美談J，

「丹羽が自分に約束されていた教授の地位を

ゆずって長井を迎えた」という話は否定しな

かった.筆者はこのようなことはありえない

と指摘したが山，それを認めない意見拘が示

されているので，改めて本件についての見解

を述べてみたい.

長井の東京大学への復職について『長井

伝』は次のように述べている.

「明治 25年，先生は東京大学医科大学の講師

となり，丹羽助教授は近く約束された教授の地

位を潔く譲られ， 26年先生は医科大学教授に再

任された.この丹羽助教授の義侠的計いこそ，

長井先生を迎えて薬学の我国有機化学界に扇を

称えしめる基礎をつくったものである.J

「潔く譲るJ，r義侠的計いJ，r化学界に覇

を称える」などという，実体のない形容句が

並べてある.こういう叙述は虚構を飾るとき

用いられるが，ここでも例外ではない.この

「美談」 は長井の大学追放を学闘争いにすり

かえる俗説と対をなすっくり話である.この

話の出所は慶松21)が丹羽追悼文のなかで述べ

たお世辞にすぎないのであり，実際の長井復

職の経過については，丹羽自身が回顧録で詳

しく述べている 22) 職員の定数は官制でき芯

っているため容易で・なかったのを，医学科の

欠員の席を利用したいきさつが述べてある.
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これらの資料と当時の状況から判断できるお

もな事柄を箇条書にして示すと次のようにな

る.

(1) 誰が約束したのか:約束された教授の

地位というとき，一体誰が約束したのか，そ

んな人はどこにもいないのであり，ありえよ

うもない.周囲の人々がそのように思い，そ

うなることを願望していたにすぎない.丹羽

は下山，丹波と同期に卒業し，同時に助手に

採用され，間もなく揃って助教授に任ぜられ

た.今度は教授になる番だと周囲の人たちが

期待していたのである.これを慶松が，追悼

文の中で「約束されていた教授の地位」と表

現したのである.そのことに不都合はないけ

れども，そのまま事実としてうけとることは

できない.追悼文における美化のための誇張

があるからである.

(2) 教授資格の問題:当時の教授資格はど

のようであったか，文書として残されていな

いから，実際の状況を調べて推論するよりほ

かない.このころ，東京大学では外国人教師

を順次解任して日本人におきかえていた.い

くつかの例をみると 3年間外国に留学して

ドクトルの学位を得て帰国すると教授に任用

された.下山は 4年，丹波は 3年間ドイツに

留学してドクトルになって同時に帰国し，揃

って教授に任命されたが，丹羽だけ助教授の

まま据えおかれた.この人事に不思議はなく，

不当な取扱いとの声もなかったのは，教授の

資格について明瞭な意識があっ てのことであ

ろう.これをゆずったと表現した追悼文ので

きばえは見事といえる.これより先，下山の

官費留学がきまると丹波はすぐに私費留学に

ふみ切った.医学部内で官費留学の順番を待

っていては，教授への昇格はいつになるかわ

からないと見たからであろう.外国留学とド

クトルが教授資格の一項目であったことは，

この丹波の行動からでもわかる.そしてそれ

は丹羽に欠けていたのである. r近く約束さ

れていた教授の地位」とは追悼文中の美化の

ための，言葉の綾にすぎなかったのである.

(3) 本当にゆずったか:長井は元から製薬

学科の教授であった.彼が地位を失ったのは



行政改革による人員削減のためであった.こ

の精神に従って丹羽が地位を譲るとすれば，

丹羽自身大学を去って，彼の俸給予算を長井

の分にまわさなくてはならない.実際には長

井を迎えて製薬学科は教授 3，助教授 1とな

って，行政改革以前の数に復元したのであっ

て，譲っているのではない.丹羽は元から講

座外の助教授であり，長井を迎えても長井に

所属する助教授ではなく ，相変わらず資格を

とれば昇格可能の立場にあった.丹羽はゆず

ったのではなく，廃止になった製薬学科に代

わって薬学科を発足させ，削減された教授の

定員を元にかえしたのである.ゆずったなど

というつまらない「美談」を担造するのは，

丹羽の功績を短小化するものである. 金尾氏

がこれをとりあげたのは，丹羽がそんなにし

てまで大学に迎える人物としての，長井の偉

さを画きだしたかったのであろう .恩師顕彰

の努力として理解はできるが，無駄なことで

ある.教授再任後の長井は何をしたか.研究

業績を調べ，当時の化学の水準に照らし， 圏

内の他の研究者と比較して，彼の研究業績の

価値を考察するのは，稿を改めて別に行いた

L 、.

なお丹羽の努力による薬学の回復も，教授

の増員も，およそ医学科の犠牲において実現

していることも忘れてはなるまい.予算も定

員も医学部としては増加せず，医学科の分を

削って薬学科に加えているからである.

製薬学科廃止を決定した官制改正が準備さ

れていたころ，下山と丹波は海外留学中で不

在であった.長井は薬学系のただ一人の教授

でありながら，自分の地位が消滅するような

制度の改革が行われようとしているのに，何

も知らずにいるほどの人物であった.出欠常

なく，講義さえまともにしないため，丹波に

伴われて大学総長宅へあやまりに行ったとい

うエピソードがあったと，小竹18)が紹介して

いる

(4) 丹羽の真意:当事者の真意は本人にき

かなくてはわからないが，結果を調べて総合

し，初めからこのように考えていたにちがい

なかろうと推測することはできる.丹羽は薬

( 80 ) 

学を盛んにするため，あらゆる機会をとらえ

て奔走していた.医薬分業運動も卒業生のた

めの職場開拓もその一端であった.このよう

な丹羽にとって，行政改革による薬学系教授

定員の削減は，我慢ならなかったにちがし、な

い.機会をねらっていた丹羽は，長井が東京

試験所とのつながりを，完全にたち切られる

ことになった明治25年23) 医学科の大増員に

よる教授不足の状態を巧みに利用して，医学

科の教授の席を削って長井教授を実現した.

薬学系大学教授の定員削減は，薬学の発展

とい う立場からみれば，大きな後退である.

これを回復するための教授候補の要員として，

長井は外国留学 3年以上でドクトルで、あるか

ら資格に問題はなかった. 長井就任直後の講

座担任表叫によると，このときの医学科は20

講座であるが，このうち兼任 1を含めて，専

任教授が4人も欠けていた.

薬学科は長井を含めて教授3，助教授 1と

なって，外見上行政改革以前の数に復したが，

実情は少し変化している.下山と丹波は資格

を取得してただちに教授になれたが，今後は

官制の改正という行政手続が必要になったの

である.

講座制制定のとき，助教授は講座担任にし

なかったから，独立の科目を担当していた助

教授は講座外となり，丹羽はそのような立場

にあって，薬学科 3講座のどれにも所属して

いなかった.丹羽が長井のため奔走したとき，

丹羽自身の昇任問題も論議されたにちがし、な

い. 長井を薬学第3講座に据えれば，丹羽が

教授資格を得たときは，薬学第 4講座をたで

なくてはならない.医学科20講座中第4講座

の例はない.丹羽が医学部内で官費留学の順

番に当るのはいつのことかわからないが，い

ま長井を迎えると ，丹羽は前例のない第4講

座をおこすことになって，教授昇進はいっそ

う困難になることが予想された.慶松は，こ

の聞の事情を譲ったと表現したのである.

丹羽は 3年間の外国留学を終わって帰国し

た明治36年(1903)，薬学博士になったが，第

四番目の講座，薬品製造学担任教授になった

のは 4年後の明治40年であった25) 彼の勤



めた助教授の期聞は26年の長きにわたるが，

下山と丹波が教授になってから数えると21年

おくれたことになる.このおくれの理由は外

国留学のおくれであるが，条件が揃ってから

でも 4年おくれている.丹羽は医薬分業運動

に力をいれ，医師会とのトラフツレや政治活動

とからんで，医学部内の雰囲気が彼に不利で

あったこととも無縁ではないであろう 26)

丹羽の長井教授実現の真意、はあくまで薬学

を盛んにしたい一念の現われとみるべきであ

って， I偉大な長井を迎えるため， 自己を犠

牲にした」などということは，っくり話と し

て抹消すべきものと考える.

5. ホフマン研究室の助手

わが国の大学助手は，将来助教授，教授へ

と昇進するための一過程であるが，西ヨーロ

ッパ先進諸国ではそうではない.名刺の肩書

に何々大学助手とするのは，圏内では立派に

通用するが，外国へ行ってアシスタントと自

称しては，軽輩として問題にされないのであ

る.西欧の研究室における助手は技術員であ

って，学者の候補ではない.もちろん留学生

のつくべき地位ではありえない.長井がその

助手になったことを，金尾氏は伝記の中で，

L 、かにも立派な地位ででもあるかのようにか

いている.長井はあの当時，いわば自費留学

生であり，むしろ苦学留学生として，収入を

得なければならなかったことがかくされてい

る.長井はドクトルになってから助手を勤め

た ドクトルは一人前の研究者としての証明

である.日本のように，昇進のための一過程

とするところとは違う から助手などになるべ

きではない.そのことは事実がよく証明して

いる.長井はドクトルになってから 3年近く

ホフマンの助手をしているのに，研究論文に

一度も彼の名が出ないのである.彼の協力し

た実験において，発明するところもあったに

ちがし、ないのに，ホフマンは彼の名を協力者

としてつけることをしなかった.一人前の研

究者になった長井を，ホフマンは完全に無視

している. 40歳に近い長井を，研究者として

独立させようとする配慮などまったくないの

( 81 ) 

である.有名なホフマン転位またはホフマン

反応といわれる酸アミドからの第一アミンの

生成を研究するとき， ミリウス とショッテン

には酸アミドにアルカリ性でハロゲンを作用

させる研究の部分が与えられ，長井はその原

料たる酸アミドの製造を分担した27)アセト

アミドは容易にできるが，同族体といっても

炭素の数が多くなると，収量が著しく低下し

て，工夫と繰返しで克服しなくてはならない.

こうし、う労多く，功少ない部分が長井に割り

当てられていた.発表に際して名をつけても

らえなかったことはミリウスもショッテンも

同様であったが，原料製造と研究部分の担当

とでは，学問的経験に大差のつくのは当然で

ある.ホ フマン研究室における助手というの

は，こういう研究上の下働きにすぎないので

ある.この実情を明治初期の人々は知らず，

外国へ行って，外国人に立ちまじって立派に

働いている日本人の姿を見て偉いと思ったで、

あろう.こういう誤解を正そうとせず，それ

を利用して長井を偉くみせかけようとしても，

それは無理である.長井は結局のところホフ

マン研究室におけるガラス細工師，講義用実

験装置組立人として使役され，便利なゆえに

感謝され，ほめられる存在であったといえる.

6. むすび

『長井長義伝』 は日本薬学会によって発行

された書籍で‘あるのに，学術雑誌や公文書に

照して検討すると，疑問点がはなはだ多いの

で，そのうちのわかりやすいもの 2，3を拾

いあげて誤りを指摘した.わが国の薬学の歴

史は，清水28)による研究の後，通史に関して

は未だに見るべき著述が見当たらない，薬史

学雑誌をみてもわかるように，創立30年を迎

えたというのに，その研究内容を論ずる前に，

量的にあまりにも少ないのに驚かされるので

ある.とくに明治初期における近代薬学導入

期は重要であるばかりでなく，もっとも興味

深い部分であるのに， I神代」のようにあい

まいのまま放置されている.筆者は大学時代

の3年間，続く研究室の 2年余，学内におい

て下山，丹波，丹羽，長井ら開拓者たちの業



績はもちろん，逸話とか失敗談などにいたる

まで，何一つ聞くことができなかった.これ

ら開拓者たちに関する物語は，いま思うと，

まるでタブーになっていたごとく，諸教授を

始め先輩たちは，口を閉ざして語ろうとしな

かったのである.筆者は当時から科学史，化

学の歴史に興味をもち，教科書的単行本をい

くつかよんでいたが，薬学の開拓者たちに関

心を向ける機会はついにこなかった.薬学科

内における，この先人について語ろうとしな

い雰囲気は，一体伺にもと づくのか，解明す

る必要がある.

『長井長義伝』 には多くの問題点があるに

しても， 長井の近くにあって研究に協力した

金尾氏の手になるものであるから，資料的価

値は高く，また豊富で、ある.tこだ恩師の顕彰

に終始して事実に忠実とはし、L、がたいきらい

はあるが，薬学の先人の伝記中，化学研究の

経験をもっ人のかし、た唯一つの伝記という特

色もある. 今後，さ らに詳細に検討して， 明

治初期における近代薬学導入の経緯を明らか

にしTこい.

『長井伝』における問題点は，そのまま 『日

本薬学会百年史』に組み込まれている. すで

に二百年史に向かつてスタートしている現在，

過去の誤をそのままにしておいてはならない.

『長井伝』 の欠陥も， w日本薬学会百年史』に

おける不備も，いずれも薬学史の研究の少な

いことから生じた欠陥である.薬学史の研究

を盛んにしてこの欠陥を克服しなくてはなら

ない.
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井は研究からしめ出されることになったので・

丹羽による東京大学への迎えいれ運動となっ

た.本件についてはさらに詳しい論議が必要

である.



24)東京大学医学部百年史編集委員会東京大学

医学部百年史，東京大学出版会，東京，p.164 

(1967) . 

25)薬剤誌， 364号，55~60， ~丹羽先生追悼号』 昭

和5年(1930)，丹羽の官公歴による.

26)安江政一 :f丹羽藤吉郎論J(その 1)， (その

2)，薬史学雑誌， 12， 45 (1977); 14， 4 (1979)， 

参照.

27) ~長井伝~， pp. 253~254. 研究業績に直接の

関係はないが，ホフマン研究室内の様子をの

ぞかせるような興味深い記録がある.

28)清水藤太郎 :日本薬学史，南山堂，東京(1949

初版， 1971復刻). 

29)塩田庄兵衛 :レ ッドパージ，新日本出版，東

京， p. 24 (1984). 
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Summary 

The biography of N. Nagai was written 

by S. Kanao， one of his students， and pub. 

lished from Pharmaceutical Society of }a. 

pan. This biography needs some re-eval. 

uations about the parts of his establish. 

ments between the days studying in Ger. 

many and the early days at Tokyo Univer. 

sity. In this article 1 would like to discuss 

about his work on the structural elucidation 

of coniferin and the course of his early re. 

tirement from Tokyo University as well as 

the academical career as an assistant at 

Hofmann laboratory. 



薬 、史学雑誌

19 (2)， 85，~91 (1984) 

『諸国産物令』について

安江政一*1

“Shokokusanbutsurei" a writ of an inquisition 

about the domestic products 

1. はじめに

『諸国産物令』は， 江戸時代の中期， 幕府

が全国に向かつて産物を調査して報告するよ

う指令した文書とされている.直轄領だけで

なく，各藩や寺社領などの私領にまで送られ

ていた.この文書が，江戸時代の本草学的研

究を全国にひろげて盛んにするきっかけにな

ったものとして注目されている.明治前日本

生物学史1) では「享保乙卯従公儀諸国エ産物

御尋案文J(以下「案文」と略記する)とし

て引用し，その一部を転載して説明している

が，図 1(a)に示す ように， w諸国産物令』が

この文書の名称であり， r案文」 は同図 (b)の

ように，本文書出しの第 1行である.前記生

物学史には，この指令に応じて各地に本草学

的調査が始まったように述べてあるが，図 1

ω)の中央より少し左寄に記載されている よ

うに， この「案文」の出されたときよりずっ

と早く，享保7年に仰出があったことがわか

る.さらにこの「案文」を読み進むと，調査

指令とは異なる部分，すなわち享保7年の御

尋に応じて提出された報告書を点検し，それ

を整理してまとめ，批評し，訂正などの作業

を行って，その結果をふまえて今後の医薬の

あるべき姿を指示した部分が大半をしめてい

る.明治前生物学史においては「案文」とし

て引用し，もっぱら産物調査に関するものと

して解説してあるのは 3ページ後半の「和

ホ1新潟薬科大学
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薬種」以下を医薬に関する指導文書として割

愛し，生物学史の立場から「案文」の部分だ

けをとりあげたものと思われる.それでは薬

学に関する部分が脱落するから， 今回， r案
文」も含めて『諸国産物令』という文書全体

としてとりあげることにした.

産物調査に関する最初の文書が，どのよう

なものであったか，いまは資料がなくてわか

らないが，徳JII実紀2) などから窺うと「…

丹羽正伯が庶物類纂増修の命をうけたから，

それに関連して諸国の産物関係者に問合せる

こともあろうから，そのときは協力するよう

領内に周知しておけ」という通知であったと

のベ，産物を調査して文書で提出させるよう

な意図は含まれないような書き方がしてある.

ここにいう「案文」という語の意味は，原

案とか草案の意ではなく，意向を示す文書と

解すべきものと思われる.w諸国産物令』に

は，諸国へ産物を問し、合わせるという内容だ

けでなく，国産薬種の全国的流通に関する政

府の行政指導上の決定事項通知書としての性

格も与えられていた.輸入唐薬はすべて江戸

へ送られ，指定の問屋において検査されるよ

う規定3) されて幕府の管理下にあったから，

この産物令によって江戸時代の医薬はすべて

幕府の管理の下におかれたわけである.

産物調査に関する部分は初めの 2ページ半

であって，調査項目と答の形式を例示し，少

しばかりの注意書きがつけてある.前回はも



以下に『諸国産物令』の全文を判読して，

送りがなと句読点をつけて書きおろすが，説

明の便宜のため形を少し変えて番号を入れた.

この文書は前述のように，内容上二つに分け

られるから，初めの産物調査に関する部分を

Iとし，和薬についての指示部分をEとした.

両者において物品名一項目ごとにーを上につ

けてあるが，これを丸印Oにかえた.またー

をつけず，行を換えて書いてある注意事項と

か総括的記述には，二つの部分に別々の一連

番号を，カッコでくくってつけた.物品名の

下にはその解説が細字で2行にして記入され

ているが(図 1(d)左寄参照)， これは 1行に

してカ ッコでくくった.

なお筆写のとき，行を換えるべきところを，

換えないで、つめたと 思われる個所があったが，

元に返した.その他はなるべく原文に近いよ

うに心がけた，半IJ読できない文字は空白の四

角口で置き換えた.

『諸国産物令』の判読

ある.

2. 
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(d) (c) 

『諸国産物令』表紙(吋と初めの 3ベージ

((b) ， (c)， (d)) 
諸国産物令

I 享保乙卯従公儀諸国ェ産物御尋案文

(1) 何国何領産物 何誰内何誰

0穀類越中わせ柳わせわせ何何 な

かて何おく て何もちいね何 粟何 ひえ何

黍何小麦何大麦何 蕎麦何 大豆何黒大

豆何青大豆何ささけ何何ささげ何何大

豆何.

(2) 右の外穀類何にでも右の例にて書き加え

申すべき事.右一色を幾色にでも唱え候名，何

何と申す義幾色にてもこれあり次第，書き越し

申すべく侯.

0菜類菜何大こん何何何.

(3) 右の例にて菜類草木に限らず，食用に致

し候物これあり次第に唱え名幾色にでも，これ

ある分残らず書き加え申すべく候.

0菌類 0瓜類 0草類 0木類 0竹類

(4) 右これあり次第残らず書き様の{7U，同前.

0魚類 とちゃう砂むくり 何何何

何.0貝類 何何 書き様の例右同前.

0鳥類 〈ひなかねたたき何何.
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図 1

っと詳しかったのを， 2回目という 理由で簡

略にしたのか，あるいは前回記した部分は省

いて新たに追加した注意だけ記したものかわ

からない.第二部ともいう べき和薬への指示

事項から判断すると，前回は少なくとも和薬

については産物としての調査だけでなく，全

国の医師たちが用いている和産薬種を調べた

ことはたしかである.これら和薬のうち， 今

後とりあげるべきものを示し，誤用されてい

るものを正し， 贋物として今後使用差止めに

すべきもの，名称を改め正しい和名の使用な

ど，いくつかの項目に分けて詳しく指示を与

えている. 日本産近縁植物から作られた生薬

類は，本物ではないが，従来どおり通用させ

てよいとしている点などすぐれた決定がなさ

れている.この後半部分が，丹羽正伯の医師

としての学力と見識を盛り込んだ医薬の指導

文書として本草学的立場から見なおす必要が



0獣類但し猫鼠等の類も.かも しし 青し

し 何何.

0虫類まいまいっぷり かいっぷり 何何

何何.

0蛇 類まむし何 何何何.

(5) 右の分は食用に成り申さざる分も残らず

書加え申すべく候.

0城下町方にて験し申さず候えども，辺土の

百姓は験し申す物.大豆葉小豆葉野あさっ

きまむし いな ご何 .

0金 O銀 O銅 0鉄 0鉛 0錫 Oし

ろめ O辰砂 0琉E自 0土朱 0硫黄 0施

雰 O緑青 0明禁 0磁石 0水精 0雲母

0紫石英 0朴硝 0焔硝 0石膏 0滑石

0無名異 0鐙乳石 0赤石脂 0鉱石 0硯

石 0砥石 0緒卜石(但し何にでも緒卜に成

る石) 0付石 0何 0何.

(6) 右の外薬石と唱え，又は世上に少き珍ら

しき石土類出候国郡，村の名，山の名，小名委

細書き出し申すべく候.

0一色にても国の違い侯分は， ，¥]IJ段に相認め

申すべく候.

0右の内，献上これある物の儀は別紙に相認

め申すべき事.

II 和薬種

(1) 享保7壬寅年八月仰せ出され，唯今迄取

出し申さず候故，通用これなく候えども，向後

通用致すべき和薬.

0和連麹(大連けうの実，小連けうの実) 0 

和辛夷(こぶしの菅， しでこぶしのつぼみ) 0 

和細辛(佐渡細辛，日光はさんしちとい う草の

根) 0和白笈(しらんの根，又はけいらんとも

いう) 0和柏子仁 (そくはくの実，文はこのて

がしわともいう) 0和都李(庭むめの実) 0 

和木瓜(こうぼけの実) 0和飛龍(おにのまゅ

はきの根) 0和三七(さんしちの根) 0寒水

石(塩浜又は塚を積みたる地にこれあり) 0和

諮甲(すっぽんの甲) 0和椿実 (かうその実)

0和大葉麦門冬(葉大きなる しゃが髭の根) 0 

O和大煎(山あきみの根) 0和小東日(沢あさみ

の根) 0和馬蘭花(口口はりんの花口，又はは

れんともいう) 0和白葎(丸薬ふなはらの根)

0和紫草茸紫のわかはへ (但し只今迄商売にこ

れあり.立ちのびたる紫草は通用相止め申すべ

く候) 0和党活(ししうどの根，又はさいきと

もいう) 0和海桐皮(大たらの皮) 0和鬼旧

( 87 ). 

(ゃくるまの板，又はとちはともいう) 0和革

解(おにところの根) 0和白頭翁(かわらちこ

の根，又はせかL、草ともいう) 0和完花(しげ

んしの花) 0和威霊仙(九かい草の根) 0真

和升麻(水ふての根，又はあはぼとともいう)

0和金嬰子(なにわいぱらの実) 0和沙羨利

(口ねふの根) 0和淫羊葎(いかり草根葉，又

はてんとう草ともいう) 0和社仲〔葉のちいさ

きまさ木の皮白し，糸多く出る.筋多し，所々

の深山にこれあり) 0和彊蚕(かいこの内より

取出して通用) 0和阿片(けしの実) 0和考

薬(人家に植える考薬の叡をこれ以後， f乍り広

め，薬種に用ゆべし.只今迄:!.ヲ薬は草苛薬に

て，俗に山考薬又は山弓茸とL、う物なり .0和

巨勝(黒こま) 0和亀版(石かめのむないた).

(2) 近頃より間々取出し候へども，いよいよ

取出し通用到すべき和薬.

0和自主 0和木香(只今迄南木香と申し商

売致候.外に木香とばかり申し来り侯筋の事

也) 0和苦棟子(大和種) 0和鍾乳石 0和

菊花(只今迄通用の菊花は野菊の花なり.真の

菊花にてはこれなく候間，人家に植え侯菊の花，

白と貰なるを) 0和賞精(しゃうふ根) 0和

干漆(かわきたるうるし) 0和草烏頭(うつの

根，文はとりかぶとという) 0和穀精草 (ほ

しくさ) 0和緑豆(やえなり，又はふんとうと

もいう.近頃やえなりと存じ，商売致す所もこ

れあり候えども，多くは野緑豆と心得，商売致

す所もこれある由). 

(3) 真物にてはこれなく候間，向後通用相止

むベ和薬.

O(只今迄の)和馬蘭花，同根(し、の花と根に

て馬目白にあらず) O(同)和白蘇皮(むくげの

根にて白蘇皮にあらず) O(同)和館甲(海か

め又は犬かめの甲にして菌室甲にあらず) 0 

(同)和天竺寅(竹のさびにて天竺黄に非ず) 0 

(同)和白薮(琉球いも，又は赤いもという物に

て白薮にあらず) O(同)岩千膝(からす石に

て岩干膝に非ず) O(向)和威霊仙(色白し，他

の草，威霊仙に非ず) 0 (同)和升麻(水引草

文は手長草又は外の草にて升麻にあらず) 0 

(同)和賞丹({旦し光明丹と申し来り候筋，通用

致すべく侯) 0 (同)和大戟(まをの根にて大戟

に非ず) 0和菊花(野菊の花にて真の菊花に非

ず) 0和菖蒲根(石菖蒲に誤り用ゆ.石菖蒲と

は別なり) 0雷丸(泊桐の実にて雷丸にあらず.



但し油にしぼり通用致し候儀，苦しからず).

0和紫根 0和山梶子 0和紅花.

(4) 右の三色，外物にてはこれなく候えども，

古きを商売致し来り候間，通用栢止むべし.只

今迄染色に用い候新しきばかりを薬に用い通用

致すべく侯.

0和黄苓 0和角箇香.

(5) 右の二色，和賞苓，和角菌香と申す一品

に立て候て，広く商売は致さず候えども，唐物

の内へ雑え商売致し候所も，出す所も間々とれ

ある由.

O(同)和阿謬(是も一所にて候て，商売致さ

ず候えども，疑わしき物を此方にて製し，渡の

阿謬に雑え商売致し候所もこれある由) 0和

南木香(他草の根にて南木香に非ず) 0和笈若

子(たはこの実にて蔓若子に非ず) 和乾葛 (葛

の蔓にて干葛に非ず) 0和白組(是は薬種に用

いず，軽き香具に入り来り候えども，向後通用

致すまじく候)• 

(6) 真物にてこれなく候えども，只今の通り，

先ず通用致すべき和薬.

0和狽実 0和椋売 O河原柴胡 Oウト発

活 Oウト位、活 0和防風 0防風情IJり防風

ともいう) 0くL り升麻(鳥のあし， あはもり

ともいう) 0和木瓜(小さきをくわりんとい

う) 0和寒水石 (方解石なり ) 0伊豆縮砂

0和菌疎 O和統断(あさの根なり) 0和貫衆

(しだの根なり ) 0薩摩小人参 0薩摩威霊仙

O和亭藍子(なつなの突なり ) 0タマツサ括糞

(玉瓜の実なり ) 0和白ガt 0和苛薬 (草弓薬

なり)

(7) 只今迄，名を誤り来り侯閥，向後名を改

め，通用致すべき和薬

0和沙参と改む.只今迄せいねいと申し来り

候を

0和蔓沙参と改む.只今迄つる人参，或は沙

参とばかり申 し来り候を.

0松浦肉桂と改む.松浦桂心と申し来り候を.

0和土細辛と改む.只今迄細辛と申し来り侯

を.

0毛芋の何首烏と改む.何首烏と申 し来り候

を.

0万年青の苓芦と改む.蕃芦と申し来り候を.

0和琉泊と改む.蕪陸と申し来り侯を.

0ひきおこ しと改む (只今迄ひきおこ しと申

し遺ひ候えども，或は延命草，山薄苛とも申し
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来り候を). 

0和萎君主と改む.地黄精と申し来り候を.

09ツクサと改む.仙人草と申し来り候を.

0疾きり豆，或は野豆と改む.緑豆と申 し来

り候を.

0からすみ石と改む.からすみと申し来り侯

を.

0和議契と改む.山帰来と申し来り候を(但

し多くは接契と申 し商売致し候えども，間々山

帰来と申して商売致すもこれある白). 

0和野猪治と改む.猪油とばかり申し来り候

を.

Oとうやくと改む.胡黄連，或は当薬と申し

来り候を.

Oうころもちと改む.土龍と申し来り候を.

0犬さんせうの皮と改む.海桐皮と申し来り

候を.

0みそはぎと改む 鼠尾草と申 し来り候を.

0香具和片脳と改む.片脳と申し来り候を.

0絵具緑青，或は和銅線と改む.奈良緑青と

申し来り候を.

0絵具和紫と改む燕脂或は円紫と申し来り

候を.

Oろうはと改む(只今迄ういと申遺候えども，

又は緑禁と申し来り候を.緑雰は外の物なり)• 

0和薄荷と改む(只今迄多く薄荷と申し来り

候を.又新薄荷又龍脳薄荷と申 し来り候を). 

OはLこ草と改む完花と申し来り候を.

Oあま茶と改む.葉甘草と申し来り候を.

0せんたんの実と改む 川棟子と申し来り侯

を.

(8) 右の外名を誤り来り ，或は狼りに名をつ

け，商売致し来り候物これあり候.或は三十同

延命皮と名付来り候類，多くこれあり候.か様

の類は此の後相改め，犬さんせうの葉(皮)，む

くろしの皮と申す様に，俗名にてかな書に致し，

通用致すべく候.平生の薬用に入らずと，所々

にて名を替り候.其類は書付にも記さず候問，

右の例を以て相改め申すべく候.

(9) 他物雑りこれあり候間，向後相改め通用

致すべき和薬.

0和桑寄生(真物も間々商売致し候えども，

多くは諸木のやどり木雑りこれあり侯). 0 

和青禽 (真の物も間々商売いたし候えども，多

くは真青ばか りを取出し， 又は貞禽雑りこれあ

り候). 



(IQ 雑物の類，此の二種に限り申すまじく候

間，此の越を以て相改め申すべく候.

ω右何も和薬ばかりの事に候.唐薬の事に

てはこれなく候.もっとも此の帳面に書付これ

なき和薬は只今迄の通り通用致すべく候 寄付

これある分は書面の通り，相守り 申すべく候.

以上

享保卯五月改

(宝暦庚辰二月日写)

3. W諸国産物令』の内容

I. 諸国の産物についての質問書

この書出しにある案文という 言葉は，草案

L の意、ではな く，意向を示す文と解すべきこ と

はまえに述べた.いきなり報告書の形式を具

体的に示して，この文書が産物調査の命令書

であることを示しているが， 唐突の印象を与

える.それは享保7年の「仰出」を前提にし

ているためで、あろう.報告書の表題はおそら

く前回と同様で， I何国何領の産物」とし，

報告責任者の所属と氏名を明らかにするよう

指示している.

(1) 穀類については，呼び名をすべてあげ

るよ う指示している.部落におけるイ ネなど

の栽培植物の品種名は，それをもちこんだ人

の名で呼ぶことがあったから，同一品種でも

部落が違うと別名になることがある.それゆ

え 1種しかなくても，い くつにも数えあげ

られるこ とになる.

(2) 右の例にあけγこ穀類のほかに穀類があ

れば，それを残らず書き加えること.本草綱

目では米麦と雑穀をかなりこ まか く分類して

いるが，前回の 「仰出」があるのでおおさ.つ

ばにまとめたが，脱落をおそれてこの注意書

をつけたように思われる.

0菜類

(3) これは野菜だけでなく，草木に限らず

食用になるものは何もかも書き加え，呼び名

もあるだけすべて書く ことになっている.常

食に用いるものから救荒植物にいたるまです

べて含まれることになる.

0菌類 0瓜類 。草類 0木類 0竹類

い) 右の品物はあるだけすべて書きだすこ
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と.書き方の例は前に示してある.

菌類には毒茸が多いのに，ここには何の注

意もない.すべてとは博物学的な意味で述べ

たのかはっき りしない.草類は薬草，毒草，

雑草，水草などに分類するのが一般であった.

木類のうち果実のなる木と粟やカヤの木の よ

うに種子を食用にするものは， 菓類に分けら

れるが，ここではそれも ない.

以上は， 食用が用途になっているが，よび

名をすべてかくので同物異名がいくつかあっ

て， 産物何種というとき，その数はいくぶん

水増しになる.

O魚類 O貝類 0鳥類 。獣類 0蛇類

(5) 右の分は食用にならなくても残らず書

くこと.ここに初めて，はっき りと博物学的

な調査方針が示された.この指示は魚類から

蛇類までに限ったことで，それ以外は食用を

目的としての調査か否か，この文書では明瞭

でない.この指令をもとにして実地に調査す

ると き疑問になったことであろう .これも第

1次文書に詳しかったものを，簡略にしたた

めに生じたことかもしれない.

O城下町のなかでは食用としてためしてみ

ることはないが， 辺部な田舎では食用とする

もの，たと えば大豆葉， 小豆葉，まむし，い

なごなども調べること.こ のことは一つの調

査項目になっている.救荒植物，非常用の食

物ではなく，農民の常時食用とするものの調

査である.

以上， 穀類などの主食から始まって，野菜

類，救荒植物におよび，農村における特殊食

物まで調べた上で， 一部に博物学的自然、物調

査におよんでいる.食用資源の調査にしても，

見地の相違があ ってまと めにくい ものがあっ

た. 本草学から博物学への過渡期で、あって，

現存する報告書にみられる内容の混乱は，指

示の趣旨がまだ一本になっていなかったため

であろ う.

O金，銀以下の金属類，塩類，土石類など

の鉱産物は，類にまとめることをしないで，

鉱産物 l種を 1項目にしているのは，財政上

貴金属鉱山に注目 したためで、あろう .

(6) 右のほか薬石といわれるもの，世間に



少なくて珍しい石や土の出る所は国郡，村の

名， 山の名などこまかく 書いて出すこと.幕

府は開幕初期における佐渡金銀山の夢をもう

一度と考えていたのであろうか.

01種類の産物であっても，国が違えば別

段として記載すること.岩瀬文庫所蔵本に尾

州図上という写本があるが，尾張藩内の産物

をまとめたもので，郡ごとに調べ，同じ産物

がし、くつか記されているのは， このような指

令に従ったものであろう.

O右記のうち，献上品があれば別紙に書い

て出すこと.

11. 和薬種

(1) 享保7年8月に御尋があったのに，今

日まで名称がとりあげられない和薬は通用し

ていないためであろうが，今後積極的に用い

るようにすべき和薬として，和連麹から和瞳

甲まで35種あげである.これらの薬径は和産

があるにもかかわらず，まったく用いられて

いなかったと思われる.

(2) 最近ときどきとりあげられるが，今後

いっそう通用させるべき和薬として，和自主

など10種があげてある.これらのものは舶来

のものに比べて品質に差がないと認められた

と思われる.

(3) 本物ではないから，今後通用差止めに

すべきものとして和馬問から雷丸まで13種あ

る.雷丸のような菌の生成物を，ア ブラギ リ

の種子でおきかえるような贋物が出ていたら

しい. 量が多かったとみえ，泊を搾って使う

分には差し支えないと付記してある.

(4) 染色に用いられる生薬の紫根， 山裾子，

紅花は，薬用には古いものが用いられている

が，これは不都合であるから，染色に使うと

同様新しいものにするよう指示した.漢薬の

中には古いほどよいとされる 6陳とか8陳な

どとよばれるものがあったから，この染色用

生薬は誤ってわざわざ古いものを医療用にし

ていたものと思われる.

(5) 和賞苓と和角田香は使用される地方は

限られているが，商品の中へまぜてあること

がときどきあるという .この 2種と次の和阿

腰以下和白担までの 7品目は 3項の今後差
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止めにすべきものに入ると思われる.物が相

違していたり，わが国内でまぎらわしい物を

f乍ってまぜたりする不正行為があったと思わ

れる.

(6) 本物ではないが，いままでどおり通用

させるべき和薬として和炉、実から和勾薬まで

20種ある.キコク，オケラ，ヤマシャクヤク

など，漢薬原植物と近縁の国産植物から製し

た生薬類が含まれ，すぐれた判断による指示

であった.

(7) 調査命令に対する報告書のなかで，名

を誤っているものがあった.今後;このよう

な誤った名を改め，正しい名で通用させるべ

き和薬として26種があげてある.当時，植物

名はE襲名を正名とし，和名を方言とする考え

方があった.たとえばもぐらを土竜，せんだ

んの突を川棟子とよんでいた.これを改めて

うころもち，せんだんの実，犬さんせうの皮

などと俗名でかながきで示すよう指示した.

薬はいまでももったいをつけた名が好まれる

から，これは思い切った処置で、あったと思わ

れる

(8) 右の外名称を誤ったり，勝手な名をつ

けて販売する者があるが，このようなことの

ないよう，名を正しいものにして通用させる

べきである.

(9) 他物がまさ.っていることがあるから，

よく検査して用いるべき和薬に和桑寄生と和

青暫がある.

(1<) 雑物のまさ.っているのは右の 2種に限

っているわけではないから，この趣旨に従っ

て改めるべきである.

ω 以上は和薬についてだけのことであっ

て， 漢渡来の薬種のことではない.この文書

に書いてない和薬は，これまでどおり通用さ

せてよく，この文書に記載されているものは，

書面のとおり守る ようにすべきである.

4. むすび

『諸国産物令』 は，従来本草学的産物調査

についての命令書とされていたが，杏雨書屋

に所蔵されている，享保20年に出され，宝暦

10年に筆写されたこの文書は，詳しく 調べる



と産物の調査だけではなく，医薬品の行政指

導書と しての性格の強いものであることがわ

かる.それは「享保7年の仰出」として出さ

れた文書に応じて提出された医薬品に関する

報告書を点検，整理し， 贋物の流通を禁止し，

誤用を改め，名称統ーなどの作業を行った上，

和薬取扱い上の一般的注意を与え，和薬の今

後あるべき方向を示していっそう流通させる

よう指示したものである.実際にこの文書は

2年後の享保9年 7月には，罰則を伴う法規

に編入おされたので、ある.その効果は上がら

なかったためか，和薬使用奨励の触書はその

後にも出されている 4)

「享保 7年の仰出」はどの ような ものであ

ったか資料はないが，少なくとも医薬品につ

いては産物としてより，流通している品目，

その原植物，生薬名などを調べて報告させた

ことがわかる.享保20年の文書による産物調

査の部分は，現存する産物調査記録5) に比べ

て，著しく筒略にされている.医薬品流通に

ついての指令は，これをもって決定とする意

気ごみが感じられ，詳細な点にまで及んでい

た.薬品についての解説と評価は簡単である

が，当時普及していた一般医家の医薬品につ

いての学問的水準を知らせるものとしての意

義もある.
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Summary 

The document，“Shokokusanbutsurei，" dis-

patched by Tokugawa government， has 

been explained as an 0伍cial order to 

investigat巴 thewide ranges of the domestic 

products distributed in those days. But the 

re-investigation has revealed that it was an 

executive guideline based on the previous 

examinations of the medicinal products cir-

culating in those days. 
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完全医薬分業ができなかった史的考究(その1)

中室嘉祐*1

Historical research study on why there can be no separation 

between pharmacy and medicine in Japan (1) 

序 論

古代の医・薬は東洋，西洋と も医薬兼業1，山

であったが， 文化の発展，とくに西欧におけ

る科学の進歩，生物学の進歩は医 ・薬より医

業医学を，また錬金術 ・化学の進歩は薬業薬

学を分離発展させ，この両者は互いに密接な

関係を保ちつつも，別個の体系を作るに至っ

Tこ.

1240年，国王フリード リッヒ 2世(Freder-

ick II)は 国策上，両シチア王国に医薬分業

法 (Legislation Separating Pharmacy and 

Medicine)を断行したお. その後，西欧の諸

国も医薬分業を行うに至った.

西欧諸国において医薬分業の慣習をもって

新天地に移住し，アメリカ建国に協力した人

人のうち，モーガン(JohnMorgan)はヨー

ロッ パに留学して医学を学び，アメリカに帰

国し， 1765年今後アメリカにおいては医薬分

業 (separationof pharmacy from medicine) 

を励行しようと主唱した3) 1787年，13川|は

アメリカ独立宣言を行い，現在ア メリカ50州

においては完全な医薬分業が行われ，きわめ

てまれに薬局での無処方筆調剤 (overcount-

er prescription)が行われると，ナ|、|法廷の処

罰の結果がアメリカ薬剤師協会雑誌(Journal

of the American Pharmaceutical Associa-

tion)に載ることもあるが，現在アメ リカで

は厳格に医薬分業が行われている.

ホ1奈良佐保女学院短期大学，元大阪薬科大学
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Kasuke NAKAMURO*1 

現在アメリカの薬局は，多くは医薬品の陳

列の外に，スー パーにあ るような雑品が所狭

しと並んでいて，さらに軽食のとれるソー タ

ファウンテン兼業の薬局4) もあって，夕刻，

すべての商庖が閉庖後の市民の生活を支えて

いる. 薬局の奥の調剤室 (PrescriptionDe-

partment)白のカウンタ ーには，近隣の診療

所の医師，内科，小児科，眼科， 婦人科等の

名刺箱が置かれていて，お客からの病気の相

談には，その名刺を渡して医師を紹介し，さ

らに電話で受診時間の予約をするなど，アメ

リカの開局薬剤師と診療所医師とはきわめて

密接な関係にあることが伺える.

英国ではロイド ・ジョージ(LloydGeorge) 

らの努力により 1911年国民健康保険法 (Na-

tional Insurance Act， 1911)が世界ではじめ

て国会を通過した九日. 当時アングロサ クソ

ン系医師には，医薬兼業もあったが，同法に

より処方する医師は調剤すべからず (those

who prescribe should not dispense)と規定

されたためI，Zに保険医の医薬分業が完全に行

われるに至った.当時の英国の人口 4，000万

人中の 1，500万人がこの法の恩恵に浴した白.

その後同法は少しずつ改正されてへ現在

National Health Service Act(1977) ， National 

Health Service (Scotland) Act (1978)， Health 

Service Act(1980)等7，8)が行われ，英国民の

ほとんどが，これらの法を利用している.英

国の特長は市民は近くの好きな家庭医に登録



し 1人の家庭医は最高 3，500人まで(平均

2，200人8))の市民の登録を受け持ち，医師の

収入は日本のごとき出来高払いでなく，基本

手当と登録人頭割報酬等によるため，人口

1，000人当りの処方築発行枚数は，英国では

きわめて低く，欧米文明田中最低で、ある9)

なおイタリアは英国方式に似た家庭医への

登録制をとっているが，医師数の過剰から，

l医師に対する登録住民数は 1，500名までと

なっている白.

ドイツの薬局では，その入口付近に照明付

きの小看板があって，当日の深夜営業の当番

薬局名と地図が明示してあり，都市新聞にも，

夜間営業の当番薬局欄があって，深夜に処方

筆を持って街を訪ね回らなくてもよい.道路

に面した薬局のショーウインドウにはきわめ

て高尚な陳列で，医薬品や病気の説明があり，

扉を聞いて薬局内に入ると，医薬品の陳列の

みで雑品はなく，奥の調剤室に入って， 日本

と比べてきわめて異機に感じるのは，調剤 ・

製剤用の天秤が， 日本ではもっぱら上皿天秤

型式が多いのに， ドイツの薬局では化学天秤

をきわめて大型にした下皿天秤を用いて，調

剤・製剤を行うことである 10) 阪大の瀬良好

太薬局長は昭和3年4月より，約 1カ年の欧

米薬局視察に際し29) 阪大病院での製剤用に

と，このドイツ製の化学天秤式の大型下皿天

秤を輸入され，どの薬局員も 2~3 度は試用
したが，感度がきわめて鋭敏で、，秤取に時間

を要しすぎ，そのまま放置されて，第2室戸

台風による浸水で、使用不能となった.現在は

岐阜の薬の博物館に寄託されている.このよ

うに調剤製剤用衡器が日本とドイツとで全然、

異なるほか，薬剤学的になるが，通常の調剤

方式も日独では大差があり，たとえば劇薬の

分包散剤において， 日本のどの教科書にも紹

介されてない Pulverschぽchen(散剤分割用

小舟法)が日常繁用されている 10，12) 戦後日

本では 1枚の処方築が，もし東京と地方とで

異なって解釈され調剤されて，薬剤の剤型や

性質や表示が違っては困ると， 日薬調剤技術

委員会の東京と京阪の委員とで編集し， 1955 

(昭和30)年「調剤指針」ωを全国各地での講
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習会テキストとして刊行し，のち度々改正を

重ねて現在に至っている.薬局実務者はもち

ろん，薬大の教科書として，また薬剤師国家

試験問題も，本書中から毎回のように出題さ

れてはいるが，調剤指針はまったく日本式に

凝り固まった調剤術で、あろう.

医学において病人に接する部分の医学は医

術と称して，診断法，手術方式等の勉学に各

医科大学17)から欧米へ多数留学し，医術と医

学とが密接であるが，病人に接する薬学とし

ての薬術はなく，調剤術がこれに匹敵するで

あろうが，医学の医術ほど薬学の調剤術は重

要視されていない.新制薬科大学が誕生して

30余年ともなれば，薬科大学の薬剤学者，病

院薬剤学関係者は，調剤指針のみに頼ること

なく， [""比較調剤学」というか， 欧米の調剤

術(学)を放行者としての見学でなく，留学し

て探求し，医術同様，薬術を向上させる必要

があるのではなかろうか.

とくに乞うて， ドイツの薬局の隣室にある

大きい Laboratoriumと通称する部屋に入る

と12) 歴史を逆行する感で，博物館の標本室

か，西洋薬学史の銅版挿絵を見るようで 1

~2世紀前の調剤器械が並び，ここ伺年も使

用されたJ様子がなく，扉一つを境にして，現

在と過去とが共存している.この実験室は薬

局によっては製薬室であったり，製剤室であ

ったり，ホメオパシー (Homoeopathic)製造

室であったりして23に多少の差はあるが，西

欧の薬剤師が街の化学者として活動し，数多

くの発見や研究を発表して，市民から尊敬さ

れ，現在の医薬分業を不動のものにした原点

を見せつけられ，頭の下がる思いがする.

いずれにしても， 多少の差はあるが，欧米

の文明国では， 完全な医薬分業が古くから行

われ，開局薬剤師が国民から多大の信頼を得

て活躍している.

医薬分業をめぐる史的考究

医薬分業達成のため，明治 ・大正 ・昭和と

先賢たちは血の渉む大変な努力をされたが，

「完全医薬分業がなぜできなかったかJ，とい

う標題は薬学人にとってタブーである.しか



し日本薬学会薬史学部会で，何回かの発表を

続けた結果14・16) この標題となったが，この

難闘を乗り越えてこそ，真の分業が到来する

ものと確信する.

医薬分業とは「医師が診察して，治療上薬

剤を投与する必要がある場合には患者に処方

筆を交付し，患者は自分の選んだ薬局で調剤

を求めるもので，患者は医師と薬剤師とを自

由に選ぶ権利がある.ただし入院の場合は，

給食と薬剤は病院の定めに従うのが原則であ

るJ.
昔日本の医療は墜(くすし，薬師)によっ

て行われ，その名のごとく医薬兼業であっ

た山.その後中国より伝わった漢方医学は，

病気の状態から陰陽五行説に基づいて病気の

証を定め，その証に合った漢方処方を投薬す

る医薬兼業であり，幕末長崎から伝わった蘭

方医学 ・西洋医学も，西欧では完全な医薬分

業を行っていたが，医薬兼業の形で伝わった.

すなわち幕末の鎖国時代に，西欧の文化は

長崎の出島を通してわずかに日本に伝わり，

歴代の商館医のもとへ， 日本各地の大名など

から派遣された落医 ・医学生たちが多数留学

し，オランダ医学の教えを受けた.オラン

ダ商館医の海軍二等軍医のポンベ (].L. c. 
Pompe)は，幕府の西洋医術伝習所教官でも

あったが，医学教育は講義や屍体解剖のみで

は不十分で，病院を建設して教育せねばなら

ないと強く幕府に申請し， 1861 (文久元)年

9月20日， 日本で最初の西洋医学の病院，長

崎養生所が完成した19-22)

病院は木造 2階建で16病室 ・120床， 手術

室，薬品 ・器械 ・図書室などあり，ボンベの

臨床教育は，多数の学生を 3カ月交代で，処

方築の記載，包帯学，調剤室における調剤な

ど， ヨーロッパ式の教育を行った.隣室から

糸脈で診察する当時の漢方医学とは異なり，

洋式の診断法を行い，西洋医薬品を用いた処

方筆を発行し，薬室で調剤を行った19・21) 長

iI時には薬学の留学生がほとんど来なかったの

で，長崎に学んだ医学生は薬室で調剤を行っ

たから，医師は西洋医学では調剤できると思

ったにちがし、ない.
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翌文久2年，ボンベの後任にオランダ陸

軍一等軍医ボードウィン(A.F. Bauduin)が

着任し，ボンベ同様熱心に医学教育を行っ

た20，21)

「西洋医学を行い，医師が薬局を管理し，

調剤を管理する方式を，私はとくに，長崎式

西洋医学」と分類したい.長崎に留学した医

学生は，出身地に戻り，長崎式西洋医学すな

わち医薬兼業の西洋医学を広め，また幕府の

西洋医学所に召された医師20)も，長崎式西洋

医学すなわち医薬兼業を行い，この方式は明

治となり，大学東枝・東京大学へと続いた.

当時の兼業の状況は，明治元年の長崎病院規

良則リ2

の医局規則25臼》にも 「入院患者の処方書tは主残ら

ず医局に貯えおき後照に備うベき事」とある

条文によつても明らかである.

東京大学にも調剤室の設備はあったが，そ

の調剤管理権は医局にあって，この医薬兼業

が，東大ではその後，半世紀以上も続くこと

になる.翌明治4年東京大学へは， ドイツの

2人の軍医ミュル レル(L.Mueller)陸軍少

佐(外科)，ホ フマン(T.E. Ho丘mann)海軍

少尉(内科)が，医学教官として着任し，東

大のオランダ式・英国式医学はドイツ式へと

変わった26)

ミュルレルは， 日本には薬剤師という専門

職がなく，病院調剤は医局で、行われていたの

で，翌明治5年11月， ドイツから若いニーウ

ェルト (Niewerth)薬剤師を東大に招き，附

属病院に薬局を整備させ，処方筆の調剤，薬

局の管理などを指導させたが27)彼を薬学の

教授にすることも，薬局長に就任させること

もなく，任期3年で帰国し，調剤と処方築の

管理権は引きつづき医局にあった.また西洋

医学に用いる医薬品は，当時すべて輸入に頼

ったが，しばしばニセ薬が納入されて鑑別す

る必要が起こり，明治6年，ホフマン， ミュ

ルレルの両人の薬学校規則をそえて，政府に

薬学校を東大に設立する願を提出した26) こ

れは後に製薬科(後年の薬学科)開設の基と

なった.しかし東大病院には，調剤室の設備

はありながら依然薬局長の制度はなく， 調剤



管理権は引き続き医局にあり，東大の医薬兼

業は明治41年6月勅令に基づく薬局長の発令

の後までも続くことになる.

ホフマン ・ミュルレノレ着任の翌年，明治5

年，政府は全国的な学制改革を行い，大阪の

国立医学校病院を廃校と した. 当時の院長

は高橋正純で，蘭医は エルメレンス (C.J.

Ermerins)であった28，29，35)

大阪府民は西洋医学の病院の廃止を惜しみ，

大阪府に再建を迫り，明治6年2月15日，西

本願寺北御堂津村別院境内に洋式の病院(の

ちの阪大病院)を新築した. 院内には診察局，

医局，手術局，薬局，図書室，講堂を備え， 48

病室 .150床あり，院長は国立病院廃院当時

の高橋正純，蘭医はエルメレンスで、叫35，373，

開院当日 ェルメレンス指導による 「大阪府病

院各局規則30)Jが公布された.これは日本に

おける最初の近代病院規則であり ，医局規則，

薬局規則(注 1)，器械局規則，書籍局規則，事

務局規則，入院外来患者規則，給食規則等よ

りなり 15九日本で最初の栄養豊かな病院給食

が開始された31)

(注 1) 大坂府病院各局規則30)明治 6年2月

15日

第 1章 医局規則

1 当直医師交代ノ儀ハ朝8時ヲ定期トス

2 ~10 略

第一2章 薬局規員Ij

1 薬品ハ厘毛ノ差大ニ其効用ヲ異ニスノレノミ

ナラス生命ニモ関スノレ程ノ害アノレガ故=.

逸々秤量ヲ用ヒ精々注意致スベキ事

2 総テ薬剤ノ製煉及ヒ配合ハ一切薬剤師(司

薬生)自ラ執リ 行ヒ， 習熟ノ召使タリトモ

之ニ取扱セ候事竪ク厳禁タノレベキ事

3 薬剤ハ入院患者ノ配剤録及ピ外来患者ノ;処

方書ニ会計局割印ヲ附ケタノレ者ニヨッテ調

合致スへ‘ン，右両書之レナキ者ニハ一切投

薬ヲ禁止スベキ事

4 劇薬類ハ他薬ト混雑セザノレヤウ別ニ箱中ニ

納メ，薬局長其開閉ヲ司ノレベキ事

5 薬品注文ノ節ハ逸々院長ノ検印ヲ受ケ，事

務局ニ差出スベキ事

6 薬品ノ出高ハ毎日洩レザノレ様記・ン置キ，月

末ニ総計イタシ，院長ニ差出スベキ事
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以上

また医局と対等に定められた薬局規則が初

めて公布されて，医局の発行する入院外来処

方筆を薬局で調剤する，完全な病院医薬分業

が日本ではじめて開始された山.実に翌明治

7年 8月，東京・京都 ・大阪の 3府に布達さ

れる医制25)の， r医師タル者ハ自ラ薬ヲヒサ

グコトヲ禁ズ医師ハ処方書ヲ病家ニ附与シ相

当ノ診察料ヲ受クベシ但シ現在開業中ノ (2

等)医師ハ願ニヨ リ薬舗開業ノ仮免状ヲ授ケ

調剤ヲ許ス」等， 日本最初の医薬分業法が伝

達される前年である(しかし本法は但警によ

り医師に都合のよい医薬兼業法である).

大阪病院では薬局長が薬局管理をするほか，

その後の薬局長，東大製薬科第2回卒業生の

乃美辰ーは最初の日本薬学会員30名中の 1人

でもあり 3へ医学校教授を兼任して医学教育

を行い， 22卒業学科中5学科を教授した29)

戦後米国式医薬学となり，国立薬剤部長は医

学部教授職の現在， すでに 100年前府立大阪

病院では，薬局長が医学教育に協力した. 日

本の病院薬学は府立大阪医学校病院において，

花聞いたとし、いうる凶.大阪大学五十年史に

よっても歴代の薬局長， r乃美辰一(1881~) ，

原口養林 (1888~) ，町田伸 (1890~) ，蓮井宗

吉 (1894~) ，大槻=t (1897~1914) の当時の薬

局長(薬剤長)は，いずれも，医学校の教諭

(教授)を兼務し，薬局員のうち助教諭および

助手として発令のあった人々は共に医学校に

おいて教育に当った山」と記され，薬局長が

医学生に講義のほか， 実習教育にも協力した

ことが伺える山(この府立病院はのち府立大

阪医科大学病院，大阪帝国大学病院，現在の大

阪大学病院へと発展することになる 11，29，35))• 

明治初年の政府の施政は，東京 ・京都 ・大

阪の 3府へまず布達し25) 適法とわかると他

の県へ公布したから，この大阪府立病院に倣

って全国の県立病院に次々と薬局長 ・薬局員

の制度が定められ， 日本中で病院医薬分業が

始まった.たとえば，明治8年の石川県病院

(一般には金沢病院)規則3川こは薬局長，司薬

(薬剤師)の定めがあり「薬剤ハ入院患者配剤

録或ハ処方書ニ医員ノ検印アルモノニ調合ス



若シ検印ナキモノハ投薬ヲ許サス」とあり病

院医薬分業が行われていたことがわかる(金

沢大学病院の前身である).また宮城県立病

院にも正 ・副調剤所長，調剤員が任命され

て叩，調剤の独立が行われ，調剤所長は第二

高等学校教授を兼任して医学教育にも協力し

た.このように次々と日本中の県立病院では，

病院医薬分業は終に日本中の公私立の全病院

へと，現在のように完全な病院医薬分業へ発

展することになった.

なお大阪医学校病院の大槻=t薬局長(明治

26年東大薬学科卒，長崎医学校より転任)は

薬局へ配合禁忌の処方筆が来ると，自ら持っ

て医局へ赴き，講義で述べた点を再教育され

るので，医員からは大変恐れられていた.ま

た薬局用図書としては，独英の薬学書を集め

られ，とくに薬局専用のパイルスタイン各巻

を医学校用とは別に揃えられた.私は明治時

代，病院薬学の研究発表機関3丸山のない時代

には，病院薬局に専用のノくイルスタイン各巻

が揃っているごとは，その薬局に病院薬学が

あったと解すべきで，たとえば九大薬局には

あったが山，東大薬局にはなくて薬学科のも

のを使用していた.

大正 3 (1914)年9月大槻=t薬局長は大阪

薬学校(のち大阪薬専)の専任校長に転出し，

佐多学長は，瀬良好太教授を薬剤科長に発令

したが， 薬局員一同と大阪府薬剤師会とから，

薬剤師でない薬局長の発令に猛然、たる反対運

動が起こり ，当分「監薬科長」として発令し，

薬剤師国家試験を受けることになった.当時

の新聞は「医学博士薬剤師国家試験に落つ」

と大きく報道したが 2回目に合格して，初

めて薬剤師の「薬剤科長」が発令された.こ

のように阪大薬局には薬剤師の薬局長によっ

て薬局を管理し，薬局内は薬剤師によって運

営すると L、う厳然、たる流れが，明治6年以来

続いている.瀬良薬局長は大阪医科大学教授

をも兼任して山医学教育へも協力した.薬剤

科長発令とともに， 日本中の大学病院薬局を，

詳しく見学して教えを乞い，東北大学病院で

は，すでに注射剤の製造を行っていたので，

薬局員を留学させて教えを受けた.瀬良は各
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種の調剤用器機を改良する32)ほか，薬局専用

図書としてはパイルスタイン追補版を揃え，

公費による図書の購入は独英の原書に限ると

して，病院薬学の高揚に努めた.昭和9年，

阪大に微生物病研究所開設とともに専任教

授35)として転出し，阪大歴代薬局長中，在任

20年の最長期にわたった.

瀬良薬局長の後任には，布i甫庄三郎薬局長

が就任した.満州事変，日中戦争と戦局は拡

大し，薬局員は急減し，調剤 ・製剤を薬剤師

の手で完遂するには，今後は女子薬剤師を採

用する外なしと， 病院長の了解を得た.当時

大阪には大病院は日赤と阪大の 2病院のみで，

きわめて多忙であり(当時阪大病院は特別採

算制で，多忙な診療科へは多額の予算が配分

されていた)，西尾幾治事務長の特別の配慮、

により，当初約20名の調剤員(薬剤師)は女

子薬剤師採用とともに，順次増加して40名以

上にもなった. 薬剤手(文部技官)約10名と

あわせて50名以上の有給薬剤師に山，加えて

無給研修薬剤員がつねに1O~20名いて，この

多数が狭い薬局で活動していた.

阪大病院では，戦前すでに薬剤師は男女平

等の俸給 ・勤務(調剤 ・製剤 ・深夜翌朝まで

の宿直)を行っていた.阪大病院に薬剤師を

多数採用できたのは，近くに帝国・神戸の両

女子薬学専門学校があり，それぞれ野崎仙太

郎校長(岡崎二郎教務部長)，金子太郎校長の

特別の配慮によるもので，当時国民徴用令

(昭和14年公布)の世相でもあったが，きわめ

て優秀な卒業生を，阪大病院研修生として推

薦された結果で、あろう .

大阪大学病院薬局では，薬剤師のみによる

調剤 ・製剤，病院医薬分業が戦前 ・戦中を通

じて完遂されていた.

布浦薬局長は，当時の現行外国薬局方，独，

瑞，伊，英，米，仏， T，西，中等を購入し

たが，戦後米国局方は大阪では貴重な一冊と

して各方面から珍重された.

大東亜戦争に突入して，後任に東大より野

上寿薬局長が昭和17年就任した.同氏は「阪

大病院は患者(病客といっていた)も多く，

薬局も多忙をきわめたのに職員の応召のこと



もあり…職員は幸い多い時は薬剤師が50人を

超えていた山」と述べておられる.

なお，平岡栄一現薬剤部長によりパイルス

タイン旧版全部は，薬局図書室より，昭和47

年阪大中ノ島図書館に移管されて現存してい

る.

また東北 ・北海道地区に一つの薬学校もな

かった東北帝大病院薬局で、は，戦局とともに

薬局員は急減し，奥野政蔵薬局長は最少の薬

剤員で薬局を運営し，医局からの処方筆を完

全に薬局で調剤する方式を考案した.すなわ

ち製剤室に巨大なパーコレーター数基を取り

付け入手のかかる浸煎剤を，流エキスに代え，

調剤室では数人の薬剤師で，医局からの入

院 ・外来処方筆のすべての調剤を完遂するた

め 1人の薬剤手ごとに，高等女学校卒業の

調剤補助員4名ずつを配して，特製の大きい

U字型調剤台で，監視指導しながら調剤をさ

せた 昭和 9~14年の同大学職員名簿によれ

ば薬局長(奥野政蔵)1，薬剤手(文部技官)

9 ~10， 調剤員 1~3 ，合計1O~14名の薬剤

師と高等女学校卒業補助員16名とで運営され

ていた44¥

戦後，北海道，東北，北陸地区に，国立私

立の新制薬科大学が開設され，地域の病院薬

局，個人薬局等への薬剤師の分布が円滑に行

われたことは，国民の保健衛生上喜ばしいこ

とである.

(注 2) r薬史学会場にて 1会員よ り「史実

の検索に新聞を用いては如何」との提案を賜っ

た.これは「市史編集」に常用されているが，

日刊紙では記載に濃淡があり，病院薬局長，薬

局員の記載は求めがたいので，もっぱら政府刊

行の職員録に拠った.明治政府は政府の新聞・

官報の付録として，年1回 「職員録(甲 ・官立)

(乙・府県立)33，34lJの2冊を発刊し，これに全

国のすべての官公吏の官等，俸給，高級官の住

所を収載した.後大蔵省の発行となったが，信

頼度が高く，同時に横に全国的比較ができ，累

年で縦に進歩の状態がつかめるので，もっぱら

これに拠った.戦後は官吏の急増で部局長以上

の収載となり，各省ごとの「文部省職員録」等

によるが，これも大学病院では薬剤j部長と室長

までで，詳しくは「大学毎の職員録」によるこ
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とにした」

東京帝国大学では創立以来，附属病院があ

って診療が続けられてきたが，病院長・薬局

長 ・薬局員の制度はなかった.

一方，全国の府県立病院では，明治6年府

立大阪病院にならって，各病院には病院長，

医員のほか，薬局長と薬局員数名が任命され，

さらに県立医学校のある，宮城，愛知，京都，

岡山， 長崎等の病院では府立大阪病院のご と

し薬局長は医学校の教諭(教授)を兼任し

た.さらに薬局員中の 1名は医学校助教諭を，

1~2 名は助手を兼任して医学教育に協力 し

た.すなわち府県立病院では早くより，医局

と薬局とが対等の活動を行い，病院医薬分業

が完全に行われていたことがわかる.

その後東京帝国大学では，明治20年を過ぎ

て附属医院に医院長 1人と病院助手約20名が

任命されたが，薬局長の制度はなく，調剤所

の設備はあったが，そこに東京帝大薬学科卒

業の薬学土の薬剤師が，病院長の助手と して

任命され調剤に従事し33九医局が調剤管理権

を握る長崎式西洋医学 ・医薬兼業がその後も

長く続き，明治41年6月勅令 142号により，

はじめて薬局長の制度が東大に誕生した.実

に府立大阪病院より35年も遅れてのことであ

る.他の帝国大学病院薬局長はさらにそれ以

後の任命である.

明治41年東大病院に薬局長の制度が設けら

れて，医局の処方築は薬局長の管理する薬局

で調剤が行われ，東大にも病院医薬分業が始

まったかのごとくとれるが，東大名誉教授野

上寿元薬局長談41)によると 「当時病院の各科

に医薬品備蓄設備を作って看護婦に調剤させ

たのである.この医薬品備蓄設備は，関東大

震災後の新築病院にも設置され，野上寿薬剤

部長就任のとき，同部長の意見によって撤去

されたとあり山J，さらに氏は「昭和31年所謂

医薬分業法が実施されることになったのでこ

れ幸いと，院外に処方筆を発行することにし

た.処方議発行については北村院長並びに教

授会の諸賢の賛成と協力が得られたことは幸

いであった.東大が処方筆発行にふみきった

ことは，医薬分業の推進力となったものと信



じている山」と述べている.

東京帝国大学創設以来，明治 ・大正 ・昭和

と続いた東大医局での医薬兼業は 「昭和31年

の所謂医薬分業法の出現と東大製剤学教授野

上薬局長の努力」で真の病院医薬分業が東大

で始まることになり， 実に府立大阪病院 (阪

大)より83年も遅れての近代化である.

日本の小病院(医師 3人・ 薬剤師 1人(0))

の病院医薬分業は， 早 くからその病院薬剤師

によって行われていたから， 日本最大の東大

の病院医薬分業が完行されたことによって，

日本中で病院医薬分業が行われることになっ

Tこ.

一方診療所(医院)では，処方筆は医師の

管理下で調剤される 医薬兼業 であったが，

1922 (大正11)年， 健康保険法4引が初めて公

布されたが， 英国におけるような奇蹟は起こ

らなかった.同法の数度の改正により， 国民

皆保険，制限診療の撤廃，被保険者本人の全

額給付となった時点で， 院外処方筆が少しず

つ発行され，増加の傾向にあるが， 日本の全

診療所の処方婆総数に比べると，きわめて徴

微たるものである.さらに昭和59年法律77号

による健康保険法の改正は， 被保険者負担増

となり ，診療所の処方筆発行を抑制するもの

と考えられ， 日本の完全医薬分業はほど遠い

もの といわなければならない.
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Summary 

In America and Europe there is a sepa-

ration between Pharmacy and Medicine. 

Japan's entry into modern Western medical 

practices began in Nagasaki. Many Japanese 

medical students came to Nagasaki and not 

only learned about Western modem medical 

practices but they also began to dispense 

medicine by themselves. Almost no phar-

macist went to Nagasaki because they 

thought the new medical students would 

dispense Western medicines themselves. 

When these Japanese medical students 

retumed to their home areas they began 

to dispense Western medicine to their own 

patients. 
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理不尽な宗田氏の駁論

一 日本の近代薬学の特質一

根本曽代子制

Dr. SODA'S unreasonable refutation 

-The peculiarity of modern pharmacy 

in Japanー

Soyoko NEMOTO判

薬史研究の使命

宗田氏の本誌前号所載の「再び板本に駁す」る高

圧的な表題を見た限りでは，とっさに私有;¥r日本薬

学会百年史の論点J(本誌 Vo1.18， No. 1)に対す

る反論と直感した.

というのは，ご記憶の方もおられるかと思うが，

氏の最初の駁文 (Vol.17， No.2)は，私の「日本薬

学会百年史J(以下，百年史)の書評 (Vol.17，No. 

1)および 「ファノレマシア」投稿に対する論難であ

ったから，本誌で“再び"とL、う字句を用いる論点

は，その範時に属するのが理の当然と思考されたか

らであった.

ところが宗田氏の駁論を読んで，大学で講じる氏

の真意が那辺にあるか， 懐疑的にならさ.るをえなか

った.業界誌「医薬ジャ ーナノレ」で終止符を打たれ

た記事を本誌に転嫁して，再燃する姿勢である.

本会会員諸氏には「医薬ジャーナノレ」を未読の方

が多いのではなかろうか.そのような状況判断から，

氏が唐突に同誌から断片的に前後の説明もなく ，事

実を曲げて独断的に論難しても，実情不明の読者は

当否の弁別に戸惑われるのではないかと思われる.

氏は同誌から10数事項を引例しているが，それら

は私が同誌上で2回にわたり，実証を示して反論し

たものである しかし氏はその明示を無視して，自

己中心の次元の低い曲解に悟然と しているのである.

したがって，こ のま ま黙過することは，理不尽な

氏の駁論を肯定したことになる.もちろん私個人の

ためばかりでなく， 薬史学の進歩にいささかなりと

役立つように，可能な限り薬史的事実を明確に伝え

ることは，薬史研究の使命であると考える.

医薬ジャーナルとの関連

そこで前提として，医薬ジャーナノレでの経過をざ

*1 日本薬史学会

っと述べておきたい.宗田氏は同誌に多年「日本の

売薬」を連載される常連寄稿家である. 氏は，私が

百年史を批評したことに対する返報として，筋違い

な私の本の問題点と題する記事を， r医薬ジャ{ナ

ノレ」の昭和58年 1月号に掲載したのが発端である.

しかしその内容たるや，日本の近代薬学史観に対

する氏の問題意識は，薬学発展の歴史の流れを把渥

する理解を欠き，論争に値しない末檎的な字句や問

題の追求に目かどを立てているのである.たとえば，

伝説徐福の諸説のある不老不死薬の一つ，天台烏薬

を近代薬学的見地から，かの阿片の本体モルヒネ発

見の先例に徴して，研究者が天然薬物の成分研究に

取り上げた事例を示した.ところが氏は古代史観の

面から否定して，徐福渡来の神話や伝説の解説を執

効に迫る見解の基本的相違は，論争の問題以前のも

ので，無視せざるをえないのである.

また文献重視を強弁する氏は，氏および他氏の文

献や論説を列記して，参照、を強要するのが常套手段

である.しかし各人各様の研究の自由と自主性の立

場から，各自が必要適切な文献を選択するのは自明

の理である.まして史観が相反する氏が，自身の考

え方で他を律しようとする姿勢は，思いあがりにつ

ながるものといえよう .

識者の聞で指摘されるように，街学的に文献を羅

列しでも，その行聞に潜む事実を把握し，背後の社

会情勢を洞察し考究する史限と叡知の作用によって

史実が左右される 他説を鵜呑みにしたり，文献の

表面に現われた字句や事項の穿撃に捉われていては，

新しい発見は見いだせないばかりか，錯誤に陥りや

すいのである.

ひるがえって前述のように，宗田氏が緩初に私の

本の問題点について医薬ジャ ーナノレに載せた記事は，

近代薬学の本質の認識から外れた非難に終始してい

た.幸い同誌編集部の了解を得て，意図的な錯誤に

対する反論を同誌4月号に発表した.

これに対する 6月号に掲載した氏の論拠はあいま

いで，学問的な争点を逸脱した，次元の異なる問題

提起であった.さすがに向誌編集部の目は高く，事

前に氏に対して 2回で打ち切りを通告したのは，雑

誌の品位を保つ見識として敬意を表したし、 それま

で同誌には無縁であった私に対しでも 2回，正当な

反論をもって応酬することができた.

先学が営々と築いた近代薬学の伝統と歴史を正し

く伝えて，未来の進歩発展に寄与する微意を汲み取
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られて，誌面を提供された医薬ジャーナノレ編集部の

支援に感謝したい.

明治の近代薬学の特質

私が百年史編纂委員を辞任した動機は，端的にい

えば，宗国委員長の薬史的見解に同調できなかった

からである.その理由は後述するが，宗田氏が決め

つけているように，私が討論もせず，自説を採用さ

れなかったためとしているのは，一方的な詑弁とい

うほかはない.

いうまでもなく，社団法人日本薬学会は，日本で

は最古に属する歴史を誇る有数の学術団体として，

国際的交流も活発に行われている.その輝かしい

100年の歴史を振り返って， 自然発生的に創立した

時代背景と，その基盤をなす草創期の近代薬学との

関連を正しく直視し，把揮することが，私が百年史

編纂委員としての基本理念であった.

明治維新の激動する転換期に直面した近代化政策

のなかで，重要な国民保健に関係の深い医学薬学は，

比較的早く緒についた.もちろん過渡期における試

行錯誤は避けられなかった.

特筆されることは，明治4年 (1871)政府がドイ

ツから招いた医学教師ミユノレレノレ，ホフマン両氏が，

日本古来の医薬慣習の宿弊を指摘して，薬学は医学

と共進する近代科学の独立した一分科であると建議

しTこ.

政府にとっては初耳の学問分野であったが，容認

するとともに， ミュルレノレらに諮って，近代薬学の

方針を進めた.明治6年 (1873)に近代薬育機関の

製薬学科(東京大学薬学部の源流)，明治7年(1874)

東京司薬場(国立衛生試験所の起原)の創設に次い

で，医師の調剤を禁じる医薬分業制の公布および日

本薬局方編纂が同じ系列に属する近代薬学の出発点

であった.100年余りの近代薬学の歴史の発展のな

かで，いまだに営利の絡む医薬分業制だけは，旧慣

習から容易に脱却できない.

それはともかく製薬学科卒業生や在学生たちが，

先駆者の気概に燃えて，新興薬学の発展と会員相互

の親陸を図る学術団体の結成に衆議一決した.明治

13年 (1880)4月24日(第4土曜日)を創立記念日

とする日本薬学会(当初は薬学会)が誕生した(日

本の薬学).

宗岡氏が強調して譲らない近代薬学導入論は，氏

が執筆した百年史序章に，安政4年 (1857)幕府が

最初のお震い教師として，オランダから招いた海軍

軍医ボンベの来日としている.幕府は開国による緊

急、の海防政策に伴L、，軍事医学の必要から，長崎に

西洋医術伝習所(長崎大学医学部の起原)を開設し

て，幕府医官や各藩医に西洋医術を学習させた.し

かし，ボンベがキニーネ，モノレヒネ等の近代薬物を

講義したり，治療薬に用いたことをもって，宗田氏

は近代薬学のあけぼのと断じている.しかし，それ

は医学の領域であって，日本の近代薬学には直結し

ないのである.

氏はまた幕末の近代化学として，防衛上幕府や諸

再審が競って，兵器製造技術に必要な製煉(化学)事

業を開発したことと関連づけている.しかしその過

程で化学薬品の研究が発達したのは，理化学の近代

化に属する科学分野であるが，氏はこれを軍事化路

線に組み込まれた薬学の近代化としている.この幕

末の近代化学が明治政府に継承されて，製薬学とし

て位置づけられたと結論づけているのは，筋の通ら

ない自己矛盾の観念論である.

前述のように，明治政府がドイツから導入して形

成された近代薬学は，医薬品製造研究の指導者養成

を目的として，製薬学科が創設されたものである.

幕末の兵器製造に必要な理科系化学とは一線を画す

るものであった.

宗国氏が幕府の政策による近代化学が明治政府に

受け継がれたとする論拠は，氏の近代に対する時代

感覚のずれに起因している.近代の時代区分は一般

的に，封建制度以後としており，日本は明治維新以

後，西洋ではフランス革命 (1889~1899) 以後，近

代に至る時期に当たる.西洋の近代薬学の夜明けは，

ドイツのゼノレチュノレネノレが阿片からモノレヒネを発見

した画期的研究が転機となった.

百年史年衰の近代薬学史観の幽甑

民主的委員会のあり方は，委員長が独断専行する

性質のものでないことは，私もこれまで各委員会に

列して，運営の方法などを心得ていたつもりであっ

た.各委員が意見を述べ，お互いに検討して，妥当

の方向を委員長が裁決するのが通例である.もちろ

ん委員長案が適正であれば，異を立てるものではな

L 、.

実際，百年史編纂委員会(以下， 委員会)でのあ

り方は，私にとっては初めての経験であった.常に

高姿勢で臨む委員長の独断専行で，討論の余地は無

く，立体的と自称する委員長作成のシラパス案で，

見開き 2頁の百年史年表の構成に着手した.

第l回委員会のとき， 100周年記念事業委員長の

挨拶があり，百年史付録の年表を記念行事のーっと
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して 1万6千の会員全員に進呈する企画が述べら

れた.一般的に付録年表の形式と目的は，一見して

その歩みが明確に判るように，毎年の主な事項を簡

明直裁に記載するのが通例である.

その見地からも百年史年表の骨子は，日本薬学会

の100年の歩みが，未来の薬学発展のかけ橋となる

よう，薬学会を中心に適正な事項を簡潔に記載した

年表作成が望まれた.さらに年表を多数会員に供与

するための大量発行の費用が，多方面からの賛助に

よることへの配慮も，委員の責任であり常識である

はずであった.結論からいえば 249頁の異例の付録

年表となった.

しかし容吸を許さぬ委員長案の年表構成は，付録

年表の域を超えて 1年を見開き 2頁と して 4項目

に分割した.第 1項は当然主体の薬学会記事のみで

充当すべきであるのに，教育・研究分野は外国事例

まで混在させた.そのため年代の推移につれて事項

が増え，主体の薬学会の存在感が判別しにくくなり ，

わずかに太字で区別されている.医事には第3項を

特設して，主客転倒の観を与える.

その上年表の起点を，氏が強調する近代薬学のあ

けぼのと決め付ける蘭医ボンベの来日 した安政4年

(1857)と設定したため，明治13年 (1880)の日本薬

学会創立に至る23年間は記載事項が乏しく， 46頁に

及ぶ空白は蔽うべくもない.

日本薬学会百年の前史に当たる日本の近代薬学の

起原は，前述のように， ドイツから招いた医学教師

ミュルレノレらの政府への建議によって，初めてその

意義が認識された.

変革の草創期における模索の薬学教育は， ドイツ

人教師ランカツレトによって，化学の初歩から一歩を

踏み出した.満期後適任者が得られず，オランダ人

エイクマンが起用された一時期もあった.例外は別

として，原則のドイツ系薬学は留学生が派遣されて

導入に努めた.真青島な先学たちの研究業績の積み重

ねによって，現代の薬学の隆盛をもたら した基礎が

確立されたのである.このように薬学の近代化は，

幕府の封建制から脱却した明治政府の近代化政策の

一環として， ドイツ系薬学を範とした.宗田氏近代

薬学論とは相反するのである.

その意図を裏書きする一つの例証が，年表の明治

4年 (1871)の医事項目に歴然としている.r7・8

プロシア軍医ミュノレレノレ， ホフマン来朝 7・21

東校(筆者注 ・東大医学部の前身)着任」とあるの

みで，前述のように，両氏が政府に日本の近代薬学

に関する重大な建議に関しては，一字の記載もない.

氏が固執する近代薬学論に反する記載を意図的に

除外したとしても，肯定せざるをえない実証を，自

ら例示した自己矛盾に気が付いていないのである.

年表の明治5年 (1872)の第1項目(薬学会 ・教育 ・

研究)欄の11月 「薬剤師ニーウェルト(独)第一大

学区医学校(注 ・東大医学部の前身)着任，附属病

院の薬局整備改善，調剤生の指導」の記載事項であ

る.

これを示唆したのは，余人ならぬミュルレルらが

前年政府に建言して， ドイツに薬学教師の適任者を

依頼したためで、あった.ところがニーウェルトは教

師の資格のない薬剤師であることを表明して，教育

を辞退し，薬剤師の任務に全力を傾注した.薬学教

育は延期されたが，ニーウェノレトが鋭意、官立附属病

院に初めて模範的な近代薬局を設営して，医薬分業

を実施した画期的な近代薬学への幕あけであった.

百年史編纂委員辞任の真相

私はこれまでの経験から幸運に恵まれ，他の委員

会委員を中途で辞めたことはなかった.氏が激越な

論調でなじる駁文から，ゆくりなく委員会で激しい

語調で頭ごなしに断定を下す委員長が想起された.

しかし前述のように，近代薬学に関する委員長の

頑強に固持する持論に対して，信念を曲げて追随す

ることは毛頭考えられなかった.

委員を指名された最高委員長に真意を訴えて辞任

を申し出た.その内意、を受けられた先生から再三慰

留されたが，決心は変わらなかった.委員会へは

「見解の相違」による旨の辞表を送った.

2年半後刊行された百年史に，辞任理由が一方的

に責任を回避したかのように記述されていた.薬学

会に対して真相を了解して頂く使命感から，正当な

辞任理由を表現しておかねばならなかった.百年史

に対する直言として，前述のように，委員長案に迎

合できなかった年表の構成および近代薬学史観に関

する反対事項を，ファノレマシア編集委員会に送った.

数日後掲載する旨の電話を受けた.

ところが間もなく川瀬氏の内意によるとL、う原稿

取り下げの勧告があった.主旨は薬学会関係筋に対

して立場上困るからとのことであった.しかし第2

の駁文によると，指令を下した宗田氏の意、向はまっ

たく裏腹で，委員会を誹誘した根本が傷つくのを心

配したからとのことであるが，歪曲された弁解に過

ぎない.委員会のあり方の批判を一言付記したから

といって，それは決して私が傷つくような言動では

ないはずである.それよりも薬学会傘下にそのよう
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な委員会の存在は，ありうべからざることなのであ

る.私が傷つくような内容の原稿ならば，没にする

のが当然の措置であるべきであった.

それよりも正当な理由として発表を約束されたも

のを，事前に探知して理不尽に， 言論の自由を封じ

込めようとする策謀こそ，研究者として自らを傷つ

けるものではなかろうか.その後，百年史編集係員

から手違いを詫びる電話があった.

以上は前稿で触れなかった心配りを，逆用した氏

の曲論を是正するために付け加えた.

その後ファノレマシア編集長に事情を打ち明けて，

氏の反論(最初の駁論)を事前に一読して，同誌上

での論争を避けて打ち切った結果は前述した.

維新の近代化政策の薬学の萌芽

宗田氏は本誌の最初の駁文中，1"百年史年表にわ

ずか 1行で書かれた事でも…根本の著書(日本の薬

学)とくらべて何れが是か判断願えるかと思う」と

誇示している.

年表の事柄というのは，慶応4年 (1868年 9月8

日明治と改元)の医事項目の 2月「典薬寮医 ・高階

経由ら，典薬寮医の西洋医法兼用を建白 (3・7許

可，以下略)Jを指している.

いうまでもなく年表の使命は，毎年の主な出来事

を簡にして的確に要領よく記載するのが肝要である.

しかしこの事項を読んでみても，典薬寮医がいった

いどこへ建白して許可されたのか不明である.宗田

氏がいくら重要な原史料だと主張しても，事実の説

明がなければ，読者は理解に苦しむだけである.

年表に限らず，本や論説を書く場合，目的によっ

て難易に書き分けるのが執筆者の能力であり常識で

ある.千篇一律の筆法では，その論理的な思考が問

われることになる.百年史年表の対象は，研究に忙

殺されて史学に関心の薄い大多数の会員に目を向け

るべきであった.現実から遊離して， 専門の史学を

重視した内容は，本末転倒のそしりを免かれない.

年表には薬学会の前史に関係のある史実を平易に記

載すべきであった.

その史実というのは，宗田氏がし、ずれが是か，と

指摘した私箸に既述した政府の公文書である.同じ

慶応4年 3月7日に公示された「是迄止めおかれた

西洋医術の長所を採用」する旨の布告がそれである.

宗回氏は太政官達としているが，その時点では太政

官は存在せず，翌明治2年7月制定された.

この布告の重要な点は，政府が維新の大改革に際

して，要人らが倒幕目標に掲げた援夷から一転して，

欧米先進文明導入に集中したこと である.衆知をあ

つめて，新しい近代日本建設の国是の策定を急いで

いた.周年3月14日，大綱を内外に示す五箇条の御

誓文の発布に先立つこと 1週間前の 3月7日，国民

保健に重要な医療の近代化が告示されたのであった.

これは近代薬学の発現につながる重要な意味をもっ

ている.明治2年ドイツ系医学導入が決まり，明治

4年来日の ミュノレレノレらによって，近代薬学の萌芽

が日本の土援に移植されたのであった.

宗田氏が固執する幕末来日したボンベの医学教育

を起点とする，近代薬学論とは一線を画している.

氏はまた，私が既述した，上記の西洋医術採用の公

文書よりも，原文を重要と自認した典薬寮医の建白

を年表に記載した.ところが，これは文献重視の氏

が文脈の誤認によるものであった.漢方侍医らが自

発的に，洋方兼用の儀を政府に建白したのではなく，

反対に意向を質した政府の内示に応えたものであっ

た.それを裏書きする事例として，公布後も多勢を

たのんだ彼らは，若い洋方侍医をきわめて冷遇した

事実を示して，謬見を正した.

不条理な先発研究の考え方

宗田氏の黒白を弁じない自意識過剰の見方，考え

方はエスカレ{卜して，先発研究への礼儀と称する

自家撞着に陥っている.たまたま共通の研究事項を

見付けると，その文脈から事実を判断する余裕もな

く，直感的に先発研究の自意識が執劫に先行するら

しい.

宗田氏が医薬ジャーナルで2回，本誌で3度目の

繰り返される問題は，明治8年(1875) 2月開場し

た京都司薬場が，舎密局の一部を“借用"したとい

うのが，氏が固執する問題点で，先発研究である百

年史よりの引用と独断するのである.私はその偏見

に対して，向調できない百年史(1982)から引用す

るわけがないと反論した.私は「衛生試験所沿革

史J(1937)， 1"京都薬科大学80年史J(1964)を参照

した.

問題の手記は，明治初期の保健衛生行政に貢献し

たオランダの薬学者へーノレツの没後 100年を記念し

て，関係筋に謹呈するため，平易なへーノレツ伝(Vol.

17， No.2)を本誌に載せた.へーノレツは明治8年京

都司薬場教師に赴任して，同構内の舎密局の生徒に

薬学を教えた.ともに政府所管であるから，借用と

いうより使用か共用が適しているが，文の構成上，

共用では説明を要する.

へーノレツがオランダ軍医学校教官時代の上司フ.ル
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クの影響で，日本渡航の夢を果たした相関関係は，

へーノレツの生涯に重要な意味をもつので，当然伝記

に書いた. プノレクは幕末オランダ貿易の蘭医として

2年間長崎に滞在した.理化学に造詣が深かったの

で，幕府の緊急防衛上の兵器技術指導に功労があっ

た.

へーノレツ研究の第一人者，清水藤太郎博士から30

数年前，へーノレツの自叙伝その他の関係資料のご教

示を受けて， しばしば既述した.フツレクについては，

清水博土の「日本薬学史J(1949)にも記載されるが，

その原典は，古賀十二郎「西洋医術伝来史J(1942) 

に詳述され，先行の定説となっている.また20年近

い前，佐賀で開催された薬学大会の講演に招かれた

折，プノレクの指導を受けた旧佐賀藩の製煉方(兵務

製造)の研究を聴き，貴重な関係資料を綴る機会を

得た.宗田氏が先発研究の礼を要請する「日本薬学

会百年史J(1982)より，ずっと以前から研究してい

たわけで，論争に値しない軽々な駁論の反証とする.

ついでに付け加えると，氏の論法によれば，百年

史は逆に先発研究の礼を失している. 171頁と 172

頁に， 自著 「俊松勝左衛門伝J(1974)から， 満鉄

中央試験所の記事と写真2葉が転載されている.こ

れは陵松博士が15年間所長として，旧満州の衛生向

上，資源開発に叡知と全力を傾注した偉大な業績に

ついて，関係者の方々や多数資料をもとに鋭意まと

めたものである.百年史の他の引用文献には著者名

が明記されているのに，本書に限り書名だけで，意

識的に私の名を伏せた矛盾が歴然としている.

最後に宗田氏の質問の I項に答えておきたい.先

に百年史3頁にボンベがプノレクの後任という記述は

誤りと正した.フツレクは鎖国時代の幕府独占の日蘭

貿易に随行した最後の蘭医で，長崎出島の蘭館に 2

年間 (1855~1857) 駐留した.

ボンベは入れ違いに開国後，幕府の海軍創設の医

学教師として招かれた最初のお雇い教師である.当

座の宿舎にフツレクが居住した長崎蘭館が便宜的に使

用されたが，日本における任務は 7'ルクの後任とは

相反するものであった.

宗田氏が，ボンベの「日本滞在見聞記」に，プノレ

クをポンベの前任者としている疑問は，日本では関

知しないオランダ側の任務なのである.両氏に共通

の 「総督府(筆者注 ・パタピアの出先機関)付医官

兼日本における自然調査官」という役割は，幕府の

制度には関わりのない，日本に派遣される医官に課

された任務であった.優秀な人材が派遣され，専門

知識を活用して，日本に関する詳細な情報収集の報

告が義務づけられていた.ポンベの日本滞在記もそ

の例示である.

付 記

雑録の反論を終るに当たって，百年史への問題提

起も，宗国民の日本近代薬学論の結論とは，一致点

を見いだせないまま，論争に値しない実りなき討論

はこれで打ち切りたい.宗田氏からしばしば私信で

請われた応答の二三は，百年史に生かされている.

しかし誌上での納得のゆかない内容のものは無視し

た.ちなみに宗田氏に対して書面および口頭でも，

教示を請うたことはかつて一度もない.

宗田氏の言葉を借りれば，駁文追記に“古いこと

をほじくり出し"て，新たな問題を提起している.

これは私信で回答を求められたが，黙殺したもので

ある.五たび駁論て、絡まれるのは時間の浪費で，心

身にも好ましくないので，いっさい応じないことを

ここで明言しておきたい.

終りに，貴重な誌面をお騒がせしたことを深くお

詫びするとともに，多少なりとも薬史研究のご参考

になれば望外の幸いである.終始冷静に見守られた

寛大な会員の皆様に心から感謝申し上げます.

(104 )‘ 



訂正

本誌 Vol.19， No.1. (1984) 1日本薬局方における規格および試験法の変遷・山田光男」にお

いてつぎのように訂正いたします.

p.2 第2表 9行自

生薬試験法 J. P. VIIIー→J.P. VI 

第 2表 23行目

アセトン検出数ー→アセトン検出法

p:6 第5表

No.3 亜セレン塩ー→亜セレン酸塩

No.32 重炭酸塩 O ー→削除

No.35 水銀塩第二一→J.P. VI 0 

No.37 スズ塩第二一→J.P. VI 0 

No.40 炭酸水素塩ー→J.P. VI 0 

No.41 チオシアン酸塩ー→].P. VI 0 

No.65 硫シアン化物 O ー→削除

予告
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編集兼発行人:東京都千代田区神田駿河台 1-8

日本大学理工学部薬学科内 日本薬史学会滝戸道 夫

印 刷 所:東京都文京区後楽 2-21-8 サンコー印刷株式会社

製 作東京都文京区弥生2-4-16 (財)学会誌刊行センター



薬史学雑誌投稿規定

(1985年度より施行， 1984年4月総会で改正)

1. 投稿者の資格:原則として本会々員であること(共著者はこの限りではない).会員外の原

稿は編集委員会の承認を経て掲載することがある.

2. 原稿の種類:原稿は医薬の歴史，およびそれに関連のある領域のものとする.ただし他の雑

誌(園内国外を問わなし、)に発表したもの，または投稿中のものは掲載しない.

付) 原報:著者が新知見を得たもので和文，英文のいずれでも工い.原則として図版を含む刷

り上り 8頁以内(英文は 6頁以内)とし，刷り上り頁数は偶数であることがのぞましい.

(吋 ノート:原報にくらべて簡単なもので，断片的あるいは未定の研究報告でもよい. 和文 ・

英文どちらでもよい.図版を含む刷り上り 2頁または 4頁とする.

付 史伝:医薬に関係した人，所，事蹟等に関する論考，刷り上り 6頁以内とする.

(斗 総説:原則として本会から執筆を依頼するが，一般会員各位の寄稿を歓迎する.そのとき

は予め連絡していただきたい，刷り上り 6頁以内とする.

(ホ) 雑録:見学，紀行，内外ニュースなど会員各位の寄稿を歓迎する.刷り上り 2頁以内とす

る.

3. 原稿の体裁: 日本薬学会投稿論文執筆規定(ファルマシア第四巻1号に掲載されている)に

従うこと.和文は楢書で平がな混り横書とし，かなづかいは現代かなづかいを用い，漢字は止

むをえない場合のほかはなるべく当用漢字で書 くようにつとめること，なお原報およびノート

には簡潔な英文要旨を著者において作成添付すること(英文の場合は和文要旨を同様に付すこ

と)• 

和文原稿は薬学会所定 400字詰原稿用紙またはこれに準じたものを用いること(原稿用紙4

枚が刷り上り 1頁にほぼ相当する).英文原稿は良質厚手の国際判 (21x 28cm)の白地タイプ

用紙を用い，黒色で1行おきにタイプ印書すること.

4. 原稿の送り先:本原稿1部，コピー 1部を i(郵便番号.101)東京都千代田区神田駿河台 1-

8，日本大学理工学部薬学科内，日本薬史学会 滝戸道夫」宛に書留で送ること.封筒の表に

「薬史学雑誌原稿」と朱書すること.原稿到着目を受理日付とし，到着と同時に投稿者にその

旨通知する.

5. 原稿の採否:原稿の採否は編集委員会で決定する.不採用または原稿の一部訂正を必要とす

るときはその旨通知し，編集技術上必要があるときは原稿の細部の体裁を変更することがあ

る.

6. 投稿料，別刷料および図版料:投稿者はその原稿が印刷発行されてから 1カ月以内に，原

報， ノート ，史伝，総説(依頼されたものを除く)は和文刷り上り 1頁につき 1，000円，英文

刷り上り 1頁につき 1，500円を払込むこと.

版下料，凸版料，写真製版料，別刷料については別に実費を申し受ける.

別刷部数を希望するときは，投稿の際にその部数を申込むこと.

7. 正誤訂正:著者校正を 1回行う.論文出版後著者が誤植を発見したときは，発行 1カ月以内

に通知されたい.

8. 発行期日:原則として毎年 6月および 12月の 2回とし，各 30日を発行日とし，受理年

月日順に掲載する.



日本薬史学会会則

(1985年度より施行， 1984年4月総会で改正)

第 1条本会は日本薬史学会 TheJapanese 

Society of History of Pharmacy 

と名付ける.

第2条本会は薬学，薬業に関する歴史の調

査研究を行い，薬学の進歩発達に寄

与することを目的とする.

第3条 本会の目的を達成するために次の事

業を行う.

1. 総会(毎年日本薬学会の年会の

時に行う).

2. 例会(研究発表会，集談会)

3. 講演会，シンポジウム，ゼミナ

ール，その他.

4. 機関誌「薬史学雑誌」の発行，

当分の間年2回とする.

5. 資料の収集，資料目録の作製.

6. 薬史学教育の指導ならびに普

及.

7. その他必要と認める事業.

第 4条本会の事業目的に賛成し，その目的

の達成に協力しようとする人をもっ

て会員とする.

第5条本会の会員は会費として年額 4，∞o
円を前納しなければならない.但し

学生は年額2，∞o円とする.賛助会

員は本会の事業を協賛する人または

団体とする.賛助会員は年額30，000

円とする.

第 6条本会に次の役員をおく. 会長 1名，

幹事若干名，評議員若干名，役員の

任期は 2カ年とし重任することを認

める.

1. 会長は総会で会員の互選によっ

て選ぴ，本会を代表し会務を総

理する.

2. 幹事は総会で会員の互選によっ

て選ぴ，会長を補佐して会務を

担当する.

3. 幹事中若干名を常任幹事と し，

日常の会務および緊急事項の処

理ならびに経理事務を担当す

る.

4. 評議員は会長の推薦による.

第 7条本会に事務担当者若干名をおく .運

営委員会は会長これを委嘱し， 常任

幹事の指示を受けて日常の事務をと

る.

第 8条本会の事業目的を達成するため別に

臨時委員を委嘱することができる.

第 9条本会は会長の承認により支部又は部

会を設けることができる.

第10条本会の会則を改正するには総会で出

席者の過半数以上の決議によるもの

とする.

第11条本会の年度は暦年 (1月より 12月ま

で)とする.

第12条本会の事務所は東京都千代田区神田

駿河台日本大学理工学部薬学科内に

おく.

日本薬史学会役員 (1981年 12月より)

会 長 木村雄四郎

常任幹事 吉井千代田， 長 沢 フじ 夫

幹 事 (東 京) 伊藤和洋， 根本 曽代子， 田辺 ーも日t 

(地 方) 宗 国 難波恒 雄， 西岡五夫

(庶務会計) 滝戸道夫

(編 集) 長沢元夫， 川 瀬 清

監 事 )11 瀬 清



滋養強壮生薬製剤

滋談議筑波適応症機撚鰍

次の場合の滋養強壮:

肉体疲労・血色不良

冷え症・胃腸虚弱

食欲不振・病中病後

虚弱体質

ゆ工又工又製薬株式会祉
東京都中央区日本橋浜町2-12-4 




